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【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成22年10月６日提出の有価証券届出書（平成22年10月8日付にて有価証券届出書の訂正届出書提出済み）の記

載事項につき、「会計士報告書」を含む香港目論見書が平成22年10月18日付をもって香港において開示されたこと

に伴い、主として同香港目論見書の記載内容を反映するため、関係事項を下記の通り訂正するとともに、定款が改正

されたことに伴い添付書類を追加するものであります。

 

【訂正事項】

表紙

　（１）定義

　（２）用語集

 

第一部　証券情報

第２　売出要項

１　売出有価証券

第４　その他の記載事項

第二部　企業情報

第１　本国における法制等の概要

１　会社制度等の概要

（２）提出会社の定款等に規定する制度

（３）当社株式資本及びオプション

第２　企業の概況

２　沿革

３　事業の内容

４　関係会社の状況

第３　事業の状況

４　事業等のリスク

５　経営上の重要な契約等

７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第５　提出会社の状況

１　株式等の状況

（４）大株主の状況

４　役員の状況

５　コーポレート・ガバナンスの状況等

（１）コーポレート・ガバナンスの状況

第６　経理の状況

１　財務書類

会計士報告書

 

添付書類

定款

 

【訂正箇所】
訂正箇所には下線を付しております。
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【表紙】
 

（１）定義

＜訂正前＞

（前　略）

「AIAインド」  タタ・サンズ・リミテッド（Tata Sons Limited）とAIAとの間のジョ

イント・ベンチャーである、タタ・AIG・ライフ・インシュアランス・

カンパニー・リミテッド（Tata AIG Life Insurance Company

Limited）

   

「AIAインドネシア」  AIAの子会社である、PT・AIA・ファイナンシャル（PT. AIA

FINANCIAL）

（中　略）

「AIAベトナム」  AIAの子会社である、AIA（ベトナム）ライフ・インシュアランス・カ

ンパニー・リミテッド（AIA (Vietnam) Life Insurance Company

Limited）

（中　略）

「AIG-AMG」  AIGの子会社である、AIGアセット・マネージメント（アジア）リミ

テッド（AIG Asset Management (Asia) Limited)

（中　略）

「当社定款」  条件付きで承認及び採択された当社の附属定款（随時改訂されるもの

を含む。）

（中　略）

「CCASS決済参加者」  直接参加者又は一般決済参加者としてCCASSへの参加を認められた者

（中　略）

「CCASSインターネット・システム」  参加者が、インターネットを通じて、とりわけ、口座を管理し、指示を与

え、問い合わせを行うことのできるCCASSが提供するオンライン・サー

ビス

（中　略）

「CCASS業務手続書」  CCASS一般規則の一部を構成し、CCASSの業務、CCASSのもとで利用可能

なサービス及び設備並びに参加者が従うべき手続きを規定する文書

（随時改正されるものを含む。）

（中　略）

「CCASS電話システム」  参加者が、プッシュ・ホンを利用することにより、とりわけ、指示を与

え、問い合わせを行うことのできるCCASSが提供する電話サービス

（中　略）

「CCASSの一般規則」  CCASSの一般規則（随時改正されるものを含む。）。CCASSの利用に関す

る要項を規定し、香港証券取引所のウェブサイトに公表されている。

（中　略）

「保険局」  香港保険業監理処は、ICOを運営する保険局として任命された保険長官

に統括される。

（中　略）

「国際売出株式」  (ⅰ)代理店留保株式、(ⅱ)従業員留保株式、並びに（ⅲ）調整、売出規

模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプションを条件と

して国際売出しに従って売出株主が当初提供する当社普通株式

（中　略）

「最新情報確認日」  香港目論見書に記載の一定の情報を確認するための、香港目論見書の

印刷に先立つ最新の情報確認日である2010年９月30日

（中　略）

「シンガポール通貨監督庁」  シンガポールの通貨監督庁

（中　略）

EDINET提出書類

ＡＩＡグループ・リミテッド(E24847)

訂正有価証券届出書（通常方式）

  3/121



「売出規模調整オプション」  香港引受契約に基づき香港引受人に対して売出株主により付与される

見込みのオプションであり、香港引受人に代わってジョイント・グ

ローバル・コーディネーターが条件決定日までに行使することができ

る。これに基づき、売出株主は、「第一部　証券情報－第４－１－(２)　

売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプション－

売出規模調整オプション」に記載の通り、市場における追加需要（も

しあれば）を補填するために、追加の当社普通株式を売出価格で売却

することを要求される可能性がある。

（中　略）

「ORSO」  退職給付制度条例（Occupational Retirement Schemes Ordinance）

（香港法第426章）

   

「オーバーアロットメント・オプション」  国際引受契約に基づき国際引受人に対して売出株主により付与される

見込みのオプションであり、国際引受人に代わってジョイント・グ

ローバル・コーディネーターが行使することができる。これに基づき、

売出株主は、「第一部　証券情報－第４－１－(２)　売出規模調整オプ

ション及びオーバーアロットメント・オプション－オーバーアロット

メント・オプション」に記載の通り、とりわけ国際売出しにおける超

過割当分（もしあれば）を補填するために、追加の当社普通株式を売

出価格で売却することを要求される可能性がある。

（中　略）

「第35条命令」  「第二部－第２－３　事業の内容－(３)　監督及び規制－規制体系―香

港－第35条命令」に記載された意味

（中　略）

「株式借入契約」  条件決定日前後に安定操作取引実施者、AIAオーロラLLC及びAIGの間で

締結される予定の株式借入契約。当該契約に従って、AIAオーロラLLCは

当該契約に規定される条件に基づき当社普通株式を安定操作取引実施

者に対して貸し付けることに同意する。詳細は「第一部　証券情報－第

４－１－(３)安定操作－株式借入契約」に記載される。

（後　略）
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＜訂正後＞

（前　略）

「AIAインド」  タタ・サンズ・リミテッド（Tata Sons Limited）とAIAバミューダと

の間のジョイント・ベンチャーである、タタ・AIG・ライフ・インシュ

アランス・カンパニー・リミテッド（Tata AIG Life Insurance

Company Limited）

   

「AIAインドネシア」  AIAバミューダの子会社である、PT・AIA・ファイナンシャル（PT. AIA

FINANCIAL）

（中　略）

「AIAベトナム」  AIAバミューダの子会社である、AIA（ベトナム）ライフ・インシュア

ランス・カンパニー・リミテッド（AIA (Vietnam) Life Insurance

Company Limited）

（中　略）

「AIG-AMG」  AIGの子会社である、AIGアセット・マネージメント（アジア）リミ

テッド（AIG Asset Management (Asia) Limited)

   

「AIGクレジット・ファシリティ・トラス

ト」

 2009年１月16日付のAIGクレジット・ファシリティ・トラスト契約に

基づき米国国庫を唯一の受益者として設立された信託

（中　略）

「当社定款」  承認及び採択され、上場日に効力が発生する当社の附属定款（随時改

訂されるものを含む。）

（中　略）

「CCASS決済参加者」  直接決済参加者又は一般決済参加者としてCCASSへの参加を認められ

た者

（中　略）

「CCASSインターネット・システム」  （定義より削除）

（中　略）

「CCASS業務手続書」  （定義より削除）

（中　略）

「CCASS電話システム」  （定義より削除）

（中　略）

「CCASSの一般規則」  （定義より削除）

（中　略）

「保険局」  ICOを執行するために任命された保険長官

（中　略）

「国際売出株式」  (ⅰ)調整、売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オ

プションを条件として国際売出しに従って売出株主が当初提供する当

社普通株式、(ⅱ)代理店優先売出しに従って売出株主が提供する代理

店留保株式、並びに（ⅲ）従業員優先売出しに従って売出株主が提供

する従業員留保株式

（中　略）

「最新情報確認日」  香港目論見書に記載の一定の情報を確認するための、香港目論見書の

印刷に先立つ最新の情報確認日である2010年10月11日

（中　略）

「シンガポール通貨監督庁」  シンガポールの通貨監督庁

   

「基本定款」  承認及び採択され、上場日に効力が発生する当社の基本定款（随時改

訂されるものを含む。）

（中　略）
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「売出規模調整オプション」  香港引受契約に基づき香港引受人に対して売出株主により付与された

オプションであり、香港引受人に代わってジョイント・グローバル・

コーディネーターが条件決定日までに行使することができる。これに

基づき、売出株主は、「第一部　証券情報－第４－１－(２)　売出規模調

整オプション及びオーバーアロットメント・オプション－売出規模調

整オプション」に記載の通り、市場における追加需要（もしあれば）

を補填するために、追加の当社普通株式を売出価格で売却することを

要求される可能性がある。

（中　略）

「ORSO」  退職給付制度条例（Occupational Retirement Schemes Ordinance）

（香港法第426章）（随時改正されるものを含む。）

   

「オーバーアロットメント・オプション」  国際引受契約に基づき国際引受人に対して売出株主により付与される

オプションであり、国際引受人に代わってジョイント・グローバル・

コーディネーターが行使することができる。これに基づき、売出株主

は、「第一部　証券情報－第４－１－(２)　売出規模調整オプション及

びオーバーアロットメント・オプション－オーバーアロットメント・

オプション」に記載の通り、とりわけ国際売出しにおける超過割当分

（もしあれば）を補填するために、追加の当社普通株式を売出価格で

売却することを要求される可能性がある。

（中　略）

「第35条統括者命令」  「第二部－第２－３　事業の内容－(３)　監督及び規制－規制体系―香

港－第35条命令」に記載された意味

   

「第35条隔離命令」  「第二部－第２－３　事業の内容－(３)　監督及び規制－規制体系―香

港－第35条命令」に記載された意味

（中　略）

「株式借入契約」  条件決定日前後に安定操作取引実施者、AIAオーロラLLC及びAIGの間で

締結される株式借入契約。当該契約に従って、AIAオーロラLLCは当該契

約に規定される条件に基づき当社普通株式を安定操作取引実施者に対

して貸し付けることに同意する。詳細は「第一部　証券情報－第４－１

－(３)安定操作－株式借入契約」に記載される。

（後　略）

 

（２）用語集

＜訂正前＞

（前　略）

「加重一時払い保険料」  一時払い保険料の10％。加重一時払い保険料は、定期払い及び一時払い

保険料の取引の構成の変動を考慮した、より長期的な契約高の目安と

なる。

 

＜訂正後＞

（前　略）

「加重一時払い保険料」  一時払い保険料の10％（以下削除）
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第一部【証券情報】
 

第２【売出要項】
 

１【売出有価証券】

 

＜訂正前＞

（前　略）

「ジョイント・ブックランナー」又は「ジョイント・リード・マネジャー」とは、香港売出しにおけるシティグループ・グ

ローバル・マーケッツ・アジア・リミテッド、ドイチェ・バンク・アーゲー香港支店、ゴールドマン・サックス（アジア）

エル・エル・シー、モルガン・スタンレー・アジア・リミテッド、バークレイズ・キャピタル・アジア・リミテッド

（Barclays Capital Asia Limited）、メリルリンチ・ファーイースト・リミテッド（Merrill Lynch Far East Limited）、

ＣＩＭＢセキュリティーズ（香港）リミテッド（CIMB Securities (HK) Ltd.）、クレディ・スイス（香港）リミテッド

（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）、ＩＣＢＣインターナショナル・セキュリティーズ・リミテッド（ICBC

International Securities Limited）、J.P.モルガン・セキュリティーズ（アジア・パシフィック）リミテッド（J.P.

Morgan Securities (Asia Pacific) Limited）、及びＵＢＳエイ・ジー香港支店（UBS AG, Hong Kong Branch）、並びに、国

際売出し、代理店優先売出し及び従業員優先売出しにおけるシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド

（Citigroup Global Markets Limited）、ドイチェ・バンク・アーゲー香港支店、ゴールドマン・サックス（アジア）エル

・エル・シー、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー（Morgan Stanley & Co.

International plc）、バークレイズ・バンク・ピーエルシー（Barclays Bank PLC）、メリルリンチ・インターナショナル

（Merrill Lynch International）、ＣＩＭＢセキュリティーズ（香港）リミテッド、クレディ・スイス（香港）リミテッ

ド、ＩＣＢＣインターナショナル・キャピタル・リミテッド（ICBC International Capital Limited）、J.P.モルガン・セ

キュリティーズ・リミテッド（J.P. Morgan Securities Ltd.）及びＵＢＳエイ・ジー香港支店を意味する。

（中　略）

「国際引受契約」とは、当社、売出株主、同契約に記載される国際引受人の代表者及びジョイント・グローバル・コーディ

ネーターの間の国際売出しに係る国際引受契約を意味する。

（中　略）

「売出株主」とは、完全所有子会社であるAIAオーロラLLCを通じて当社の株式を売り出すことに同意した、アメリカ合衆国

10270ニューヨーク州ニューヨーク市パイン・ストリート70に登録上の事務所を有するデラウエアにおいて設立された会社

であるAIGを意味する。

 

＜訂正後＞

（前　略）

「ジョイント・ブックランナー」又は「ジョイント・リード・マネジャー」とは、香港売出しにおけるシティグループ・グ

ローバル・マーケッツ・アジア・リミテッド、ドイチェ・バンク・アーゲー香港支店、ゴールドマン・サックス（アジア）

エル・エル・シー、モルガン・スタンレー・アジア・リミテッド、バークレイズ・キャピタル・アジア・リミテッド

（Barclays Capital Asia Limited）、メリルリンチ・ファーイースト・リミテッド（Merrill Lynch Far East Limited）、

ＣＩＭＢセキュリティーズ（香港）リミテッド（CIMB Securities (HK) Ltd.）、クレディ・スイス（香港）リミテッド

（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）、ＩＣＢＣインターナショナル・キャピタル・リミテッド（ICBC International 

Capital Limited）（但し、ジョイント・リード・マネジャーとして行為する場合は、ＩＣＢＣインターナショナル・セキュ

リティーズ・リミテッド（ICBC International Securities Limited））、J.P.モルガン・セキュリティーズ（アジア・パ

シフィック）リミテッド（J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited）、及びＵＢＳエイ・ジー香港支店（UBS AG,

Hong Kong Branch）、並びに、国際売出し、代理店優先売出し及び従業員優先売出しにおけるシティグループ・グローバル・

マーケッツ・リミテッド（Citigroup Global Markets Limited）、ドイチェ・バンク・アーゲー香港支店、ゴールドマン・

サックス（アジア）エル・エル・シー、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー

（Morgan Stanley & Co. International plc）、バークレイズ・バンク・ピーエルシー（Barclays Bank PLC）、メリルリン

チ・インターナショナル（Merrill Lynch International）、ＣＩＭＢセキュリティーズ（香港）リミテッド、クレディ・ス

イス（香港）リミテッド、ＩＣＢＣインターナショナル・キャピタル・リミテッド（但し、ジョイント・リード・マネ

ジャーとして行為する場合は、ＩＣＢＣインターナショナル・セキュリティーズ・リミテッド）、J.P.モルガン・セキュリ

ティーズ・リミテッド（J.P. Morgan Securities Ltd.）及びＵＢＳエイ・ジー香港支店を意味する。

（中　略）

「国際引受契約」とは、当社、売出株主、同契約に記載される国際引受人の代表者及びジョイント・グローバル・コーディ

ネーターの間の国際売出し並びに代理店留保株式及び従業員留保株式の引受けに係る国際引受契約を意味する。
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（中　略）

「売出株主」とは、完全所有子会社であるAIAオーロラLLCを通じて保有する売出株式を売り出すことに同意した、アメリカ

合衆国10270ニューヨーク州ニューヨーク市パイン・ストリート70に登録上の事務所を有する1967年６月９日にデラウエア

において設立された会社であるAIGを意味する。

 

第４【その他の記載事項】
 

＜訂正前＞

（前　略）

１　グローバル・オファリング

（１）グローバル・オファリングの構造

　グローバル・オファリングは、以下により構成される。

（ⅰ）香港における当社普通株式（未定）株（下記の調整及び売出規模調整オプションによる変更を受ける可能性があ

る。）の香港売出し。

（ⅱ）適格代理店に対して行われる当社普通株式（未定）株の代理店優先売出し。（下記「代理店優先売出し」を参照

のこと。）代理店留保株式は国際売出株式の中から売り出される。

（ⅲ）適格従業員に対する当社普通株式（未定）株の従業員優先売出し。（下記「従業員優先売出し」を参照のこと。）

従業員留保株式は国際売出株式の中から売り出される。

（ⅳ）レギュレーションSに依拠して海外取引（日本売出しを含む。）として米国外において（香港における専門的投資

家及び機関投資家向けを含めて）行われる、並びに米国内でルール144Aに定義される適格機関投資家（qualified

institutional buyers）に対して行われる当社普通株式合計（未定）株（但し、下記の調整、売出規模調整オプ

ションによる変更及びオーバーアロットメント・オプションによる変更を受ける可能性がある。かかる株式数は、

代理店留保株式数の合計及び従業員留保株式数の合計を差し引いた国際売出株式数の合計である。代理店留保株

式及び従業員留保株式はそれぞれ国際売出株式の中から売り出される。）の国際売出し。

　下記「(２)　売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプション－売出規模調整オプション」に記載の

とおり、売出規模調整オプションの行使に基づき（未定）株を上限とする当社普通株式が追加的に売り出されることが

ある。さらに、下記「(２)　売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプション－オーバーアロットメン

ト・オプション」に記載のとおり、オーバーアロットメント・オプションの行使に基づき（未定）株を上限とする当社

普通株式が追加的に売り出されることがある。

再配分

　香港売出しと国際売出しの間の売出株式の配分は、香港上場規則に基づく調整を受ける可能性がある。当社は、下記を基

準に香港上場規則の実務指針の注18の第４.２項に規定されるクローバック義務の厳格な遵守からの免除を申請してお

り、香港証券取引所からその免除を取得している。香港売出しにおいて有効に申し込まれた売出株式の数が、香港売出し

において当初売り出される売出株式の数の(ⅰ)15倍以上50倍未満、(ⅱ)50倍以上100倍未満、及び(ⅲ)100倍以上である場

合には、売出株式が国際売出しから香港売出しに再配分される。かかる再配分の結果、香港売出しにおける売出株式の合

計数は、(ⅰ)の場合には（未定）株に、(ⅱ)の場合には（未定）株に、(ⅲ)の場合には（未定）株に増加され、それぞれ、

グローバル・オファリングにおいて当初売り出される株式数の約15％、約20％及び約25％（売出規模調整オプション又

はオーバーアロットメント・オプションの行使前）に相当する。いずれの場合も、国際売出しに配分される売出株式の数

は、ジョイント・グローバル・コーディネーターが適切と考える方法でその相当分が減少される。さらに、ジョイント・

グローバル・コーディネーターは、香港売出しにおいて行われた有効な申込みに応じるために、国際売出しから香港売出

しに売出株式を再配分することができる。

（中　略）

代理店優先売出し

　当社の適格代理店がグローバル・オファリングに割当についてのみ優先的に参加できるよう、適格代理店に対し、合計

（未定）株の代理店留保株式への申込みの勧誘が行われる。代理店留保株式は国際売出株式の中から売り出されるが、上

記「再配分」に記載の通りクローバック・メカニズムの対象とはならない。

　代理店優先売出しの下で代理店留保株式を申し込む資格を有する適格代理店は、2010年８月31日現在、7,535店であり、

そのうち第１種代理店は2,625店、第２種代理店が4,910店であった。

　適格代理店は、代理店優先売出しの下で代理店の保証された参加権を上回るか、下回るか又はそれに等しい数の代理店

留保株式の申込みをすることが許されるが、代理店優先売出しに当初割り当てられる代理店留保株式（未定）株を超え

る申込みは退けられる。代理店の保証された参加権とは、代理店優先売出しに基づき代理店留保株式に申し込むことがで
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きる適格代理店の権利を意味し、第１種代理店については売出価格の上限を基準に計算された10,000米ドルに相当する

取引単位（未定）個、第２種代理店については売出価格の上限を基準に計算された5,000米ドルに相当する取引単位（未

定）個の権利がそれぞれ保証される。

（中　略）

従業員優先売出し

　当社の適格従業員がグローバル・オファリングに割当てについてのみ優先的に参加できるよう、適格従業員に対し、合

計（未定）株の従業員留保株式への申込みの勧誘が行われる。従業員留保株式は、国際売出株式の中から売り出される

が、上記「再配分」に記載の通りクローバック・メカニズムの対象とはならない。

（中　略）

　適格従業員は、従業員優先売出しの下で従業員の保証された参加権を下回るか又はそれに等しい数の従業員留保株式の

申込みをすることのみが許され、従業員の保証された参加権を超える申込みは退けられる。従業員の保証された参加権と

は、従業員優先売出しに基づき従業員留保株式に申し込むことができる適格従業員の権利を意味し、各適格従業員につい

て売出価格の上限を基準に計算された10,000米ドルに相当する取引単位（未定）個の権利が保証される。

（中　略）

法人売出し

　国際売出しの一部として、当社及びジョイント・グローバル・コーディネーターは、以下の各投資家（以下「法人投資

家」という。）との間で、法人投資家が、総額約1,920百万米ドルで買取可能な売出株式数（200株の取引単位未満は切捨

て）を売出価格で引き受けること（以下「法人売出し」という。）を合意するコーナーストーン投資契約を締結した。売

出価格を香港目論見書に記載される売出価格の仮条件の中間値である（未定）香港ドルと仮定した場合、法人投資家に

より引き受けられる当社普通株式数の合計は（未定）株となり、グローバル・オファリングの完了時点における当社発

行済普通株式の約（未定）％に相当する。

（中　略）

　法人売出しは、国際売出しの一部を構成する。グオコキャピタル・リミテッド（GuocoCapital Limited）は、香港売出し

の香港引受人であり、グオコ・マネジメント・カンパニー・リミテッド（Guoco Management Co. Ltd）、グオライン・

キャピタル・リミテッド（Guoline Capital Limited）、ホンレオン・アシュアランス・ブルハド（Hong Leong

Assurance Berhad）及びウィング・トレード・インベストメンツ・リミテッド（Wing Trade Investments Limited）の

法人投資家４社それぞれの関連会社である。これら以外には、いかなる法人投資家又はその関連会社も、各法人投資家と

の間に締結された各コーナーストーン投資契約に従うか又は法人投資家若しくはその関連会社がその顧客の名義人とし

て行動する場合を除いて、国際売出しにおける売出株式を引き受けることはない。法人投資家により引き受けられる売出

株式は、その他の全額払込済株式と全ての点において同順位であり、当社の浮動株として扱われる。グローバル・オファ

リングの完了直後は、法人投資家が当社取締役会にその代表を置くことはなく、当社の主要株主となることもない。

法人投資家により引き受けられる売出株式は、上記「再配分」に記載される国際売出しと香港売出しとの間の売出株

式の再配分の影響を受けない。

法人投資家

（中　略）

チャウ・タイ・フック・ノミニー・リミテッド（Chow Tai Fook Nominee Limited）

　チャウ・タイ・フック・ノミニー・リミテッド（以下「CTF」という。）は、総額388,000,000香港ドルで買取可能な当

社普通株式数（200株の取引単位未満は切捨て）を売出価格で引き受けることに合意した。

（中　略）

グオコ・マネジメント・カンパニー・リミテッド、グオライン・キャピタル・リミテッド及びホンレオン・アシュアラ

ンス・ブルハド

　グオコ・マネジメント・カンパニー・リミテッド（以下「グオコ」という。）、グオライン・キャピタル・リミテッド

（以下「グオライン」という。）及びホンレオン・アシュアランス・ブルハド（以下「ホンレオン」という。）は、それ

ぞれ250,000,000米ドル、100,000,000米ドル及び20,000,000米ドルに相当する香港ドルで買取可能な当社普通株式数

（200株の取引単位未満は切捨て）を売出価格で引き受けることに合意した。

　グオコは投資管理を行う香港で設立された会社であり、ホンレオン・カンパニー（マレーシア）ブルハド（Hong Leong

Company（Malaysia）Berhad）の間接子会社であるグオコ・グループ・リミテッド（Guoco Group Limited）（香港証券

取引所のメインボードに証券コード53で上場している。）の完全子会社である。グオコ・グループ・リミテッドは４つの

中核的事業を有しており、それらは、プリンシパル投資、不動産開発・投資、ホスピタリティ・レジャー事業及び金融サー

ビスである。グオラインはバミューダで設立された投資持株会社であり、ホンレオンの間接子会社である。ホンレオンは、

マレーシアで設立された会社であり、主に、マレーシアの生命保険契約の引受けを行っており、クアラルンプール証券取

引所に上場するホンレオン・フィナンシャル・グループ・ブルハド（Hong Leong Financial Group Berhad）の間接子

会社である。
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クンプラン・ワン・ペルサラン（ディペルバダンカン）（Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)）

　クンプラン・ワン・ペルサラン（ディペルバダンカン）（以下「KWAP」という。）は、200,000,000米ドルに相当する香

港ドルで買取可能な当社普通株式数（200株の取引単位未満は切捨て）を売出価格で引き受けることに合意した。

（中　略）

クウェート投資庁（Kuwait Investment Authority）

　クウェート投資庁（以下「KIA」という。）は1,000,000,000米ドルに相当する香港ドルで買取可能な当社普通株式数

（200株の取引単位未満は切捨て）を売出価格で引き受けることに合意した。

（中　略）

ロリータ・インベストメンツ・リミテッド（Lorita Investments Limited）

　ロリータ・インベストメンツ・リミテッド（以下「Lorita Investments」という。）は、200,000,000米ドルに相当する

香港ドルで買取可能な当社普通株式数（200株の取引単位未満は切捨て）を売出価格で引き受けることに合意した。

（中　略）

NWSフィナンシャル・マネジメント・サービシズ・リミテッド（NWS Financial Management Services Limited）

　NWSフィナンシャル・マネジメント・サービシズ・リミテッド（以下「NWS」という。）は、388,000,000香港ドルで買取

可能な当社普通株式数（200株の取引単位未満は切捨て）を売出価格で引き受けることに合意した。

（中　略）

ウィング・トレード・インベストメンツ・リミテッド

　ウィング・トレード・インベストメンツ・リミテッド（以下「Wing Trade」という。）は、50,000,000米ドルに相当す

る香港ドルで買取可能な当社普通株式数（200株の取引単位未満は切捨て）を売出価格で引き受けることに合意した。

（中　略）

前提条件

　法人投資家の引受義務は、とりわけ以下の前提条件に服する。

（中　略）

 

（２）売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプション

売出規模調整オプション

（中　略）

　売出規模調整オプションに基づき、売出株主は、（未定）株を上限とする追加的な当社普通株式を売出価格で売却しな

ければならない。かかる追加的な当社普通株式（もしあれば）は、香港売出しと国際売出しの間で、上記「(１)グローバ

ル・オファリングの構造－再配分」に記載のクローバック・アレンジメントの適用後における両者間の比率が維持され

るよう割り当てられる。売出規模調整オプションは価格の安定化の目的には使用されず、SFOの証券先物（安定操作価

格）規則の規定の対象にはならない。売出規模調整オプションはオーバーアロットメント・オプションとは別個のもの

である。すべての売出株式は既発行株式であり、売出規模調整オプションに基づいて新たな当社普通株式が発行されない

ため、投資家の潜在的持分に対して希薄化の効果は生じず、また当社が追加的に手取金を得るものでもない。

オーバーアロットメント・オプション

　グローバル・オファリングに関連して、売出株主は、国際引受人に対して、国際引受人を代表するジョイント・グローバ

ル・コーディネーターにより行使されるオーバーアロットメント・オプションを付与する。オーバーアロットメント・

オプションに基づき、国際引受人は、とりわけ国際売出しにおける超過割当（もしあれば）を補填するため、売出株主に

対して、香港売出しにおける申込期間の最終日から30日間いつでも、合計（未定）株を上限とする追加の売出株式を国際

売出しにおける売出価格で売却するよう要求することができる権利を有しており、かかる権利は、国際引受人を代表する

ジョイント・グローバル・コーディネーターにより行使される。

 

（３）安定操作

（中　略）

株式借入契約

　グローバル・オファリングに関する超過割当の決済を容易にするために、安定操作取引実施者又はそれに代わって行為

する者は、安定操作取引実施者又はそれに代わって行為する者並びにAIG及びAIAオーロラLLCとの間で（未定）頃に締結

される株式借入契約に基づき上限（未定）株の当社普通株式（オーバーアロットメント・オプションにより売却される

当社普通株式の最大数）をAIAオーロラLLCから借り入れることを選択してもよいし、当社普通株式をオーバーアロット

メント・オプションの行使又は流通市場で売出価格を上回らない価格による購入を含むその他の方法により調達しても

よい。

（中　略）

 

EDINET提出書類

ＡＩＡグループ・リミテッド(E24847)

訂正有価証券届出書（通常方式）

 10/121



２　ロックアップ

（中　略）

香港引受契約に基づく誓約

当社による誓約

　香港引受契約の締結日以降、当初６ヶ月間の終了までの間、グローバル・オファリング（RSU制度に基づくRSU報奨の付

与及び株式オプション制度に基づくオプションの付与を含む。）による場合を除き、当社は、香港引受契約に従い、ジョイ

ント・グローバル・コーディネーター及び香港引受人に対して（また国際引受人に対して）以下の事項を誓約し、また、

AIG及びAIAオーロラLLCは、（国際引受人に対しても）以下の事項を遵守させることを誓約する。但し、香港引受人を代表

するジョイント・グローバル・コーディネーターの書面による事前の同意を得る場合、且つ、香港上場規則を遵守する場

合を除く。

（中　略）

（ⅲ）上記(ⅰ)若しくは(ⅱ)の実行を勧誘せず、若しくは合意せず、又はかかる取引を行う意図を公表しないこと。

　上記(ⅰ)及び(ⅱ)の取引の全てについて、決済が当社普通株式若しくは他の有価証券の引渡し、現金支払又はその他の

方法のいずれによるかを問わない。また、当社は、上場日から180日後に開始する６ヶ月間において、上述した当社普通株

式又はそれらに対する持分について発行又は処分が行われる場合には、当社は、かかる発行又は処分により当社の株式に

ついて混乱した又は誤った市場が発生しないようあらゆる合理的な措置を講じることにつき同意している。

AIG及びAIAオーロラLLCの誓約事項

　AIG及びAIAオーロラLLCは、当社、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び香港引受人に対して（また国際引受

人に対して）、グローバル・オファリング、売出規模調整オプション、オーバーアロットメント・オプション又は（適用

ある場合は）安定操作取引実施者若しくはそれに代わって行為をする者との間で締結される株式借入契約による場合を

除き、また本「AIG及びAIAオーロラLLCの誓約事項」の最終段落の除外に服するものとして、以下の事項を誓約する。但

し、香港引受人を代表するジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意を得る場合、且つ、香港

上場規則を遵守する場合を除く。

（ⅰ）AIG及びAIA Aurora LLCは、香港引受契約の締結日以降、香港目論見書の日付から12ヶ月目の日（その日を含む。）

まで、以下の事項を行わないこと。

（中　略）

　ジョイント・グローバル・コーディネーター及び香港引受人（また適用ある場合は国際引受人）に対するAIG及びAIA

オーロラLLCの上記誓約事項は、いかなる態様においても、（a）ロックアップ免除に基づき行われる再構築譲渡又は

（b）当社普通株式に関する私的及び戦略的取引の締結及び実行を制限又は妨げないものとする。但し、当該取引に基づ

く当社普通株式の各譲受人は、本「AIG及びAIAオーロラLLCの誓約事項」(ⅰ)に定める制約を、香港目論見書の日付から

18ヶ月目の日（その日を含む。）までの期間遵守することに合意するものとする。疑義を避けるために付言すると、当該

取引は、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び香港引受人（また適用ある場合は国際引受人）の書面による

事前の同意を得ることを要さない。

法人投資家による処分の規制

　各法人投資家は、当社及びジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による承諾なしに、直接又は間接

を問わず、当初６ヶ月間はいかなる時点においても、当社普通株式又は法人売出しによって引き受けられ取得された当社

普通株式を保有する会社若しくは団体のいかなる持分をも処分してはならない旨、合意している。

（後　略）

 

＜訂正後＞

（前　略）

１　グローバル・オファリング

（１）グローバル・オファリングの構造

　グローバル・オファリングは、以下により構成される。

（ⅰ）香港における当社普通株式585,741,600株（下記の調整及び売出規模調整オプションによる変更を受ける可能性

がある。）の香港売出し。

（ⅱ）適格代理店に対して行われる当社普通株式20,384,000株の代理店優先売出し。（下記「代理店優先売出し」を参

照のこと。）代理店留保株式は国際売出株式の中から売り出される。

（ⅲ）適格従業員に対する当社普通株式7,324,000株の従業員優先売出し。（下記「従業員優先売出し」を参照のこ

と。）従業員留保株式は国際売出株式の中から売り出される。
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（ⅳ）レギュレーションSに依拠して海外取引（日本売出しを含む。）として米国外において（香港における専門的投資

家及び機関投資家向けを含めて）行われる、並びに米国内でルール144Aに定義される適格機関投資家（qualified

institutional buyers）に対して行われる当社普通株式合計5,243,964,200株（但し、下記の調整、売出規模調整

オプションによる変更及びオーバーアロットメント・オプションによる変更を受ける可能性がある。かかる株式

数は、代理店留保株式数の合計及び従業員留保株式数の合計を差し引いた国際売出株式数の合計である。代理店留

保株式及び従業員留保株式はそれぞれ国際売出株式の中から売り出される。）の国際売出し。

　下記「(２)　売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプション－売出規模調整オプション」に記載の

とおり、売出規模調整オプションの行使に基づき1,171,482,600株を上限とする当社普通株式が追加的に売り出されるこ

とがある。さらに、下記「(２)　売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプション－オーバーアロット

メント・オプション」に記載のとおり、オーバーアロットメント・オプションの行使に基づき1,054,334,400株（売出規

模調整オプションが全て行使されると仮定した場合）を上限とする当社普通株式が追加的に売り出されることがある。

再配分

　香港売出しと国際売出しの間の売出株式の配分は、香港上場規則に基づく調整を受ける可能性がある。当社は、下記を基

準に香港上場規則の実務指針の注18の第４.２項に規定されるクローバック義務の厳格な遵守からの免除を申請してお

り、香港証券取引所からその免除を取得している。香港売出しにおいて有効に申し込まれた売出株式の数が、香港売出し

において当初売り出される売出株式の数の(ⅰ)15倍以上50倍未満、(ⅱ)50倍以上100倍未満、及び(ⅲ)100倍以上である場

合には、売出株式が国際売出しから香港売出しに再配分される。かかる再配分の結果、香港売出しにおける売出株式の合

計数は、(ⅰ)の場合には878,612,400株に、(ⅱ)の場合には1,171,482,800株に、(ⅲ)の場合には1,464,353,600株に増加さ

れ、それぞれ、グローバル・オファリングにおいて当初売り出される株式数の約15％、約20％及び約25％（売出規模調整

オプション又はオーバーアロットメント・オプションの行使前）に相当する。いずれの場合も、国際売出しに配分される

売出株式の数は、ジョイント・グローバル・コーディネーターが適切と考える方法でその相当分が減少される。さらに、

ジョイント・グローバル・コーディネーターは、香港売出しにおいて行われた有効な申込みに応じるために、国際売出し

から香港売出しに売出株式を再配分することができる。

（中　略）

代理店優先売出し

　当社の適格代理店がグローバル・オファリングに割当についてのみ優先的に参加できるよう、適格代理店に対し、合計

20,384,000株の代理店留保株式（従業員優先売出しから代理店優先売出しに再配分することができる従業員留保株式と

併せて合計27,708,000株の売出株式を上限とする。）への申込みの勧誘が行われる。代理店留保株式は国際売出株式の中

から売り出されるが、上記「再配分」に記載のクローバック・メカニズム、売出規模調整オプション又はオーバーアロッ

トメント・オプションの対象とはならない。

　代理店優先売出しの下で代理店留保株式を申し込む資格を有する適格代理店は、2010年８月31日現在、7,567店であり、

そのうち第１種代理店は2,625店、第２種代理店が4,942店であった。

　適格代理店は、代理店優先売出しの下で代理店の保証された参加権を上回るか、下回るか又はそれに等しい数の代理店

留保株式の申込みをすることが許されるが、代理店優先売出しに割り当てられる代理店留保株式数に従業員優先売出し

から代理店優先売出しに再配分することができる売出株式数の合計を加えた27,708,000株を超える代理店留保株式の申

込みは退けられる。代理店の保証された参加権とは、代理店優先売出しに基づき代理店留保株式に申し込むことができる

適格代理店の権利を意味し、第１種代理店については代理店留保株式4,000株（売出価格の上限を基準に計算された

78,720香港ドル（仲介手数料、SFC取引賦課金及び香港証券取引所取引手数料を含まない。）に相当する取引単位20個

分）、第２種代理店については代理店留保株式2,000株（売出価格の上限を基準に計算された39,360香港ドル（仲介手数

料、SFC取引賦課金及び香港証券取引所取引手数料を含まない。）に相当する取引単位10個分）の権利がそれぞれ保証さ

れる。

（中　略）

従業員優先売出し

　当社の適格従業員がグローバル・オファリングに割当てについてのみ優先的に参加できるよう、適格従業員に対し、合

計7,324,000株の従業員留保株式への申込みの勧誘が行われる。従業員留保株式は、国際売出株式の中から売り出される

が、上記「再配分」に記載のクローバック・メカニズム、売出規模調整オプション又はオーバーアロットメント・オプ

ションの対象とはならない。

（中　略）

　適格従業員は、従業員優先売出しの下で従業員の保証された参加権を下回るか又はそれに等しい数の従業員留保株式の

申込みをすることのみが許される。従業員の保証された参加権を超える申込みは、従業員の保証された参加権の範囲内で

のみ受け入れられる。従業員優先売出しに割り当てられた従業員留保株式数である7,324,000株を超える従業員留保株式

の申込みは退けられる。従業員の保証された参加権とは、従業員優先売出しに基づき従業員留保株式に申し込むことがで
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きる適格従業員の権利を意味し、各適格従業員について従業員留保株式4,000株（売出価格の上限を基準に計算された

78,720香港ドル（仲介手数料、SFC取引賦課金及び香港証券取引所取引手数料を含まない。）に相当する取引単位20個

分）の権利が保証される。

（中　略）

法人売出し

　国際売出しの一部として、当社及びジョイント・グローバル・コーディネーターは、以下の各投資家（以下「法人投資

家」という。）との間で、法人投資家が、総額約1,920百万米ドルで買取可能な売出株式数（200株の取引単位未満は切捨

て）を売出価格で購入すること（以下「法人売出し」という。）を合意するコーナーストーン投資契約を締結した。売出

価格を香港目論見書に記載される売出価格の仮条件の中間値である19.03香港ドルと仮定した場合、法人投資家により購

入される売出株式数の合計は約782,673,200株となり、グローバル・オファリングの完了時点における当社発行済普通株

式の約6.5％に相当する。

（中　略）

　法人売出しは、国際売出しの一部を構成する。いかなる法人投資家又はその関連会社も、各法人投資家との間に締結され

た各コーナーストーン投資契約に従うか又は法人投資家若しくはその関連会社がその顧客の名義人として行動する場合

を除いて、国際売出しにおける売出株式を購入することはない。法人投資家により購入される売出株式は、その他の全額

払込済株式と全ての点において同順位であり、当社の浮動株として扱われる。グローバル・オファリングの完了直後は、

法人投資家が当社取締役会にその代表を置くことはなく、当社の主要株主となることもない。

法人投資家により購入される売出株式は、上記「再配分」に記載される国際売出しと香港売出しとの間の売出株式の

再配分の影響を受けない。

法人投資家

（中　略）

チャウ・タイ・フック・ノミニー・リミテッド（Chow Tai Fook Nominee Limited）

　チャウ・タイ・フック・ノミニー・リミテッド（以下「CTF」という。）は、総額388,000,000香港ドルで買取可能な売

出株式数（200株の取引単位未満は切捨て）を売出価格で購入することに合意した。

（中　略）

グオコ・マネジメント・カンパニー・リミテッド（Guoco Management Co. Ltd）、グオライン・キャピタル・リミテッ

ド（GuoLine Capital Limited）及びホンレオン・アシュアランス・ブルハド（Hong Leong Assurance Berhad）

　グオコ・マネジメント・カンパニー・リミテッド（以下「グオコ」という。）、グオライン・キャピタル・リミテッド

（以下「グオライン」という。）及びホンレオン・アシュアランス・ブルハド（以下「ホンレオン・アシュアランス」

という。）は、それぞれ250,000,000米ドル、100,000,000米ドル及び20,000,000米ドルに相当する香港ドルで買取可能な

売出株式数（200株の取引単位未満は切捨て）を売出価格で購入することに合意した。

　グオコは投資管理を行う香港で設立された会社であり、ホンレオン・カンパニー（マレーシア）ブルハド（Hong Leong

Company（Malaysia）Berhad）の間接子会社であるグオコ・グループ・リミテッド（Guoco Group Limited）（香港証券

取引所のメインボードに証券コード：00053で上場している。）の完全子会社である。グオコ・グループ・リミテッドは

４つの中核的事業を有しており、それらは、プリンシパル投資、不動産開発・投資、ホスピタリティ・レジャー事業及び金

融サービスである。グオラインはバミューダで設立された投資持株会社であり、ホンレオン・カンパニー（マレーシア）

ブルハドの間接子会社である。ホンレオン・アシュアランスは、マレーシアで設立された会社であり、主に、マレーシアの

生命保険契約の引受けを行っており、ホンレオン・カンパニー（マレーシア）ブルハドの間接子会社（非完全子会社）

としてクアラルンプール証券取引所に上場するホンレオン・フィナンシャル・グループ・ブルハド（Hong Leong

Financial Group Berhad）の間接子会社である。

クンプラン・ワン・ペルサラン（ディペルバダンカン）（Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)）

　クンプラン・ワン・ペルサラン（ディペルバダンカン）（以下「KWAP」という。）は、200,000,000米ドルに相当する香

港ドルで買取可能な売出株式数（200株の取引単位未満は切捨て）を売出価格で購入することに合意した。

（中　略）

クウェート投資庁（Kuwait Investment Authority）

　クウェート投資庁（以下「KIA」という。）は1,000,000,000米ドルに相当する香港ドルで買取可能な売出株式数（200

株の取引単位未満は切捨て）を売出価格で購入することに合意した。

（中　略）

ロリータ・インベストメンツ・リミテッド（Lorita Investments Limited）

　ロリータ・インベストメンツ・リミテッド（以下「Lorita Investments」という。）は、200,000,000米ドルに相当する

香港ドルで買取可能な売出株式数（200株の取引単位未満は切捨て）を売出価格で購入することに合意した。

（中　略）

NWSフィナンシャル・マネジメント・サービシズ・リミテッド（NWS Financial Management Services Limited）
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　NWSフィナンシャル・マネジメント・サービシズ・リミテッド（以下「NWS」という。）は、388,000,000香港ドルで買取

可能な売出株式数（200株の取引単位未満は切捨て）を売出価格で購入することに合意した。

（中　略）

ウィング・トレード・インベストメンツ・リミテッド

　ウィング・トレード・インベストメンツ・リミテッド（以下「Wing Trade」という。）は、50,000,000米ドルに相当す

る香港ドルで買取可能な売出株式数（200株の取引単位未満は切捨て）を売出価格で購入することに合意した。

（中　略）

前提条件

　法人投資家の売出株式を購入する義務は、とりわけ以下の前提条件に服する。

（中　略）

（２）売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプション

売出規模調整オプション

（中　略）

　売出規模調整オプションに基づき、売出株主は、1,171,482,600株を上限とする追加的な売出株式を売出価格で売却しな

ければならない。かかる追加的な売出株式（もしあれば）は、香港売出しと国際売出しの間で、上記「(１)グローバル・

オファリングの構造－再配分」に記載のクローバック・アレンジメントの適用後における両者間の比率が維持されるよ

う割り当てられる。売出規模調整オプションは価格の安定化の目的には使用されず、SFOの証券先物（安定操作価格）規

則の規定の対象にはならない。売出規模調整オプションはオーバーアロットメント・オプションとは別個のものである。

すべての売出株式は既発行株式であり、売出規模調整オプションに基づいて新たな当社普通株式が発行されないため、投

資家の潜在的持分に対して希薄化の効果は生じず、また当社が追加的に手取金を得るものでもない。

オーバーアロットメント・オプション

　グローバル・オファリングに関連して、売出株主は、国際引受人に対して、国際引受人を代表するジョイント・グローバ

ル・コーディネーターにより行使されるオーバーアロットメント・オプションを付与する。オーバーアロットメント・

オプションに基づき、国際引受人は、とりわけ国際売出しにおける超過割当（もしあれば）を補填するため、売出株主に

対して、香港売出しにおける申込期間の最終日から30日間いつでも、グローバル・オファリングにおける売出株式数の合

計（売出規模調整オプションにおいて売り出される売出株式（もしあれば）を含む。）の15％を上限とする売出株式を

国際売出しにおける売出価格で売却するよう要求することができる権利を有しており、かかる権利は、国際引受人を代表

するジョイント・グローバル・コーディネーターにより行使される。

 

（３）安定操作

（中　略）

株式借入契約

　グローバル・オファリングに関する超過割当の決済を容易にするために、安定操作取引実施者又はそれに代わって行為

する者は、安定操作取引実施者又はそれに代わって行為する者並びにAIG及びAIAオーロラLLCとの間で2010年10月22日頃

に締結される株式借入契約に基づき上限1,054,334,400株の当社普通株式（オーバーアロットメント・オプションによ

り売却される当社普通株式の最大数）をAIAオーロラLLCから借り入れることを選択してもよいし、当社普通株式をオー

バーアロットメント・オプションの行使又は流通市場で売出価格を上回らない価格による購入を含むその他の方法によ

り調達してもよい。

（中　略）

 

２　ロックアップ

（中　略）

香港引受契約に基づく誓約

当社による誓約

　香港引受契約の締結日（2010年10月15日）以降、当初６ヶ月間の終了までの間、グローバル・オファリング（オーバー

アロットメント・オプション及び／又は売出規模調整オプションの行使、RSU制度（又は同様の奨励制度）に基づくRSU

報奨の付与並びに株式オプション制度（又は同様の奨励制度）に基づき付与されたオプションの行使を含む。）による

場合又は香港引受人を代表するジョイント・グローバル・コーディネーターの書面による事前の同意を得る場合で、且

つ、香港上場規則を遵守する場合を除き、当社は、香港引受契約に従い、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び

香港引受人に対して（また国際引受人に対して）以下の事項を誓約し、また、AIGは、（国際引受人に対しても）以下の事

項を遵守させることを誓約する。

（中　略）
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（ⅲ）上記(ⅰ)若しくは(ⅱ)の実行を勧誘せず、若しくは合意せず、又はかかる取引を行う意図を公表しないこと（上記

(ⅰ)及び(ⅱ)の取引の全てについて、決済が当社普通株式若しくは他の有価証券の引渡し、現金支払又はその他の

方法のいずれによるかを問わない。）。

　また、当社は、当初６ヶ月間の終了日後に開始する６ヶ月間において、上述した当社普通株式又はそれらに対する持分に

関連する取引が行われる場合には、当社は、かかる発行又は処分により当社普通株式について混乱した又は誤った市場が

発生しないようあらゆる合理的な措置を講じることにつき同意している。

AIG及びAIAオーロラLLCの誓約事項

　AIGは、当社、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び香港引受人に対して（また国際引受人に対して）、グ

ローバル・オファリング、売出規模調整オプション、オーバーアロットメント・オプション又は安定操作取引実施者若し

くはそれに代わって行為をする者との間で締結される株式借入契約による場合を除き、また本「AIG及びAIAオーロラLLC

の誓約事項」の最終段落の除外に服するものとして、AIAオーロラLLCを通じて行う場合を含めて直接又は間接を問わず、

以下の事項に合意且つ誓約する。但し、香港引受人を代表するジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面

による同意を得る場合、且つ、香港上場規則を遵守する場合を除く。

（ⅰ）香港引受契約の締結日以降、香港目論見書の日付（2010年10月18日）から12ヶ月目の日（その日を含む。）まで、

以下の事項を行わないこと。

（中　略）

　当社、ジョイント・グローバル・コーディネーター、香港引受人及び（適用ある場合は）国際引受人に対するAIGの上記

誓約事項は、いかなる態様においても、AIG又はAIAオーロラLLCによる（a）AIGの資本強化（「第二部－第２－３　事業の

内容－(４)　AIGグループと当社の関係－AIGの資本強化」に記載される。）の締結及び実行並びにロックアップ免除に基

づき行われる再構築譲渡又は（b）当社普通株式に関する私的及び戦略的取引の締結及び実行を制限又は妨げないもの

とする。但し、当該取引に基づく当社普通株式の各譲受人は、本「AIG及びAIAオーロラLLCの誓約事項」(ⅰ)に定める制約

を、香港目論見書の日付から18ヶ月目の日（その日を含む。）までの期間遵守することに合意するものとする。疑義を避

けるために付言すると、当該取引は、ジョイント・グローバル・コーディネーター、香港引受人及び（適用ある場合は）

国際引受人の書面による事前の同意を得ることを要さない。

法人投資家による処分の規制

　各法人投資家は、当社及びジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による承諾なしに、直接又は間接

を問わず、当初６ヶ月間はいかなる時点においても、当社普通株式又は法人売出しによって取得された当社普通株式を保

有する会社若しくは団体のいかなる持分をも処分してはならない旨、合意している。

（後　略）
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第二部【企業情報】
 

第１【本国における法制等の概要】
 

１【会社制度等の概要】

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】

＜訂正前＞

　以下の記載は、香港における上場に先立ち株主総会により採択され登記所に提出される予定の当社定款に基づくも

のである。

（中　略）

取締役

　当社取締役は、当社株式を保有することを要求されない。いかなる者も、満75歳に達するか、又は75歳を上回っている

ことにより、当社取締役に在職し、又は当社取締役として承認若しくは指名される資格を失う場合がある。

　当社は、当社取締役と当社間の契約の規定にかかわらず、普通決議により当社取締役を解任することができる。但し、

当該契約の解除に対する損害賠償請求権を行使することは妨げられない。

（後　略）

 

＜訂正後＞

　以下の記載は、2010年10月12日の株主総会決議により承認及び採択され、当社普通株式の香港証券取引所のメイン

ボードへの上場が許可される日をもって有効となる当社定款に基づくものである。

（中　略）

取締役

　当社取締役は、当社株式を保有することを要求されない。

　当社は、当社取締役と当社間の契約の規定にかかわらず、普通決議により当社取締役を解任することができる。但し、

当該契約の解除に対する損害賠償請求権を行使することは妨げられない。

（後　略）

 

（３）【当社株式資本及びオプション】

③株式オプション制度

＜訂正前＞

（前　略）

引受可能な当社普通株式の上限株式数

株式オプション制度限度枠

　下記「株式オプション制度限度枠の更新」及び「株式オプション制度限度枠を超えるオプショ
ンの付与」に服することを条件として、株式オプション制度の下で付与し得る株式オプション
に、当社及び／又はその子会社の行うその他の株式オプション制度の下で付与されることになる
全てのオプションを加えたものに係る当社普通株式の上限株式数は、株式オプション制度並びに
当社及び／又はその子会社のその他の株式オプション制度に係る当社普通株式の総数（株式オ
プション制度及びその他の制度の規則に従って失効したオプションは含まない。）が、上場日現
在の発行済当社普通株式数の2.5％に相当する301,100,000株を超えない数であるようにする（以
下「株式オプション制度限度枠」という。）。

（後　略）

 

＜訂正後＞
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（前　略）

引受可能な当社普通株式の上限株式数

株式オプション制度限度枠

　下記「株式オプション制度限度枠の更新」、「株式オプション制度限度枠を超えるオプション
の付与」及び「オプション行使に基づき発行される当社普通株式の上限株式数」に服すること
を条件として、株式オプション制度の下で付与し得る株式オプションに、当社及び／又はその子
会社の行うその他の株式オプション制度の下で付与されることになる全てのオプションを加え
たものに係る当社普通株式の上限株式数は、株式オプション制度並びに当社及び／又はその子会
社のその他の株式オプション制度に係る当社普通株式の総数（株式オプション制度及びその他
の制度の規則に従って失効したオプションは含まない。）が、上場日現在の発行済当社普通株式
数の2.5％に相当する301,100,000株を超えない数であるようにする（以下「株式オプション制度
限度枠」という。）。

（後　略）

 

第２【企業の概況】
 

２【沿革】

当社の歴史及び再編成

当社の再編成

＜訂正前＞

（前　略）

フィラムライフの譲渡

　フィラムライフ（当時AIG及びALICOがほぼ完全に（99.78％）所有していた。）については、当初第三者への売却を検討し

ていたが、AIGは、フィラムライフをAIAグループに連結することで、アジア・パシフィック地域におけるAIAグループの範囲

及び商品供給が拡大され、一方ではフィラムライフがその地域におけるAIAのより幅広い資源、専門的知識、最高レベルの実

務及び経験を引き出すことが可能となり、両組織に利益をもたらすであろうと判断した。その結果、2009年８月24日、ALICO

及びAIGは、AIAとの間でフィラムライフに対する法的及び実質的持分の全てをフィラムライフの正味帳簿価額に等しいAIA

の約束手形と引換にAIAに譲渡する契約を締結した。FRBNY取引に関連して、この約束手形はAIGによりAIAに提供され、抹消

された。かかる買取契約には、譲渡される事業に関する標準的な表明及び保証並びに保証違反から生じる損失に対するAIG

による補償が含まれている。所有権、租税及び他の特定の事項に関する保証違反の場合を除き、AIGが支払うべき補償額は、

（ⅰ）買取金額の75％に相当する控除免責条項が適用され、（ⅱ）買取金額の20％を超えないものとし、且つ（ⅲ）実質的

所有権の譲渡（2009年11月３日に発生）から18ヶ月以内にAIGに通知された請求に関してのみ支払われる。法的所有権の譲

渡はフィリピン内国歳入局による承認待ちである。顧問弁護士のアドバイスに基づいて判断すると、かかる法的所有権の譲

渡に対し何らかの法的な障害があると考える根拠はない。実質的所有権の譲渡の結果、フィラムライフは現在AIAの事業子

会社である。フィリピン保険委員会により分類及び発行されたデータによると、2009年におけるフィラムライフの保険料総

収入の市場シェアは19％で、フィラムライフはフィリピンの生命保険市場において主要な地位を占めていた。

（中　略）

グローバル・オファリング直後のグループ構造

（中　略）
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（注１）AIAインドに対する持分の残りは、当社のジョイント・ベンチャーのパートナーであるタタ・サンズ・リミテッドにより保有されている。

（注２）フィラムライフ株式の約0.22％は３つの分離独立した第三者（１名の自然人及び２名の自然人の遺産）により所有されている。

 

＜訂正後＞

（前　略）

フィラムライフの譲渡

　フィラムライフ（当時AIG及びALICOがほぼ完全に（99.78％）所有していた。）については、当初第三者への売却を検討し

ていたが、AIGは、フィラムライフをAIAグループに連結することで、アジア・パシフィック地域におけるAIAグループの範囲

及び商品供給が拡大され、一方ではフィラムライフがその地域におけるAIAのより幅広い資源、専門的知識、最高レベルの実

務及び経験を引き出すことが可能となり、両組織に利益をもたらすであろうと判断した。その結果、2009年８月24日、ALICO

及びAIGは、AIAとの間でフィラムライフに対する法的及び実質的持分の全てをフィラムライフの正味帳簿価額に等しいAIA

の約束手形と引換にAIAに譲渡する契約を締結した。FRBNY取引に関連して、この約束手形はAIGによりAIAに提供され、抹消

された。かかる買取契約には、譲渡される事業に関する標準的な表明及び保証並びに保証違反から生じる損失に対するAIG

による補償が含まれている。所有権、租税及び他の特定の事項に関する保証違反の場合を除き、AIGが支払うべき補償額は、

（ⅰ）買取金額の75％に相当する控除免責条項が適用され、（ⅱ）買取金額の20％を超えないものとし、且つ（ⅲ）実質的

所有権の譲渡（2009年11月３日に発生）から18ヶ月以内にAIGに通知された請求に関してのみ支払われる。フィラムライフ

は、実質的所有権の譲渡の結果、現在はAIAの事業子会社の一つとなっている。当社は、AIG及びALICOからAIAへの法的所有権

の譲渡に関し、フィリピン内国歳入局からの租税条約上の免除承認を確保しており、また、当社の顧問弁護士のアドバイス
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に基づき、かかる法的所有権の譲渡を完了させるにあたり何らかの法的な障害があると考える根拠は有していない。フィリ

ピン保険委員会により分類及び発行されたデータによると、2009年におけるフィラムライフの保険料総収入の市場シェア

は19％で、フィラムライフはフィリピンの生命保険市場において主要な地位を占めていた。

（中　略）

グローバル・オファリング直後のグループ構造

（中　略）

 

 

（注１）AIAインドに対する持分の残りは、当社のジョイント・ベンチャーのパートナーであるタタ・サンズ・リミテッドにより保有されている。

（注２）フィラムライフ株式の約0.22％は３つの分離独立した第三者（１名の自然人及び２名の自然人の遺産）により所有されている。

（注３）売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプションが行使されないと仮定した場合の数値である。売出規模調整オプショ

ン、オーバーアロットメント・オプション及びこれらが当社の株式保有構造に与える影響に関する追加の情報については、「第二部－第５

－１　株式等の状況－(４)　大株主の状況」を参照のこと。

 

３【事業の内容】

（１）業界概況

＜訂正前＞

（前　略）

中国
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業界概況

　中国の生命保険市場は2009年に約1,092億米ドルの生命保険料を有し、アジア・パシフィック地域において最大であ

り、世界では６番目に大きな市場である。下記の表は、表示期間に関する重要なマクロ経済及び生命保険業界のデータ

の概要を示している。

（後　略）

 

＜訂正後＞

（前　略）

中国

業界概況

　中国の生命保険市場は2009年に約1,092億米ドルの生命保険料を有し、アジア・パシフィック地域において最大であ

り、世界では７番目に大きな市場である。下記の表は、表示期間に関する重要なマクロ経済及び生命保険業界のデータ

の概要を示している。

（後　略）

 

（２）事業

＜訂正前＞

当社の競争力

（中　略）

広範囲な専属代理店ネットワーク及び拡大する複数の販売チャネル基盤

（中　略）

　当社の代理店販売網は、2009年の香港及びシンガポールの保険市場における代理店総数の25％超、2008年のフィリピ

ンの保険市場における代理店総数の20％超並びに2008年のタイの保険市場における代理店総数の15％超をそれぞれ

占めた（期間は、それぞれ利用可能な最新の公表済の市場データのもの。）。さらに、2009年には、1,300超の当社の専

属代理店が、専門的及び倫理的販売実務の発展に努めると同時に保険代理店及びファイナンシャル・アドバイザーの

顕著な販売業績を認証する生命保険及び金融サービスの専門家により構成される国際的専門取引協会であるミリオ

ン・ダラー・ラウンド・テーブルの登録会員であった。当社のミリオン・ダラー・ラウンド・テーブル会員は、AIAグ

ループの代理店販売網の中でも最も生産性の高い専属代理店である。当社は、忠実な代理店販売網を備えている。2010

年５月31日現在、当社主要地域別市場における当社の代理店リーダーの約42％及び専属代理店販売網（当社の代理店

リーダーを含む。）の約16％が、10年超にわたりAIAの代理店を務めている。当社の代理店販売チャネルに関する追加

情報は、本項の「販売－代理店チャネル」を参照のこと。

（中　略）

当社の戦略

（中　略）

専属代理店販売力の継続的な成長

（中　略）

　代理店の保持率向上のため、当社は、当社の代理店のトレーニング・プログラム及びサポート・プログラムの強化並

びに昇進の機会及び代理店認知プログラムを通じたキャリア開発の促進に注力している。当社は、当社の代理店保持

率が、当社の代理店のAIAグループに対する定着の証であると考えている。当社の年間の代理店保持率は、2008年度に

約52.1％だったのが、2009年度には約57.6％にまで増加し、2010年度上半期においてさらに増大した。2010年度第１四

半期及び第２四半期における当社の年間の代理店保持率は、それぞれ約58％及び約60％にまで増加した。当社は、当社
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の高い実績、ブランド認知度及び既存の代理店との関係が、高レベル且つ生産性に優れた専属代理店販売網の獲得及

び維持を可能にすると考えている。

（中　略）

当社の商品

（中　略）

商品戦略及び商品開発

（中　略）

・2009年12月、当社は、当社が顧客がその契約期間中に、合計で保障金額の200％に相当
する保険金を複数回にわたり請求することのできる完全重病保障の傷害・疾病保険
商品を提供するシンガポールにおいて初の保険会社となったと考えている。

（中　略）

販売

（中　略）

代理店チャネル

（中　略）

　当社はまた、当社の専属代理店をミリオン・ダラー・ラウンド・テーブルの会員にすることにも注力している。2009

年には、1,300人超の当社の専属代理店がミリオン・ダラー・ラウンド・テーブル（これは生命保険業界における重

要な成功基準である。）の会員によりその生産性について報酬を受けた。生命保険代理店業界全体のうち、ミリオン・

ダラー・ラウンド・テーブルに会員登録されている代理人は１％に満たない。2009年において、AIAグループは、ミリ

オン・ダラー・ラウンド・テーブルの登録会員という観点から生命保険会社の世界上位第５位以内に位置しており、

また、米国以外のミリオン・ダラー・ラウンド・テーブル会員という観点からは、2009年において保険会社全体で第

３位となった。

（中　略）

その他の地域別市場

（中　略）

オーストラリア

（中　略）

事業内容

（中　略）

　団体ライフリスク保険チャネル及びIFAチャネルは、これまでAIAオーストラリアの売上高にとって最も重要であっ

た。AIAオーストラリアの団体ライフリスク保険チャネルは、2009年12月31日現在規制された退職基金との間の契約を

通じて商品を販売している。AIAオーストラリアは、2010年７月31日現在、2,150超のIFAとの間で取引関係を有してい

る。AIAオーストラリアは、2010年５月31日現在、２百万超の顧客にサービスを提供している。さらに、AIAオーストラリ

アは最近、５年にわたる協定に関するシティグループとの契約を含む一連のダイレクト・マーケティング・パート

ナーシップ契約及びプライスラインとの５年にわたる独占的協定を締結した。

　AIAオーストラリアは、以下の主要戦略に重点的に取り組んでいる。

（中　略）

ベトナム
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（中　略）

事業内容

　AIAの完全子会社であるAIAベトナムは、2000年に設立され、ベトナムで業務を行った最初の外国資本の生命保険会社

の１社である。AIAベトナムは、以前から「AIA」ブランドで業務を行っているが、2008年７月から2009年６月までの期

間に限り「AIG」ブランドで業務を行った。2009年６月、AIAベトナムは、ブランド名を「AIA」に戻した。ベトナム保険

協会が区分・公表したデータによれば、AIAベトナムは、ベトナムの生命保険市場で第４位であり、2009年の総保険料

におけるAIAベトナムの市場シェアは6.7％であった。AIAベトナムは、2010年６月30日現在で240,000超の有効な保険

契約を有している。（中　略）
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当社の投資ポートフォリオ

（中　略）

確定利付投資ポートフォリオ

（中　略）

国債

　本保険契約者及び株主運用資産合計の帳簿価額に占める国債の割合は、2007年11月30日現在で27％、2008年11月30日

現在で29％、2009年11月30日現在で29％、2010年５月31日現在で30％であった。

　以下の表は、現地通貨及び外国通貨で発行された国債の国別の内訳を示している。当社は、投資収益を向上させ、ま

た、当社の投資リスクを分散するために、以下に記載する当社の地域別市場外の様々な国から発行された外国通貨建

て国債のポートフォリオ（新興市場負債証券の小規模なポートフォリオを含む。）を維持している。

（中　略）

政府機関債

（中　略）

　以下の表は、信用格付別の当社保有政府機関債の内訳を示している。政府機関債合計に占めるBBB又はそれ以上の格

付は、2007年11月30日現在で98％、2008年11月30日現在で96％、2009年11月30日現在で96％、2010年５月31日現在で

97％であった。政府機関債の信用格付は、個々の国のソブリン債格付で上限が設けられており、投資適格に満たない格

付のものもある。

（中　略）

社債

（中　略）

　以下の表は、社債合計に占めるBBB又はそれ以上の格付を有する社債の割合が、2007年11月30日現在で93％、2008年11

月30日現在で93％、2009年11月30日現在で94％、2010年５月31日現在で95％であったことを示している。

（中　略）

仕組債

（中　略）

　以下の表は、当社の仕組債合計に占めるBBB又はそれ以上の格付を有する仕組債の割合が、2007年11月30日現在で94

％、2008年11月30日現在で89％、2009年11月30日現在で84％、2010年５月31日現在で77％であったことを示している。

（中　略）
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株式及びオルタナティブ投資

（中　略）

 2009年11月30日現在

 
本保険契約者及
び株主運用資産  

本保険契約者及び
株主運用資産の
合計に占める割合

（％）  
本投資関連契約に
帰属する運用資産  

本投資関連契約
に帰属する運用
資産の合計に
占める割合
（％）  合計

 （単位：百万米ドル）

持分証券:          

未公開株 69 ̶  ̶  ̶  69

公開株 3,624 6  2,738 20 6,362

普通株式 (1) 3,693 6  2,738 20 6,431

複合型ミューチュアル・ファ
ンドにより保有される有価証
券

661 1  1,333 10 1,994

          

投資ファンド持分:          

未公開株式及び代替的資産ク
ラス

151 ̶  ̶  ̶  151

その他 531 1  7,009 51 7,540

小計 682 1  7,009 51 7,691

          

AIG株式 62 ̶  ̶  ̶  62

小計 5,098 8  11,080 81 16,178

          

投資不動産 244 1  ̶  ̶  244

株式及びオルタナティブ投資
合計

5,342 9  11,080 81 16,422

(1)AIG株式以外。

 

 2010年５月31日現在

 
本保険契約者及
び株主運用資産  

本保険契約者及び
株主運用資産の
合計に占める割合

（％）  
本投資関連契約に
帰属する運用資産  

本投資関連契約
に帰属する運用
資産の合計に
占める割合
（％）  合計

 （単位：百万米ドル）

持分証券:          

未公開株 85 ̶  ̶  ̶  85

公開株 4,332 7  2,914 21 7,246

普通株式 (1) 4,417 7  2,914 21 7,331

複合型ミューチュアル・ファ
ンドにより保有される有価証
券

691 1  1,238 9  1,929

          

投資ファンド持分:          

未公開株式及び代替的資産ク
ラス

138 ̶  ̶  ̶  138

その他 966 2  6,953 51 7,919

小計 1,104 2  6,953 51 8,057

          

AIG株式 77 ̶  ̶  ̶  77

小計 6,289 10 11,105 81 17,394

          

投資不動産 247 ̶  ̶  ̶  247

株式及びオルタナティブ投資
合計

6,536 10 11,105 81 17,641

(1)AIG株式以外。

 

（中　略）

　当社の未公開株のポートフォリオは比較的少量で、本保険契約者及び株主運用資産合計の帳簿価額に占める割合は、

2007年11月30日現在で 0.2％、2008年11月30日現在で0.2％、2009年11月30日現在で0.1％、2010年５月31日現在で

0.1％であった。当社は、中国やインドなど高度経済成長国、並びに、製造、サービス、小売及びインフラストラクチャー
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を含む様々な部門の未公開株に投資を行ってきた。

（中　略）

競争

（中　略）

　AIGグループ会社及び関連会社との競争

（中　略）

　当社は、そのいくつかの地域別市場において、損害保険商品の販売を認可するライセンスを保有している。当社の損

害保険事業が当社の事業に占める割合は比較的小さい。2007年度、2008年度、2009年度及び2010年度上半期の当社の損

害保険事業から得られた保険料純額（一定の傷害・疾病（保険）、自動車損害賠償責任保険及び対物賠償保険並びに

一般的な賠償責任保険を含む。）は、それぞれ約23百万米ドル、約25百万米ドル、約26百万米ドル及び約15百万米ドル

であった。比較的小さいかかる事業の規模に鑑みて、当社は、AIAグループとAIG保険関係会社との間の競争の度合いは

当社の事業にとって重要ではないと考えている。当社は、これら又はその他の地域別市場において損害保険商品の販

売を拡大しようとする場合、これらの市場において損害保険事業を提供しているAIG保険関係会社からの競争圧力に

直面する可能性がある。さらに、傷害・疾病保険商品は、当社のいくつかの市場において、生命保険会社（単独ベース

及び付加条項）及び損害保険会社（単独ベースのみ）の両者により販売されている。したがって、当社は、傷害・疾病

保険商品の販売に関連して、AIG保険関係会社からの競争圧力を受ける可能性がある。特に、チャーティス社は、個人向

け、中小企業向け及び多国籍企業向けの幅広い損害保険商品を当社の多くの地域別市場において販売しており、その

品揃えは、傷害・疾病保険商品及び福利厚生商品である。「第二部－第３－４　事業等のリスク－リスク要因－当社と

AIGグループとの関係に関するリスク－当社は、AIGグループとの競争に直面する可能性がある。」を参照のこと。

（後　略）

 

＜訂正後＞

当社の競争力

（中　略）

広範囲な専属代理店ネットワーク及び拡大する複数の販売チャネル基盤

（中　略）

　当社の代理店販売網は、2009年の香港及びシンガポールの保険市場における代理店総数の25％超、2008年のフィリピ

ンの保険市場における通常の生命保険代理店総数の20％超並びに2008年のタイの保険市場における代理店総数の

15％超をそれぞれ占めた（期間は、それぞれ利用可能な最新の公表済の市場データのもの。）。さらに、2010年８月１

日現在、1,300超の当社の専属代理店が、専門的及び倫理的販売実務の発展に努めると同時に保険代理店及びファイナ

ンシャル・アドバイザーの顕著な販売業績を認証する生命保険及び金融サービスの専門家により構成される国際的

専門取引協会であるミリオン・ダラー・ラウンド・テーブルの登録会員であった。当社のミリオン・ダラー・ラウン

ド・テーブル会員は、AIAグループの代理店販売網の中でも最も生産性の高い専属代理店である。当社は、忠実な代理

店販売網を備えている。2010年５月31日現在、当社主要地域別市場における当社の代理店リーダーの約42％及び専属

代理店販売網（当社の代理店リーダーを含む。）の約16％が、10年超にわたりAIAの代理店を務めている。当社の代理

店販売チャネルに関する追加情報は、本項の「販売－代理店チャネル」を参照のこと。

（中　略）

当社の戦略

（中　略）

専属代理店販売力の継続的な成長

（中　略）

　代理店の保持率向上のため、当社は、当社の代理店のトレーニング・プログラム及びサポート・プログラムの強化並

びに昇進の機会及び代理店認知プログラムを通じたキャリア開発の促進に注力している。当社は、当社の代理店保持

率が、当社の代理店のAIAグループに対する定着の証であると考えている。当社の年間の代理店保持率は、2008年度に
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約52％だったのが、2009年度には約58％にまで増加し、2010年度上半期においてさらに増大した。2010年度第１四半期

及び第２四半期における当社の年間の代理店保持率は、それぞれ約58％及び約60％であった。当社は、当社の高い実

績、ブランド認知度及び既存の代理店との関係が、高レベル且つ生産性に優れた専属代理店販売網の獲得及び維持を

可能にすると考えている。

（中　略）

当社の商品

（中　略）

商品戦略及び商品開発

（中　略）

・2009年12月、当社は、当社が顧客がその契約期間中に、合計で保障金額の200％に相当
する保険金をその重大性に基づき複数回にわたり請求することのできる完全重病保
障の傷害・疾病保険商品を提供するシンガポールにおいて初の保険会社となったと
考えている。

（中　略）

販売

（中　略）

代理店チャネル

（中　略）

　当社はまた、当社の専属代理店をミリオン・ダラー・ラウンド・テーブルの会員にすることにも注力している。2009

年には、1,300人超の当社の専属代理店がミリオン・ダラー・ラウンド・テーブル（これは生命保険業界における重

要な成功基準である。）の会員によりその生産性について報酬を受けた。生命保険代理店業界全体のうち、ミリオン・

ダラー・ラウンド・テーブルに会員登録されている代理人は１％に満たない。2010年８月１日現在、AIAグループは、

ミリオン・ダラー・ラウンド・テーブルの登録会員という観点から生命保険会社の世界上位第５位以内に位置して

おり、また、米国以外のミリオン・ダラー・ラウンド・テーブル会員という観点からは、同一期間において保険会社全

体で第３位となった。

（中　略）

その他の地域別市場

（中　略）

オーストラリア

（中　略）

事業内容

（中　略）

　団体ライフリスク保険チャネル及びIFAチャネルは、これまでAIAオーストラリアの売上高にとって最も重要であっ

た。AIAオーストラリアの団体ライフリスク保険チャネルは、2009年12月31日現在規制された退職基金との間の契約を

通じて商品を販売している。AIAオーストラリアは、2010年７月31日現在、2,150超のIFAとの間で取引関係を有してい

る。AIAオーストラリアは、2010年５月31日現在、２百万超の顧客にサービスを提供している。さらに、AIAオーストラリ

アは最近、５年にわたる協定に関するシティグループとの契約を含む一連のダイレクト・マーケティング・パート

ナーシップ契約及び５年にわたる協定に関するプライスラインとの契約を締結した。オーストラリアン・ファーマ

スーティカルズ・インダストリーズの１部門であるプライスラインは、3.2百万超のロイヤルティ・クラブ・カード
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の会員を有しており、オーストラリアにおける健康製品、美容製品及び医薬製品の主導的な小売業者である。

　AIAオーストラリアは、以下の主要戦略に重点的に取り組んでいる。

（中　略）

ベトナム

（中　略）

事業内容

　AIAバミューダの完全子会社であるAIAベトナムは、2000年に設立され、ベトナムで業務を行った最初の外国資本の生

命保険会社の１社である。AIAベトナムは、以前から「AIA」ブランドで業務を行っているが、2008年７月から2009年６

月までの期間に限り「AIG」ブランドで業務を行った。2009年６月、AIAベトナムは、ブランド名を「AIA」に戻した。ベ

トナム保険協会が区分・公表したデータによれば、AIAベトナムは、ベトナムの生命保険市場で第４位であり、2009年

の総保険料におけるAIAベトナムの市場シェアは6.7％であった。AIAベトナムは、2010年６月30日現在で240,000超の

有効な保険契約を有している。

（中　略）

当社の投資ポートフォリオ

（中　略）

確定利付投資ポートフォリオ

（中　略）

国債

　本保険契約者及び株主運用資産合計の帳簿価額に占める国債の割合は、2007年11月30日現在で27％、2008年11月30日

現在で29％、2009年11月30日現在で28％、2010年５月31日現在で30％であった。

　以下の表は、現地通貨及び外国通貨で発行された国債の国別の内訳を示している。当社は、投資収益を向上させ、ま

た、当社の投資リスクを分散するために、以下に記載する当社の地域別市場外の様々な国から発行された外国通貨建

て国債のポートフォリオ（新興市場負債証券の小規模なポートフォリオを含む。）を維持している。

（中　略）

政府機関債

（中　略）

　以下の表は、信用格付別の当社保有政府機関債の内訳を示している。保険契約者及び株主運用資産に係る政府機関債

合計に占めるBBB又はそれ以上の格付は、2007年11月30日現在で98％、2008年11月30日現在で96％、2009年11月30日現

在で96％、2010年５月31日現在で97％であった。政府機関債の信用格付は、個々の国のソブリン債格付で上限が設けら

れており、投資適格に満たない格付のものもある。

（中　略）

社債

（中　略）

　以下の表は、保険契約者及び株主運用資産に係る社債合計に占めるBBB又はそれ以上の格付を有する社債の割合が、

2007年11月30日現在で93％、2008年11月30日現在で93％、2009年11月30日現在で94％、2010年５月31日現在で95％で

あったことを示している。

（中　略）

仕組債
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（中　略）

　以下の表は、保険契約者及び株主運用資産に係る当社の仕組債合計に占めるBBB又はそれ以上の格付を有する仕組債

の割合が、2007年11月30日現在で95％、2008年11月30日現在で90％、2009年11月30日現在で85％、2010年５月31日現在

で78％であったことを示している。

（中　略）
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株式及びオルタナティブ投資

（中　略）

 2009年11月30日現在

 
本保険契約者及
び株主運用資産  

本保険契約者及び
株主運用資産の
合計に占める割合

（％）  
本投資関連契約に
帰属する運用資産  

本投資関連契約
に帰属する運用
資産の合計に
占める割合
（％）  合計

 （単位：百万米ドル）

持分証券:          

未公開株 69 ̶  ̶  ̶  69

公開株 3,624 6  2,738 20 6,362

普通株式 (1) 3,693 6  2,738 20 6,431

AIGが運用する複合型投資
ファンドにより保有される有
価証券

661 1  1,333 10 1,994

          

投資ファンド持分:          

未公開株式及び代替的資産ク
ラス

151 ̶  ̶  ̶  151

その他 531 1  7,009 51 7,540

小計 682 1  7,009 51 7,691

          

AIG株式 62 ̶  ̶  ̶  62

持分証券‒合計 5,098 8  11,080 81 16,178

          

投資不動産 244 1  ̶  ̶  244

株式及びオルタナティブ投資
合計

5,342 9  11,080 81 16,422

(1)AIG株式以外。

 

 2010年５月31日現在

 
本保険契約者及
び株主運用資産  

本保険契約者及び
株主運用資産の
合計に占める割合

（％）  
本投資関連契約に
帰属する運用資産  

本投資関連契約
に帰属する運用
資産の合計に
占める割合
（％）  合計

 （単位：百万米ドル）

持分証券:          

未公開株 85 ̶  ̶  ̶  85

公開株 4,332 7  2,914 21 7,246

普通株式 (1) 4,417 7  2,914 21 7,331

複合型投資ファンドにより保
有される有価証券

691 1  1,238 9  1,929

          

投資ファンド持分:          

未公開株式及び代替的資産ク
ラス

138 ̶  ̶  ̶  138

その他 966 2  6,953 51 7,919

小計 1,104 2  6,953 51 8,057

          

AIG株式 77 ̶  ̶  ̶  77

持分証券-合計 6,289 10 11,105 81 17,394

          

投資不動産 247 ̶  ̶  ̶  247

株式及びオルタナティブ投資
合計

6,536 10 11,105 81 17,641

(1)AIG株式以外。

 

（中　略）

　当社の未公開株のポートフォリオは比較的少量で、本保険契約者及び株主運用資産合計の帳簿価額に占める割合は、

2007年11月30日現在で0.3％、2008年11月30日現在で0.2％、2009年11月30日現在で0.1％、2010年５月31日現在で0.1％

であった。当社は、中国やインドなど高度経済成長国、並びに、製造、サービス、小売及びインフラストラクチャーを含
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む様々な部門の未公開株に投資を行ってきた。

（中　略）

競争

（中　略）

　AIGグループ会社及び関連会社との競争

（中　略）

　当社は、そのいくつかの地域別市場において、損害保険商品の販売を認可するライセンスを保有している。当社の損

害保険事業が当社の事業に占める割合は比較的小さい。2007年度、2008年度、2009年度及び2010年度上半期の当社の付

随的個人保険事業及び自動車保険事業に係る総加重保険料収入は、それぞれ約23百万米ドル、約29百万米ドル、約27百

万米ドル及び約15百万米ドルであった。比較的小さいかかる事業の規模に鑑みて、当社は、AIAグループとAIG保険関係

会社との間の競争の度合いは当社の事業にとって重要ではないと考えている。当社は、これら又はその他の地域別市

場において損害保険商品の販売を拡大しようとする場合、これらの市場において損害保険事業を提供しているAIG保

険関係会社からの競争圧力に直面する可能性がある。さらに、傷害・疾病保険商品は、当社のいくつかの市場におい

て、生命保険会社（単独ベース及び付加条項）及び損害保険会社（単独ベースのみ）の両者により販売されている。

したがって、当社は、傷害・疾病保険商品の販売に関連して、AIG保険関係会社からの競争圧力を受ける可能性がある。

特に、チャーティス社は、個人向け、中小企業向け及び多国籍企業向けの幅広い損害保険商品を当社の多くの地域別市

場において販売しており、その品揃えは、傷害・疾病保険商品及び福利厚生商品である。「第二部－第３－４　事業等

のリスク－リスク要因－当社とAIGグループとの関係に関するリスク－当社は、AIGグループとの競争に直面する可能

性がある。」を参照のこと。

（後　略）

 

（３）監督及び規制

＜訂正前＞

（前　略）

規制体系―香港

（中　略）

適切且つ相当な取締役及び統括者

（中　略）

　金融グループに所属する認可された保険会社の場合、保険局は、統括親会社の財務の健全性を評価し、ICOの「適切且

つ相当」要件を管理するために当該グループ全体を監督するに当たり、グループ監督手法を採用する。その他にも、当

社は、保険業監理処がAIA及びAIAバミューダの持株会社であるAIAグループ・リミテッドについて「適切且つ相当」

かどうかを確認する審査の実施に当たって検討する可能性のある一定の追加事項に関するガイダンスを、2010年（未

定）月（未定）日付の書簡により、保険業監理処から受け取っている。かかる追加検討事項には、以下のものが含まれ

る。

・持株会社が自ら管理する保険会社に継続的な財務支援を提供できるだけの持株会社
の財源の十分性

・持株会社が自ら管理する保険会社を対象とした事業計画の実現可能性

・グループの法律上、経営上及び運営上の構造の明瞭性

・他の持株会社又は管理する主要子会社の詳細

・持株会社、その取締役又は統括者が、管財人の管理下、行政管理下、清算中又はその他
同様の手続中であるか否か

・グループのコーポレート・ガバナンス（上級経営陣及び取締役会の構造及び経験、
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関係者との重要な取引の監督、取締役会委員会の存在並びに内部統制の安定性を含
む。）の健全性

・グループのリスク管理の枠組（グループのリスク管理方針及び機能、グループのリ
スク特性及び関係会社がもたらす潜在的リスクの存在、グループの資本管理手続、並
びにグループの流動性管理手続を含む。）の健全性

・自ら管理する保険会社が適用ある法律、規則及び規制を遵守して運営されることを
確保するための、当該保険会社からの情報の受領

・自ら管理する保険会社の業務を監督、管理するに当たってのグループの役割

 

AIAグループ・リミテッドは、ICOに基づくAIA及びAIAバミューダの統括者であるから、当社は、当社の組織構造、

コーポレート・ガバナンス及びリスク管理構造に関する最新の年次報告書（ある場合）並びに当社の監査済年次財

務諸表及びグローバル・オファリングが完了している場合には半期中間財務報告書を保険業監理処に提出する予定

である。また、当社は、当社の事業に関する一定の重大な事由について、保険業監理処に報告することが想定される。

（中　略）

第35条命令

　AIG事由の後、AIA又はAIAバミューダの各社（適当であればこれらの支店全てを含む。）に対して下記の事項を要求

する2008年９月17日付の書簡（以下「第35条命令」という。）が、保険局よりAIA及びAIAバミューダ各社に対して交

付された。

（中　略）

　第35条命令において、「特定の者」には、保険会社の支店、取締役、統括者、株主及び関連会社又はグループ会社が含

まれるが、これらに限らない。

　第35条命令は、とりわけAIA及びAIAバミューダが特定の者との間で資本関連取引を行う能力を制限する。したがっ

て、第35条命令は、AIA及びAIAバミューダが、保険局から最初に書面による同意を得ずに、親会社に配当金を支払う能

力を制限し、また関係会社間サービス手数料の支払等、特定の者との間で関係会社間取引を行う能力を制限する。

　さらに、保険局は、AIA及びAIAバミューダに対する2008年９月18日付の書簡により、AIA及びAIAバミューダが、保険局

から最初に書面による同意を得ずに自社又は自社の親会社の株主総会において15％以上の議決権を行使する新たな

統括者を就任させないように要求している。

　保険局は、2010年（未定）月（未定）日付の書簡により、下記の約束を考慮して、香港証券取引所における当社普通

株式の取引の初日に、第35条命令を撤回する旨を当社に通知している。

　AIGは、保険局に対して、第35条命令の撤回日を効力発生日として、且つAIGが直接的又は間接的にAIAグループ・リミ

テッドの発行済株式資本の10％を超える法的又は実質的持分を保有する（又はAIGが直接的若しくは間接的にAIAグ

ループ・リミテッドの株主総会において議決権の10％以上を行使し若しくは行使を支配する権利を有する）限り、

AIGは、保険局の書面による事前の同意を得た場合を除き、確実に以下の通りにすることを約束した。

（中　略）

　また、AIAグループ・リミテッドは、保険局に対して、下記の事項を約束した。

（ⅰ）　AIAグループ・リミテッドは、（ａ）AIA及びAIAバミューダが、個々の保険会社ベース及びAIA／AIAバミュー

ダ連結ベースの両方において、150％以上のソルベンシー・マージン比率を常に維持すること、（ｂ）AIAグ

ループ・リミテッドが、AIA又はAIAバミューダのいずれからも、AIA又はAIAバミューダのソルベンシー・マー

ジンを150％未満とするような資本の引き上げ又は資金若しくは資産の移転を行わないこと（但し、いずれの

場合においても、保険局の書面による事前の同意を得た場合を除く。）、及び（ｃ）AIA又はAIAバミューダのい

ずれかのソルベンシー比率が150％未満となった場合、AIAグループ・リミテッドが、保険局が受諾可能な方法

で、可能な限り速やかに当該ソルベンシー比率を最低150％まで回復させるための対策を講じることを保証す

る。

（中　略）

（ⅲ）　AIAグループ・リミテッドは、AIAグループが保険局の監督に服すること及びAIAグループ・リミテッドがICO

第８条(2)に基づく統括者の「適切且つ相当」な基準に関する保険局のガイダンスの継続的な遵守を義務付け

られることを確認する、保険局からAIAグループ・リミテッドへの2010年（未定）月（未定）日付の書簡に述

べるガイダンスを遵守する。これらの基準は、持株会社の財源の十分性；持株会社が自ら管理する保険会社を
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対象とした事業計画の実現可能性；持株会社の法律上、経営上及び運営上の構造の明瞭性；他の持株会社又は

管理する主要子会社の詳細；持株会社、その取締役又は統括者が管財人の管理下、行政管理下、清算中又はその

他同様の手続中にあるか否か；グループのコーポレート・ガバナンスの健全性；グループのリスク管理の枠

組の健全性；適用ある法令、規則及び規制を遵守した管理を行うための、持株会社が自ら管理する保険会社か

らの情報の受領；持株会社が自ら管理する保険会社の監督及び運営管理における役割等である。

（ⅳ）　AIAグループ・リミテッドは、上記第（ⅲ）項に述べるガイダンスの全ての強化又は改善、及び保険局が随時

公表する行政措置若しくは保険局がICOに従って定める可能性のある要件、ICOに基づく規制又は保険局が随時

公表するガイダンス・ノートを履行する。

（中　略）

規制体系―シンガポール

概要

　AIAシンガポールは、保険法（シンガポール法第142章）（以下「シンガポール保険法」という。）に基づき、生命保

険事業及び損害保険事業の両方について登録した元受保険会社として、シンガポール通貨監督庁の規制を受ける。シ

ンガポール通貨監督庁は、シンガポールにおける登録保険会社の規制及び監督を担う。保険業の規制体系は、シンガ

ポール保険法及びその関連規則並びにこれらに関連してシンガポール通貨監督庁が発行した通知、指針、通達及び実

務指針からなる。シンガポール通貨監督庁は、シンガポール保険法の修正案に関する調査を含む複数の検討課題書を

発表しており、それらが実施されれば本項の内容に影響を及ぼす可能性がある。本項は、登録保険会社に適用される規

制体系について概観を示すものであり、保険仲介業者に適用される規制体系については、生命保険契約に関するもの

であるか損害保険契約に関するものであるかにかかわらず取り扱っていない。

（中　略）

AIAシンガポールが有する免許

（中　略）

　シンガポールの保険会社は、当該保険会社の登録が取り消されておらず、又はシンガポール通貨監督庁からその他の

命令を受けていないならば、所定の年間手数料を支払うことで、免許を受けた保険事業を継続して営むことができる。

（中　略）

シンガポール通貨監督庁

　シンガポール保険法に基づき、シンガポール通貨監督庁は、とりわけ、登録保険会社に条件を課す権限を有し、既存の

登録条件のいずれについても追加、変更又は撤回することができる。さらに、シンガポール通貨監督庁は、シンガポー

ル保険法の目的を実現するために必要と考える命令を出すことができ、また保険会社の業務が公共の利益若しくは保

険契約者の利益を損なうおそれのある方法又は保険会社の利益を損なうおそれのある方法で遂行されているという

条件を満たす場合に必要と考える命令を保険会社に対して出すことができる。

 

自己資本要件

（中　略）

　登録保険会社は、上記の自己資本基準を満たさず若しくは満たさないおそれがあるか、又は財源危機事由が発生し若

しくは発生するおそれがあることを知ったときには、直ちにシンガポール通貨監督庁に届け出なければならない。

「財源危機事由」とは、保険会社の財源が（ⅰ）本項「自己資本要件」（ａ）の定めに従って算定する金額の120％、

又は（ⅱ）本項「自己資本要件」（ｂ）に定める最低金額のうちいずれか高額な方を下回ることになるような事由

をいう。適用される場合には「2004年保険（評価及び資本）規則」、シンガポール通貨監督庁の損害保険契約上の債

務評価に関するガイドライン、及びシンガポール通貨監督庁通知第319号「生命保険契約上の債務評価」に定める要

件に従って、保険会社の「財源」及び「リスク合計額」のそれぞれは決定され、資産及び負債の価額が評価される。シ

ンガポール通貨監督庁は、適切と考える場合には、保険会社に、シンガポール保険法の関連ある条項に基づき維持しな

ければならない自己資本基準以外の自己資本基準を満たすよう命令する権限を有する。

（中　略）
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法定基金

　シンガポール通貨監督庁は、保険契約者並びに登録保険会社が自らの交付する生命保険契約及び義務的な保険契約

に基づき負う責任を果たすことができない場合に損害を被るおそれのあるその他の者について、補償、支援又は保護

する目的で、保険契約者保護基金を維持する。保険契約者保護基金の資金を積み立てる目的で、シンガポール通貨監督

庁は、登録保険会社に課税により積立金を支払わせることができる。とりわけ、シンガポール通貨監督庁は、保険会社

の生命保険事業又はその一部を他の登録保険会社に確実に若しくは円滑に移転させ、又は既存の保険契約に代わる生

命保険契約を他の登録保険会社から保険契約者に提供させるための措置を講じることができる。シンガポール通貨監

督庁は、保険契約者保護基金制度の改定案について意見を求め、これらの変更を2011年に実施するつもりで保険契約

者保護基金制度を改定すると発表した。

 

資産管理

（中　略）

　シンガポール通貨監督庁通知第317号「生命保険勘定の資産管理」は、生命保険勘定の資産管理手順の監督に適用す

る基本原則を定める。同通知は、生命保険事業を営む保険会社の取締役会に投資委員会を設立するよう義務付け、生命

保険事業を営む保険会社の投資方針に含めなければならない主要事項を定める。

　シンガポール通貨監督庁通知第320号「有配当型生命保険事業の運営」は、有配当型ファンドを設立しており又は設

立予定の保険会社に対して、とりわけ有配当型ファンド資産の投資に係る情報を含む、有配当型生命保険事業に関す

る内部統制方針を定めるよう義務付ける。

 

分離勘定要件

（中　略）

　シンガポール通貨監督庁通知第101号「保険勘定の管理」、シンガポール通貨監督庁通知第313号「有配当型保険契

約及び無配当型保険契約を対象とする個別勘定の設定基準」及び「シンガポール通貨監督庁　保険勘定構想の実施に

関するガイドライン」は、シンガポール保険法に基づき義務付けられた保険勘定の設定及び維持並びにシンガポール

における登録保険会社の資産の分離に関する追加の指図及び要件を定める。

　保険勘定の支払能力に関する要件は、いつでも、勘定の「財源」が勘定の「リスク合計額」下回ってはならないこと

である。登録保険会社は、保険勘定の支払能力に関する要件を遵守しておらず又は遵守しないおそれがあると知った

ときには、直ちにシンガポール通貨監督庁に報告しなければならない。（適用される場合には）「2004年保険（評価

及び資本）規則」、「シンガポール通貨監督庁　損害保険契約上の債務評価に関するガイドライン」及びシンガポー

ル通貨監督庁通知第319号「生命保険契約上の債務評価」に定める要件に従って、保険勘定の「財源」及び「リスク

合計額」のそれぞれは決定され、資産及び負債の価額は評価される。シンガポール通貨監督庁は、適切と考える場合に

は、保険会社に、シンガポール保険法の関連ある条項に基づき維持しなければならない勘定の支払能力に関する要件

以外の勘定の支払能力に関する要件を満たすよう命令する権限を有する。

　保険勘定が関連する事業に適切に帰属する保険会社の収益（当該勘定における収入を含む。）は当該保険勘定に入

金され、これによる当該保険勘定の資産は、保険会社の負債及び費用のうち適切に当該勘定に帰属する部分（一定の

税金を除く。）を賄うためにのみ充当される。

 

再保険

（中　略）

　シンガポール通貨監督庁通知第208号及び第316号「金融再保険」は、損害保険事業及び生命保険事業をそれぞれ営

む登録保険会社の金融再保険について一定の要件を課す。かかる要件には、特に慎重な経営監督、情報開示及び報告義

務等に関する強制的な要件並びに保険リスクの移転に関する指針が含まれる。

 

商品の規制
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（中　略）

　保険会社は、特定の新商品を提供する場合には事前に、シンガポール通貨監督庁通知第302号「商品の開発及び価格

決定」に基づき、場合に応じてシンガポール通貨監督庁の承認を得るか又はシンガポール通貨監督庁に届け出なけれ

ばならない。かかる承認の要求又は届出には、とりわけ、保険料率表に記載される情報を含めなければならない。さら

に、シンガポール通貨監督庁は、「シンガポール通貨監督庁　保険事業におけるリスク管理実務に関するガイドライン

― 主要な事業活動」を発行しており、かかるガイドラインにおいて、特に商品開発及び価格設定に係るリスク管理実

務全般についてさらに詳細な指針を示している。

（中　略）

市場行動基準

（中　略）

　シンガポール通貨監督庁通知第211号「元受損害保険会社向け最低限及び最良の実務研修及び資格に係る基準」は、

元受損害保険会社に対して、必要な登録をしており且つ最低限の試験要件を満たす（免除が適用されている場合を除

く。）代理店又は職員が取り次いだ保険契約のみしか締結しないよう要求する。さらに、同基準は、元受損害保険会社

に対して、当該保険会社の商品を販売し又はこれに関して販売上の助言を行う代理店の職員が適切に研修を受けてい

ること、またフロントエンド商品の販売員が、損害保険商品に関して販売上の助言を行い若しくはこれらの販売を行

い、又は保険金請求の取り扱いを行うことを許可される前に、試験要件を満たしている（免除が適用されている場合

を除く。）ことを徹底するよう要求する。任意の最良の実務規準は、元受損害保険会社がフロントエンド商品の販売員

のための研修及び資格計画を実施する際に適用される。「シンガポール通貨監督庁　元受損害保険会社の市場行動基

準及びサービス基準に関するガイドライン」は、保険契約を商品として提供する元受損害保険会社に求められる行動

基準について定めている。

（中　略）

　シンガポール通貨監督庁通知第120号「傷害・疾病保険商品に係る開示及び助言手続要件」は、情報開示並びに傷害

・疾病保険及び傷害・疾病給付金を支給する生命保険の被保険者に対する助言の提供に関する強制的な要件及び最

良の実務基準について定めている。

　また、シンガポール生命保険協会及びシンガポール損害保険協会により発行された規範／指針等の業界における各

種実務規範も保険会社に適用される。

（中　略）

マネーロンダリング防止

　登録生命保険会社は、シンガポール通貨監督庁通知第314号「マネーロンダリング防止及びテロ資金供与撲滅―生命

保険会社」及び関連法令に基づくマネーロンダリング防止及びテロ資金供与撲滅を目的とした義務を遵守しなけれ

ばならない。

 

財務報告要件

　2004年保険（会計記録及び計算書）規則は、様々な報告義務を定め、登録保険会社の申告書及び計算書を作成する書

式を定める。

（中　略）

保険数理人

　生命保険事業及び損害保険事業を営む登録保険会社はまた、各計算期間ごとに、シンガポール通貨監督庁に承認され

た保険数理人による（ⅰ）当該保険会社の生命保険事業の財政状態及び（ⅱ）当該保険会社の損害保険事業の保険

契約に関する債務についての調査も受けなければならない。元受生命保険会社の場合は、シンガポール通貨監督庁に

承認された保険数理人の指定も行わなければならない。指定された保険数理人は、とりわけ、対象保険会社の生命保険

事業に係る財政状態に重大な悪影響を及ぼすと考える事項を含む様々な事項について、元受生命保険会社の主たる役

員に対して報告する義務を負う。元受生命保険会社が保険数理人からその主たる役員に報告のあった事項について、

合理的な期間内にこれを是正するための適切な措置を講じない場合には、保険数理人は、速やかに上記報告書の写し

をシンガポール通貨監督庁に送付しなければならない。
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（中　略）

その他規制上の検討事項

（中　略）

　当社は、直接米国上場規則の適用を受けないが、AIGとの間に関係を有し、またAIGが上記の法律及び規則を継続的に

遵守しなければならないことから、いくつかの米国連邦法及び州法の遵守状況を継続的に監視する必要がある。また、

当社は、AIGが支配権の徴憑を有する限り、AIG枠組契約に従って、AIGの法令遵守方針及び手続を遵守しなければなら

ない。事実上の（又は消極的な）支配関係の存在の有無は、AIGが保有する当社普通株式の割合、当社取締役会に対す

るAIGの取締役派遣、及びAIGグループ又はFRBNYを一方当事者としAIAグループを他方当事者とする関連性を有する継

続的な契約上の取決め等、あらゆる関連事実及び状況を考慮した上AIGにより評価される。グローバル・オファリング

後も、AIGが当社の取締役会に取締役を派遣し、また相当な持合株式を保有することから（グローバル・オファリング

直後に、売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプションが行使されないと仮定すると、AIGの全額

出資子会社AIAオーロラLLCは、当社の株式及び議決権の（未定）％を保有することになると予測される。）、当社は、

引き続きAIG枠組契約に定める法令遵守及び情報報告義務を守らなければならない。上記の取決めに関するその他情

報については、「第二部－第２－３　事業の内容－(４)　AIGグループと当社の関係－特定の株主の取決め－AIG枠組契

約」及び「第二部－第３－４　事業等のリスク－リスク要因－当社とAIGグループとの関係に関するリスク－当社と

AIGとの関係に起因し、当社は、当社の競争会社が課されていない可能性のある責任、制限及び費用負担を当社に課す

米国の法律を遵守する必要がある。」を参照のこと。

　当社は、グローバル・オファリングを行うにあたり、いかなる米国監督機関からの承認も必要としない。

 

＜訂正後＞

（前　略）

規制体系―香港

（中　略）

適切且つ相当な取締役及び統括者

（中　略）

　金融グループに所属する認可された保険会社の場合、保険局は、統括親会社の財務の健全性を評価し、ICOの「適切且

つ相当」要件を管理するために当該グループ全体を監督するに当たり、グループ監督手法を採用する。保険局は、ある

者が認可された保険会社の統括者又は取締役として適切且つ相当ではないと思われる場合には異議を申し立てる権

限を、ICOにより与えられている。その他にも、当社は、保険業監理処がAIA及びAIAバミューダの持株会社であるAIAグ

ループ・リミテッドについて「適切且つ相当」かどうかを確認する審査の実施に当たって検討する可能性のある一

定の追加事項に関するガイダンスを、保険業監理処から受け取っている。かかる追加検討事項には、以下のものが含ま

れる。

・保険局の規制を受ける保険子会社に継続的な財務支援を提供できるだけの、持株会
社の財源の十分性

・保険局の規制を受ける保険子会社を対象とした、持株会社の事業計画の実現可能性

・グループの法律上、経営上及び運営上の構造の明瞭性

・他の持株会社又は管理する主要子会社の詳細

・持株会社、その取締役及び統括者が、管財人の管理下、行政管理下、清算中若しくはそ
の他同様の手続中であるか、又は裁判所の命令に基づく判決債務の履行を怠ってい
るか又は刑事上の有罪判決を受けているか、又は法定の若しくは規制上の要件に違
反しているか否か

・グループのコーポレート・ガバナンス（上級経営陣及び取締役会の構造及び経験、
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関係者との重要な取引の監督、取締役会委員会の存在並びに内部統制の安定性を含
む。）の健全性

・グループのリスク管理の枠組（グループのリスク管理方針及び機能、グループのリ
スク特性及び関係会社がもたらす潜在的リスクの存在、グループの資本管理手続、並
びにグループの流動性管理手続を含む。）の健全性

・保険局の規制を受ける保険子会社が適用ある法律、規則及び規制を遵守して運営さ
れることを確保するための、当該保険子会社からの情報の受領

・保険局の規制を受ける保険子会社の業務を監督、管理するに当たってのグループの
役割

 

AIAグループ・リミテッドはICOに基づくAIA及びAIAバミューダの統括者であるため、当社は、当社の組織構造、コー

ポレート・ガバナンス及びリスク管理構造に関する最新の年次報告書（ある場合）並びに当社の監査済年次財務諸

表及びグローバル・オファリングが完了している場合には半期中間財務報告書を、保険局に提出することを義務付け

られている。また、当社は、保険局に対し、下記の事項について可能な限り速やかに、書面による通知を行うよう義務付

けられている。

・当社に重大な財務上のエクスポージャーをもたらし、当社の自己資本比率又は流動
性を損ない、また当社の主要な活動、業務若しくは経営に重大な影響を与える可能性
がある事項

・グループ全体及びグループ間の重要な財務上のエクスポージャー

・重要な関係者取引

・グループの資産について設定された重要な担保権又は負担

・子会社及び支店の重大な取得、設立、処分又は閉鎖

・最高責任者、取締役及び統括者の変更

・AIA及びAIAバミューダにおける当社の持株比率を変化させ、又はそれらの統括者の
変更につながる可能性のある状況

・当社が認識した、AIA及びAIAバミューダの保険契約者又は潜在的保険契約者の利益
を損わせる可能性のある状況

・当社のグループ会社が規制措置の対象となり又は裁判所から刑事上の有罪判決を受
けた場合、その関連事項

・信用格付機関により評価される当社の信用格付の変更

なお、グローバル・オファリングの完了を条件として、当社が香港証券取引所又はその他の証券取引所に対して開

示又は提出義務のある情報又は書類は、同時に保険局に対しても開示又は提出されなければならない。

（中　略）

第35条命令

　AIG事由の後、AIA又はAIAバミューダの各社（適当であればこれらの支店全てを含む。）に対して下記の事項を要求

する2008年９月17日付の書簡（以下「第35条隔離命令」という。）が、保険局よりAIA及びAIAバミューダ各社に対し

て交付された。

（中　略）

　第35条隔離命令において、「特定の者」には、保険会社の支店、取締役、統括者、株主及び関連会社又はグループ会社
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が含まれるが、これらに限らない。

　第35条隔離命令は、とりわけAIA及びAIAバミューダが特定の者との間で資本関連取引を行う能力を制限する。した

がって、第35条隔離命令は、AIA及びAIAバミューダが、保険局から最初に書面による同意を得ずに、親会社に配当金を

支払う能力を制限し、また関係会社間サービス手数料の支払等、特定の者との間で関係会社間取引を行う能力を制限

する。

　さらに、保険局は、AIA及びAIAバミューダに対する2008年９月18日付の書簡（以下「第35条統括者命令」という。）

により、AIA及びAIAバミューダが、保険局から最初に書面による同意を得ずに、自社又は自社の親会社の株主総会にお

いて単独で若しくは関連会社とともに又は議決権行使代理人を通じて15％以上の議決権を行使する（又は行使を支

配する）権利のある新たな統括者を就任させないように要求している。

　保険局は、香港証券取引所における当社普通株式の取引の初日に、且つ下記の約束を考慮して、第35条統括者命令が

撤回されること、及びある者が香港証券取引所において取引される当社普通株式の取得を通じてAIA及びAIAバミュー

ダの（ICO第９条(1)(c)(ⅱ)の意味における）統括者となる場合に、保険局による事前の同意が要求されないよう、保

険局が第35条統括者命令を変更する旨を当社に通知している。

　AIGは、保険局に対して、第35条隔離命令の撤回日を効力発生日として、且つAIGが直接的又は間接的にAIAグループ・

リミテッドの発行済株式資本の10％を超える法的又は実質的持分を保有する（又はAIGが直接的若しくは間接的に

AIAグループ・リミテッドの株主総会において議決権の10％以上を行使し若しくは行使を支配する権利を有する）限

り、AIGは、保険局の書面による事前の同意を得た場合を除き、確実に以下の通りにすることを約束した。

（中　略）

　また、AIAグループ・リミテッドは、保険局に対して、下記の事項を約束した。

（ⅰ）　AIAグループ・リミテッドは、（ａ）AIA及びAIAバミューダが、個々の保険会社ベース及びAIA／AIAバミュー

ダ連結ベースの両方において、150％以上のソルベンシー比率を常に維持すること、（ｂ）AIAグループ・リミ

テッドが、AIA又はAIAバミューダのいずれからも、AIA又はAIAバミューダのソルベンシー・マージンを150％未

満とするような資本の引き上げ又は資金若しくは資産の移転を行わないこと（但し、いずれの場合において

も、保険局の書面による事前の同意を得た場合を除く。）、及び（ｃ）AIA又はAIAバミューダのいずれかのソル

ベンシー比率が150％未満となった場合、AIAグループ・リミテッドが、保険局が受諾可能な方法で、可能な限り

速やかに当該ソルベンシー比率を最低150％まで回復させるための対策を講じることを保証する。

（中　略）

（ⅲ）　AIAグループ・リミテッドは、ある者が（ａ）香港証券取引所において取引される当社普通株式の取得を通じ

てAIA及びAIAバミューダの（ICO第９条(1)(c)(ⅱ)の意味における）統括者となったことを知った時、又は

（ｂ）香港証券取引所において取引される当社普通株式の処分を通じてAIA及びAIAバミューダの（ICO第９条

(1)(c)(ⅱ)の意味における）統括者でなくなったことを知った時は、保険局に書面で速やかに通知する。

（ⅳ）　AIAグループ・リミテッドは、AIAグループが保険局の監督に服すること及びAIAグループ・リミテッドがICO

第８条(2)に基づく統括者の「適切且つ相当」な基準に関する保険局のガイダンスの継続的な遵守を義務付け

られることを確認する、保険局からAIAグループ・リミテッドへのガイダンスを遵守する。保険局は、ある者が

認可された保険会社の統括者又は取締役として適切且つ相当ではないと思われる場合には異議を申し立てる

権限を、ICOにより与えられている。これらの基準は、持株会社の財源の十分性；保険局の規制を受ける保険子

会社を対象とした、持株会社の事業計画の実現可能性；持株会社の法律上、経営上及び運営上の構造の明瞭

性；他の持株会社又は管理する主要子会社の詳細； 持株会社、その取締役及び統括者が、管財人の管理下、行

政管理下、清算中若しくはその他同様の手続中であるか、又は裁判所の命令に基づく判決債務の履行を怠って

いるか、又は刑事上の有罪判決を受けているか、又は法定の若しくは規制上の要件に違反しているか否か；グ

ループのコーポレート・ガバナンスの健全性；グループのリスク管理の枠組の健全性；保険局の規制を受け

る保険子会社が適用ある法律、規則及び規制を遵守して運営されることを確保するための、当該保険子会社か

らの情報の受領；保険局の規制を受ける保険子会社の業務を監督、管理するに当たってのグループの役割等で

ある。これらの基準の追加情報については、本項の「適切且つ相当な取締役及び統括者」を参照のこと。

（ⅴ）　AIAグループ・リミテッドは、上記第（ⅳ）項に述べるガイダンスの全ての強化又は改善、及び保険局が随時

公表する行政措置若しくは保険局がICOに従って定める可能性のある要件、ICOに基づく規制又は保険局が随時

公表するガイダンス・ノートを履行する。

（中　略）

規制体系―シンガポール

概要
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　AIAシンガポールは、保険法（シンガポール法第142章）（以下「シンガポール保険法」という。）に基づき、生命保

険事業及び損害保険事業の両方について登録した元受保険会社として、シンガポール通貨監督庁の規制を受ける。シ

ンガポール通貨監督庁は、シンガポールにおける登録保険会社の規制及び監督を担う。保険業の規制体系は、主にシン

ガポール保険法及びその関連規則並びにこれらに関連してシンガポール通貨監督庁が発行した通知、指針、通達及び

実務指針からなる。シンガポール通貨監督庁は、保険規制体系（シンガポール保険法を含む。）の一部修正案を含む複

数の検討課題書を発表しており、それらが実施されれば本項の内容に影響を及ぼす可能性がある。本項は、登録保険会

社によるその保険事業の遂行に適用される主な規制の概観を示すものであり、保険仲介業者（登録保険会社の代理店

であるか従業員であるかを問わない。）に適用される規制体系については、生命保険契約に関するものであるか損害

保険契約に関するものであるかにかかわらず取り扱っていない。

（中　略）

AIAシンガポールが有する免許

（中　略）

　シンガポールの保険会社は、所定の年間手数料を支払わなければならない。

（中　略）

シンガポール通貨監督庁の監督権限

　シンガポール保険法に基づき、シンガポール通貨監督庁は、とりわけ、登録保険会社に条件を課す権限を有し、既存の

登録条件のいずれについても追加、変更又は撤回することができる。さらに、シンガポール通貨監督庁は、シンガポー

ル保険法の目的を実現するために必要と考える命令を出すことができ、また保険会社の業務が公共の利益若しくは保

険契約者の利益を損なうおそれのある方法又は保険会社の利益を損なうおそれのある方法で遂行されているという

条件を満たす場合に必要と考える命令を保険会社に対して出すことができる。シンガポール通貨監督庁は、一定の理

由に基づいて保険会社の登録を取り消す権限も有している。

 

自己資本要件

（中　略）

　登録保険会社は、上記の自己資本基準を満たさず若しくは満たさないおそれがあるか、又は財源危機事由が発生し若

しくは発生するおそれがあることを知ったときには、直ちにシンガポール通貨監督庁に届け出なければならない。

「財源危機事由」とは、保険会社の財源が（ⅰ）本項「自己資本要件」（ａ）の定めに従って算定する金額の120％、

又は（ⅱ）本項「自己資本要件」（ｂ）に定める最低金額のうちいずれか高額な方を下回ることになるような事由

をいう。適用される場合には「2004年保険（評価及び資本）規則」、シンガポール通貨監督庁の損害保険契約上の債

務評価に関するガイドライン、及びシンガポール通貨監督庁通知第319号「生命保険契約上の債務評価」に定める要

件に従って、保険会社の「財源」及び「リスク合計額」のそれぞれは決定され、資産及び負債の価額が評価される。シ

ンガポール通貨監督庁は、適切と考える場合には、保険会社に、シンガポール保険法の関連ある条項に基づき維持しな

ければならない自己資本基準以外の自己資本基準を満たすよう命令する権限を有する。シンガポール通貨監督庁は、

保険会社に指示を与え、また保険会社が上記の自己資本基準の遵守を怠り若しくは怠る可能性があるとの通知を受け

た場合又は保険会社に遵守する能力がないと認識した場合には、シンガポール通貨監督庁の特定する方法及び条件で

事業を行うよう保険会社に指示する権限も有する。

（中　略）

法定基金

　シンガポール通貨監督庁は、保険契約者並びに登録保険会社が自らの交付する生命保険契約及び義務的な保険契約

に基づき負う責任を果たすことができない場合に損害を被るおそれのあるその他の者について、補償、支援又は保護

する目的で、保険契約者保護基金を維持する。保険契約者保護基金の資金を積み立てる目的で、シンガポール通貨監督

庁は、登録保険会社に課税により積立金を支払わせることができる。とりわけ、シンガポール通貨監督庁は、登録保険

会社の清算開始以後、（所定の例外又は制限に従い）一定の者又は保険契約者への支払を確保し、また清算中若しく

は財政困難に陥った保険会社の生命保険事業又はその一部を他の登録保険会社に確実に若しくは円滑に移転させ、又

は既存の保険契約に代わる生命保険契約を他の登録保険会社から保険契約者に提供させるための措置を講じること
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ができる。シンガポール通貨監督庁は、保険契約者保護基金制度の改定案について意見を求め、これらの変更を2011年

に実施するつもりで保険契約者保護基金制度を改定すると発表した。

 

資産管理

（中　略）

　シンガポール通貨監督庁通知第317号「生命保険勘定の資産管理」は、生命保険勘定の資産管理手順の監督に適用す

る基本原則を定める。同通知は、とりわけ、生命保険事業を営む保険会社の取締役会に投資委員会を設立するよう義務

付け、投資委員会の責務を定め、また取締役会が投資方針を確立する責任を負うことを定め、更に生命保険事業を営む

保険会社の投資方針に含めなければならない主要事項を定める。

　シンガポール通貨監督庁通知第320号「有配当型生命保険事業の運営」は、有配当型ファンドを設立しているか又は

設立予定の保険会社に対して、有配当型生命保険事業に関する内部統制方針を定めるよう義務付ける。保険会社は、と

りわけ有配当型ファンドが内部統制方針の規則及び指針に従って運用されるよう確保する。

 

分離勘定要件

（中　略）

　シンガポール通貨監督庁通知第101号「保険勘定の管理」、シンガポール通貨監督庁通知第313号「有配当型保険契

約及び無配当型保険契約を対象とする個別勘定の設定基準」及び「シンガポール通貨監督庁　保険勘定構想の実施に

関するガイドライン」は、とりわけ、シンガポール保険法に基づき義務付けられた保険勘定の設定及び維持並びにシ

ンガポールにおける登録保険会社の資産の分離に関する追加の指図及び要件を定める。シンガポール保険法は、とり

わけ、保険勘定からの引出し及び全部又は一部が有配当型保険からなる保険勘定に関する要件も規定している。

　保険勘定の支払能力に関する要件は、いつでも、勘定の「財源」が勘定の「リスク合計額」下回ってはならないこと

である。登録保険会社は、保険勘定の支払能力に関する要件を遵守しておらず又は遵守しないおそれがあると知った

ときには、直ちにシンガポール通貨監督庁に報告しなければならない。（適用される場合には）「2004年保険（評価

及び資本）規則」、「シンガポール通貨監督庁　損害保険契約上の債務評価に関するガイドライン」及びシンガポー

ル通貨監督庁通知第319号「生命保険契約上の債務評価」に定める要件に従って、保険勘定の「財源」及び「リスク

合計額」のそれぞれは決定され、資産及び負債の価額は評価される。シンガポール通貨監督庁は、適切と考える場合に

は、保険会社に、シンガポール保険法の関連ある条項に基づき維持しなければならない勘定の支払能力に関する要件

以外の勘定の支払能力に関する要件を満たすよう命令する権限を有する。シンガポール通貨監督庁は、保険会社に指

示を与え、また保険会社が上記の保険勘定の支払能力要件の遵守を怠り若しくは怠る可能性があるとの通知を受け又

は保険会社に能力がないと認識した場合には、シンガポール通貨監督庁の特定する方法及び条件で事業を行うよう保

険会社に指示する権限も有する。 

　保険勘定が関連する事業に適切に帰属する保険会社の収益（当該勘定における収入を含む。）は当該保険勘定に入

金され、これによる当該保険勘定の資産は、保険会社の負債及び費用のうち適切に当該勘定に帰属する部分（一定の

税金を除く。）を賄うためにのみ充当される。

 

再保険

（中　略）

　シンガポール通貨監督庁通知第208号及び第316号「金融再保険」は、損害保険事業及び生命保険事業をそれぞれ営

む登録保険会社の金融再保険について一定の要件を課す。かかる要件には、とりわけ、慎重な経営監督、会計処理、情報

開示及び報告義務に関する強制的な要件、保険リスクの移転に関する指針、並びに（元受生命保険会社については）

とりわけ財務再保険契約の締結前の承認要件が含まれる。

 

商品の規制

（中　略）

EDINET提出書類

ＡＩＡグループ・リミテッド(E24847)

訂正有価証券届出書（通常方式）

 39/121



　保険会社は、シンガポール通貨監督庁通知第302号「商品の開発及び価格決定」に基づき、保険商品及び投資関連保

険契約の従属ファンドの価格決定及び開発について慎重な経営監督を行うこと、及び、一定の新商品の提供前に、場合

に応じてシンガポール通貨監督庁の承認を得るか又はシンガポール通貨監督庁に届け出なければならない。かかる承

認の要求又は届出には、とりわけ、保険料率表に記載される情報を含めなければならない。さらに、シンガポール通貨

監督庁は、「シンガポール通貨監督庁　保険事業におけるリスク管理実務に関するガイドライン ― 主要な事業活

動」を発行しており、かかるガイドラインにおいて、特に商品開発及び価格設定に係るリスク管理実務全般について

さらに詳細な指針を示している。

（中　略）

市場行動基準

（中　略）

　シンガポール通貨監督庁通知第211号「元受損害保険会社向け最低限及び最良の実務研修及び資格に係る基準」は、

元受損害保険会社に対して、必要な登録をしており且つ最低限の適格要件を満たす（免除が適用されている場合を除

く。）代理店又は職員が取り次いだ保険契約のみしか締結しないよう要求する。さらに、同基準は、元受損害保険会社

に対して、当該保険会社の商品を販売し又はこれに関して販売上の助言を行う代理店の職員が適切に研修を受けてい

ること、またフロントエンド商品の販売員が、損害保険商品に関して販売上の助言を行い若しくはこれらの販売を行

い、又は保険金請求の取り扱いを行うことを許可される前に、適格要件を満たしている（免除が適用されている場合

を除く。）ことを徹底するよう要求する。任意の最良の実務規準は、元受損害保険会社がフロントエンド商品の販売員

のための研修及び資格計画を実施する際に適用される。「シンガポール通貨監督庁　元受損害保険会社の市場行動基

準及びサービス基準に関するガイドライン」は、保険契約を商品として提供する元受損害保険会社に求められる行動

基準について定めている。

（中　略）

　シンガポール通貨監督庁通知第120号「傷害・疾病保険商品に係る開示及び助言手続要件」は、情報開示並びに傷害

・疾病保険及び傷害・疾病給付金を支給する生命保険の被保険者に対する助言の提供に関する強制的な要件及び最

良の実務基準について定めている。

　シンガポール通貨監督庁通知第320号「有配当型生命保険事業の運営」は、元受生命保険会社に対し、有配当型保険

契約に関連する商品概要及び年次配当金の最新情報について、一定の開示要件の遵守を義務付けている。

また、シンガポール生命保険協会及びシンガポール損害保険協会により発行された規範／指針等の業界における各

種実務規範も保険会社に適用される。

更に、シンガポール保険法並びに関連する規定、通知、指針及び通達には、保険会社による融資、貸付及び信用枠の供

与に関して、保険会社がかかる活動を行う場合に遵守しなければならない規則が定められる。

（中　略）

マネーロンダリング防止

　登録生命保険会社は、シンガポール通貨監督庁通知第314号「マネーロンダリング防止及びテロ資金供与撲滅―生命

保険会社」及び関連する指針及び法令に基づくマネーロンダリング防止及びテロ資金供与撲滅を目的とした義務を

遵守しなければならない。

 

財務報告要件

　2004年保険（会計記録及び計算書）規則は、様々な報告義務を定め、登録保険会社の決算報告書及びその他の計算書

を作成する書式を定める。

（中　略）

保険数理人

　生命保険事業及び損害保険事業を営む登録保険会社はまた、各計算期間ごとに、シンガポール通貨監督庁に承認され

た保険数理人による（ⅰ）とりわけ「ストレス・テスト」の実施による当該保険会社の生命保険事業の財政状態に

ついての調査、及び（ⅱ）当該保険会社の損害保険事業の保険契約に関する債務についての調査も受けなければなら

ない。保険数理人は、シンガポール通貨監督庁の承認を受けなければならない。元受生命保険会社は、とりわけ、対象保
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険会社の生命保険事業に係る財政状態に重大な悪影響を及ぼすと考える事項を含む様々な事項について、元受生命保

険会社の主たる役員に対して報告する義務を負う保険数理人を任命しなければならない。元受生命保険会社が保険数

理人からその主たる役員に報告のあった事項について、合理的な期間内にこれを是正するための適切な措置を講じな

い場合には、保険数理人は、速やかに上記報告書の写しをシンガポール通貨監督庁に送付しなければならない。

シンガポール通貨監督庁通知第312号「元受生命保険会社の財政状態に関するストレス・テスト」は、元受生命保

険会社に対して、様々なリスクが当該保険会社の財政状態に与える影響を評価するために、ストレス・テストを実施

するよう求めている。ストレス・テストは当該保険会社が任命する保険数理人により当該通知の要件に従って行わ

れ、またストレス・テストの報告書はシンガポール通貨監督庁に置かれ、当該保険会社の取締役会及び上級経営陣に

より（当該通知の要件を考慮に入れた）審議を受ける。審議の議事録及び取締役会の推奨事項は抜粋の上、シンガ

ポール通貨監督庁に提出される。

（中　略）

その他規制上の検討事項

（中　略）

　当社は、直接米国上場規則の適用を受けないが、AIGとの間に関係を有し、またAIGが上記の法律及び規則を継続的に

遵守しなければならないことから、いくつかの米国連邦法及び州法の遵守状況を継続的に監視する必要がある。また、

当社は、AIGが支配権の徴憑を有する限り、AIG枠組契約に従って、AIGの法令遵守方針及び手続を遵守しなければなら

ない。事実上の（又は消極的な）支配関係の存在の有無は、AIGが保有する当社普通株式の割合、当社取締役会に対す

るAIGの取締役派遣、及びAIGグループ又はFRBNYを一方当事者としAIAグループを他方当事者とする関連性を有する継

続的な契約上の取決め等、あらゆる関連事実及び状況を考慮した上AIGにより評価される。グローバル・オファリング

後も、AIGが当社の取締役会に取締役を派遣し、また相当な持合株式を保有することから（グローバル・オファリング

直後に、売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプションが行使されないと仮定すると、AIGの全額

出資子会社AIAオーロラLLCは、当社普通株式及び議決権の51.4％を保有することになると予測される。）、当社は、引

き続きAIG枠組契約に定める法令遵守及び情報報告義務を守らなければならない。上記の取決めに関するその他情報

については、「第二部－第２－３　事業の内容－(４)　AIGグループと当社の関係－特定の株主の取決め－AIG枠組契

約」及び「第二部－第３－４　事業等のリスク－リスク要因－当社とAIGグループとの関係に関するリスク－当社と

AIGとの関係に起因し、当社は、当社の競争会社が課されていない可能性のある責任、制限及び費用負担を当社に課す

米国の法律を遵守する必要がある。」を参照のこと。

　当社は、グローバル・オファリングを行うにあたり、いかなる米国監督機関からの承認も必要としない。

 

（４）AIGグループと当社の関係

＜訂正前＞

AIGグループの所有構造

グローバル・オファリング直前

　下記の図は、グローバル・オファリング直前のAIAグループにおける各々の持分に関連するAIGグループ、FRBNY及び

米国財務省の関係の簡略図である。
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*フィラムライフ（99.78％）以外及びAIAインドにおける当社持分（26％）
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AIGの資本強化の完了後

　下記の図は、AIGの資本強化が本項の「AIGの資本強化」に記載の通り実行された場合、その完了（現在、2011年第１

四半期に予定されている。）直後において予測されるAIAグループにおける各々の持分に関連するAIGグループ、FRBNY

及び米国財務省の関係の簡略図である。

 

 

 

 

*フィラムライフ（99.78％）以外及びAIAインドにおける当社持分（26％）

 

AIAグループ・リミテッドの所有

　グローバル・オファリングの完了前及び直後両方における当社の最大株主は、FRBNY取引に関連して2009年８月11日

に設立されたデラウェアの有限責任会社であるAIAオーロラLLCとなる予定である。グローバル・オファリング直前、

AIAオーロラLLCは、当社の全発行済普通株式を保有する予定である。グローバル・オファリング完了直後、AIAオーロ

ラLLCは、約（未定）％の当社の発行済普通株式（又は売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプ

ションが全て行使された場合、当社の発行済普通株式の約（未定）％）を保有する見込みである。

 

AIAオーロラLLCの所有

　AIGは、100％のAIAオーロラLLCの議決権（取締役会全体の任命権を含む。）を有するAIAオーロラLLCの普通投資持分

の100％を保有する。FRBNY買取契約により予定されている取引の終結に関連して、2009年12月１日付でAIG、AIRCO、

FRBNY及びAIAオーロラLLCは、各当事者のAIAオーロラLLCの所有権及び支配権の要項を定めるAIAオーロラLLCの第４

修正再表示版有限責任会社契約（以下「LLC契約」という。）を締結した。LLC契約に従って、FRBNYは、AIAオーロラLLC

及びその子会社における特定の支配権を、AIAオーロラLLCの優先投資持分の残余財産分配優先権が完全に支払われる

まで、FRBNYの利益を保護するために要求している。FRBNYは、AIAオーロラLLCの無議決権優先投資持分を100％保有し

ている。LLC契約の条件に関する詳細は、本項の「－特定の株主の取決め－LLC契約」を参照のこと。AIGの資本強化が

原則的合意に沿って実行された場合、AIGの推定では、米国財務省はAIAオーロラLLCの約（未定）％の残存する優先投

資持分（約（未定）米ドル相当の推定残余財産分配優先権を伴う。）を保有し、FRBNYはAIAオーロラLLCの約（未定）

％の残存する優先投資持分（約（未定）米ドル相当の推定残余財産分配優先権を伴う。）を保有することとなる。上
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記の推定は、検討中の資産売却による収入及び検討中の資金調達取引による調達額並びにAIGの業務からの追加資金

に関する現在の推定に基づくものであり、これらはAIGの資本強化の完了時に得られる実際の金額と大幅に異なる可

能性がある。さらに、売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプションが行使されないと仮定し、ま

た売出価格が仮条件の中間値（当社普通株式１株当たり（未定）香港ドル）に等しいと仮定すると、AIAオーロラLLC

がグローバル・オファリングにより調達できる正味収入は、それに関連して支払う推定手数料及び費用の控除後で、

（未定）香港ドル（（未定）米ドル）になると推測される。

 

AIGの所有者

　米国財務省は、AIGの２シリーズの無議決権優先株式（以下、「シリーズE優先株式」及び「シリーズF優先株式」と

いう。）を保有している。但し、AIGの取締役会に対してさらに２名の取締役又は特定の状況においてAIG取締役メン

バーの総数の20％までのいずれか多い方を選ぶことができる。また、FRBNY融資契約に従い、2009年３月４日にAIGは、

2009年１月16日付のAIGクレジット・ファシリティ・トラスト契約に基づきAIGの優先株式の第３シリーズ（以下

「シリーズC優先株式」という。）100,000株を、米国財務省を唯一の受益者をする信託として設立されたAIGクレジッ

ト・ファシリティ・トラストに対して発行した。AIGクレジット・ファシリティ・トラストは、３つの独立した受託者

により監視されており、AIGのシリーズC優先株式及び普通株式の議決権のうちの約77.9％を有するシリーズC優先株

式の全発行済株式を保有する。残り22.1％の議決権は、AIGの普通株式の株主が保有する。

（中　略）

経営上の独立性

（中　略）

　さらに、当社は、当社の監督機関が規定するガイダンス及び発展するベスト・プラクティスを実施する目的で、当社

のコーポレート・ガバナンスの慣行を随時見直し、また当社取締役会への非執行会長及び主席独立取締役職の導入な

どの追加的なコーポレート・ガバナンス・イニシアチブを採用する予定である。

（中　略）

財務上の独立性

（中　略）

　2010年５月30日現在、当社の関係者（AIGグループを含む。）に対する債権残高は３百万米ドル、債務残高は76百万米

ドルであった。AIGグループに対する全ての非営業債権・債務残高は上場日より前に全額決済され、また残高があって

も当社の財政状態との関連上重要なものではなく、当社の財務上の独立性に影響を与えない。追加情報については、

「第６　経理の状況」に記載の会計士報告書の財務情報に対する注記41を参照のこと。

（中　略）

特定の株主の取決め

（中　略）

議決権及びFRBNY承認権

（中　略）

　FRBNYは、AIAオーロラLLCが同社の所有する当社普通株式の売却による正味収入（最低で136億米ドル相当）を全額

受領したときに、FRBNY契約に基づいて発生するFRBNYの承認権が終了することに同意している。グローバル・オファ

リングによりAIAオーロラLLCが受領する正味収入は、約（未定）米ドルと推定される。FRBNY枠組契約に基づく承認権

の終了にかかわらず、FRBNY又は米国財務省は、予定されているAIGの資本強化に関連してFRBNYから権利の譲渡を受け

た後、AIAオーロラLLC及びアリコSPV双方の優先投資持分に関する残存する残余財産分配優先権が全額支払われるま

での間、AIAオーロラLLCが行う行為（AIAオーロラLLCが保有するAIAグループ・リミテッドの株式の投票を含む。）に

関して、実質的に同等の承認権を引き続き保持する。

（中　略）

FRBNYによる当社普通株式を受領する権利
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（中　略）

　分配要求に準じたFRBNYに対する分配証券の分配を完了するにあたり、FRBNYが保有している優先投資持分に関して

は、AIAオーロラLLCが償還するよう義務づけられている残余財産分配優先権の総額から、分配された当社普通株式の

売買高と同等額が減額される。香港証券取引所における、かかる当社普通株式の分配要求の日から２取引日前に終わ

る連続10日間の平均最終売値は、当該売買高の計算に使用される。分配要求の対象となり得る当社普通株式の最大値

は、当時最新の残余財産分配優先権の価格と同等となる。例示目的のみとして、グローバル・オファリングにおける売

出株式の売出からの純利益の分配を受けて、（未定）米ドルの残余財産分配優先権が残ると仮定すると、最新情報確

認日に分配要求の対象となり得るAIAオーロラLLCが保有する当社普通株式の最大割合は、（未定）％（AIAオーロラ

LLCが、グローバル・オファリング直後に当社普通株式（未定）株を保有し、売出価格を平均最終売値とすると仮定し

た場合。）の予定である。

（後　略）

 

＜訂正後＞

AIGグループの所有構造

グローバル・オファリング直前

　下記の図は、グローバル・オファリング直前のAIAグループにおける各々の持分に関連するAIGグループ、FRBNY及び

米国財務省の関係の簡略図である。

 

 

 

 

*フィラムライフ（99.78％）以外及びAIAインドにおける当社持分（26％）
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グローバル・オファリング直後

　下記の図は、グローバル・オファリング直後のAIAグループにおける各々の持分に関連するAIGグループ、FRBNY及び

米国財務省の関係の簡略図である。

 

 

*フィラムライフ（99.78％）以外及びAIAインドにおける当社持分（26％）

**売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプションが行使されないと仮定した場合の数値。売出規

模調整オプション、オーバーアロットメント・オプション及びこれらが当社の株式保有構造に与える影響に関する追

加情報については、「第二部－第５－１　株式等の状況－(４)　大株主の状況」を参照のこと。
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AIGの資本強化の完了後

　下記の図は、AIGの資本強化が本項の「AIGの資本強化」に記載の通り実行された場合、その完了（現在、2011年第１

四半期に予定されている。）直後において予測されるAIAグループにおける各々の持分に関連するAIGグループ、FRBNY

及び米国財務省の関係の簡略図である。

 

 

 

 

*フィラムライフ（99.78％）以外及びAIAインドにおける当社持分（26％）

**売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプションが行使されないと仮定した場合の数値。売出規

模調整オプション、オーバーアロットメント・オプション及びこれらが当社の株式保有構造に与える影響に関する追

加情報については、「第二部－第５－１　株式等の状況－(４)　大株主の状況」を参照のこと。 

 

AIAグループ・リミテッドの所有

　グローバル・オファリングの完了前及び直後両方における当社の最大株主は、FRBNY取引に関連して2009年８月11日

に設立されたデラウェアの有限責任会社であるAIAオーロラLLCとなる予定である。グローバル・オファリング直前、

AIAオーロラLLCは、当社の全発行済普通株式を保有する予定である。グローバル・オファリング完了直後、且つ売出規

模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプションが行使されないと仮定した場合、AIAオーロラLLCは、当

社の発行済普通株式の約51.4％（又は売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプションが全て行

使された場合、当社の発行済普通株式の約32.9％）を保有する見込みである。グローバル・オファリング完了直後、且

つ売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプションが行使されないと仮定した場合、当社の発行済

普通株式の約48.6％（又は売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプションが全て行使された場

合、当社の発行済普通株式の約67.1％）は、一般株主により保有される見込みである。売出規模調整オプション、オー

バーアロットメント・オプション及びこれらが当社の株式保有構造に与える影響については、「第二部－第５－１　

株式等の状況－(４)　大株主の状況」を参照のこと。
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AIAオーロラLLCの所有

　AIGは、100％のAIAオーロラLLCの議決権（取締役会全体の任命権を含む。）を有するAIAオーロラLLCの普通投資持分

の100％を保有する。FRBNY買取契約により予定されている取引の終結に関連して、2009年12月１日付でAIG、AIRCO、

FRBNY及びAIAオーロラLLCは、各当事者のAIAオーロラLLCの所有権及び支配権の要項を定めるAIAオーロラLLCの第４

修正再表示版有限責任会社契約（以下「LLC契約」という。）を締結した。LLC契約に従って、FRBNYは、AIAオーロラLLC

及びその子会社における特定の支配権を、AIAオーロラLLCの優先投資持分の残余財産分配優先権が完全に支払われる

まで、FRBNYの利益を保護するために要求している。FRBNYは、AIAオーロラLLCの無議決権優先投資持分を100％保有し

ている。LLC契約の条件に関する詳細は、本項の「－特定の株主の取決め－LLC契約」を参照のこと。AIGの資本強化が

原則的合意に沿って実行された場合、AIGの推定では、米国財務省はAIAオーロラLLCの約91.7％の残存する優先投資持

分（約130億米ドル相当の推定残余財産分配優先権を伴う。）を保有し、FRBNYはAIAオーロラLLCの約8.3％の残存する

優先投資持分（約12億米ドル相当の推定残余財産分配優先権を伴う。）を保有することとなる。上記の推定は、検討中

の資産売却による収入及び検討中の資金調達取引による調達額並びにAIGの業務からの追加資金に関する現在の推定

に基づくものであり、これらはAIGの資本強化の完了時に得られる実際の金額と大幅に異なる可能性がある。さらに、

売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプションが行使されないと仮定し、また売出価格が仮条件

の中間値（当社普通株式１株当たり19.03香港ドル）に等しいと仮定すると、AIAオーロラLLCがグローバル・オファ

リングにより調達できる正味収入は、それに関連して支払う推定引受手数料及び費用（引受人に支払われる可能性が

ある裁量的奨励手数料を除く。）の控除後で、約109,077.1百万香港ドル（14,061.2百万米ドル）になると推測され

る。

 

AIGの所有者

　米国財務省は、AIGの２シリーズの無議決権優先株式（以下、「シリーズE優先株式」及び「シリーズF優先株式」と

いう。）を保有している。但し、AIGの取締役会に対してさらに２名の取締役又は特定の状況においてAIG取締役メン

バーの総数の20％までのいずれか多い方を選ぶことができる。また、FRBNY融資契約に従い、2009年３月４日にAIGは、

2009年１月16日付のAIGクレジット・ファシリティ・トラスト契約に基づきAIGの優先株式の第３シリーズ（以下

「シリーズC優先株式」という。）100,000株を、米国国庫を唯一の受益者とする信託として設立されたAIGクレジット

・ファシリティ・トラストに対して発行した。AIGクレジット・ファシリティ・トラストは、３つの独立した受託者に

より監視されており、AIGのシリーズC優先株式及び普通株式の議決権のうちの約79.8％を有するシリーズC優先株式

の全発行済株式を保有する。残り20.2％の議決権は、AIGの普通株式の株主が保有する。

（中　略）

経営上の独立性

（中　略）

　さらに、当社は、当社の監督機関が規定するガイダンス及び発展するベスト・プラクティスを実施する目的で、当社

のコーポレート・ガバナンスの慣行を随時見直し、また追加的なコーポレート・ガバナンス・イニシアチブを採用す

る予定である。

（中　略）

財務上の独立性

（中　略）

　2010年５月31日現在、当社の関係者（AIGグループを含む。）に対する債権残高は３百万米ドル、債務残高は76百万米

ドルであった。AIGグループに対する全ての非営業債権・債務残高は上場日より前に全額決済され、また残高があって

も当社の財政状態との関連上重要なものではなく、当社の財務上の独立性に影響を与えない。追加情報については、

「第６　経理の状況」に記載の会計士報告書の財務情報に対する注記41を参照のこと。

（中　略）

特定の株主の取決め

（中　略）
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議決権及びFRBNY承認権

（中　略）

　FRBNYは、AIAオーロラLLCが同社の所有する当社普通株式の売却による正味収入（最低で136億米ドル相当）を全額

受領したときに、FRBNY契約に基づいて発生するFRBNYの承認権が終了することに同意している。売出規模調整オプ

ション及びオーバーアロットメント・オプションが行使されないと仮定し、また売出価格が仮条件の中間値（当社普

通株式１株当たり19.03香港ドル）に等しいと仮定すると、AIAオーロラLLCがグローバル・オファリングにより調達

できる正味収入は、それに関連して支払う推定引受手数料及び費用（引受人に支払われる可能性がある裁量的奨励手

数料を除く。）の控除後で、約109,077.1百万香港ドル（14,061.2百万米ドル）になると推測される。FRBNY枠組契約に

基づく承認権の終了にかかわらず、FRBNY又は米国財務省は、予定されているAIGの資本強化に関連してFRBNYから権利

の譲渡を受けた後、AIAオーロラLLC及びアリコSPV双方の優先投資持分に関する残存する残余財産分配優先権が全額

支払われるまでの間、AIAオーロラLLCが行う行為（AIAオーロラLLCが保有するAIAグループ・リミテッドの株式の投

票を含む。）に関して、実質的に同等の承認権を引き続き保持する。

（中　略）

FRBNYによる当社普通株式を受領する権利

（中　略）

　分配要求に準じたFRBNYに対する分配証券の分配を完了するにあたり、FRBNYが保有している優先投資持分に関して

は、AIAオーロラLLCが償還するよう義務づけられている残余財産分配優先権の総額から、分配された当社普通株式の

売買高と同等額が減額される。香港証券取引所における、かかる当社普通株式の分配要求の日から２取引日前に終わ

る連続10日間の平均最終売値は、当該売買高の計算に使用される。分配要求の対象となり得る当社普通株式の最大値

は、当時最新の残余財産分配優先権の価格と同等となる。例示目的のみとして、グローバル・オファリングにおける売

出株式の売出しからの差引手取金の分配後において、約167億米ドルの残余財産分配優先権が残存すると仮定した場

合、グローバル・オファリング直後にAIAオーロラLLCが保有する全ての当社普通株式は、分配要求の対象となり得る

（この場合、（売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプションが行使されないとの仮定におい

て）AIAオーロラLLCがグローバル・オファリング直後に当社普通株式6,186,586,201株を保有すると仮定し、且つ売

出価格の仮条件の中間値（19.03香港ドル）を平均最終売値として使用する。）。

（後　略）

 

４【関係会社の状況】

（２）子会社

＜訂正前＞

（前　略）

　2010年５月31日現在、AIAグループの子会社総数は55社である。当社取締役の兼任状況については、「第二部－第５－

４　役員の状況－(１)　取締役・役員」を、主要な事業の内容、発行済株式資本及び各子会社の議決権に対するAIAグ

ループの所有割合については、「第二部－第６　経理の状況－１　財務書類」における会計士報告書の「Ⅱ　財務情報

に対する注記」の注記43を、それぞれ参照のこと。

 

＜訂正後＞

（前　略）

　2010年５月31日現在、AIAグループの子会社総数は55社である。当社取締役の兼任状況については、「第二部－第５－

４　役員の状況－(１)　取締役・役員」を、主要な事業の内容、発行済株式資本及び各子会社の議決権に対するAIAグ

ループの所有割合（2010年５月31日現在、アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミ

テッドは当社が直接保有し、それ以外の子会社は全て当社にて間接保有）については、「第二部－第６　経理の状況－

１　財務書類」における会計士報告書の「Ⅱ　財務情報に対する注記」の注記43を、それぞれ参照のこと。
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（３）関連会社

＜訂正前＞

（前　略）

　2010年５月31日現在、AIAグループの関連会社総数は17社である。当社取締役の兼任状況については、「第二部－第５

－４　役員の状況－(１)　取締役・役員」を、主要な事業の内容及び各関連会社の議決権に対するAIAグループの所有

割合については、「第二部－第６　経理の状況－１　財務書類」における会計士報告書の「Ⅱ　財務情報に対する注

記」の注記15を、それぞれ参照のこと。

 

＜訂正後＞

（前　略）

　2010年５月31日現在、AIAグループの関連会社総数は17社である。当社取締役の兼任状況については、「第二部－第５

－４　役員の状況－(１)　取締役・役員」を、主要な事業の内容及び各関連会社の議決権に対するAIAグループの所有

割合（2010年５月31日現在、全て間接保有）については、「第二部－第６　経理の状況－１　財務書類」における会計

士報告書の「Ⅱ　財務情報に対する注記」の注記15を、それぞれ参照のこと。

 

第３【事業の状況】
 

４【事業等のリスク】

＜訂正前＞

（前　略）

当社の事業全体に関するリスク

（中　略）

当社の投資ポートフォリオが特定の資産区分、市場又は経済分野に集中することにより、当社が
投資損失を被るリスクが増加する可能性がある。

　当社の投資ポートフォリオは主に確定利付証券からなっており、当社は、多額の国債及び政府機関債並びに社債を保有し

ている。その結果、当社は、ソブリン及び企業の発行体に対して相当程度の信用エクスポージャーを有している。特に、2010

年５月31日現在、当社は、タイ・バーツで発行された帳簿価額8,714百万米ドル相当のタイ国債を保有しており、これは当社

の本保険契約者及び株主運用資産の帳簿価額総額の13.1％に相当する。当社はまた、銀行その他の金融機関に対しても相当

程度のリスク・エクスポージャーを有している。特定の業界、資産区分、関係する業界グループ、国又は地域に対して悪影響

を与える事象又は進展は、当社のポートフォリオが集中している限度で、当社の投資ポートフォリオにより大きな悪影響を

与える可能性がある。当社の投資ポートフォリオにおけるこの種の集中は、当社がこれらの投資のいずれかにおいて多額の

損失を被った場合に、当社の財政状態及び経営成績が重大な悪影響を受けるリスクを増大させる。

（中　略）

当社は、当社の投資ポートフォリオにおいて多額のソブリン債務を保有している。

　当社は、当社の投資ポートフォリオにおいて多額の現地通貨及び外国通貨建てのソブリン債務を保有しており、したがっ

て当社は潜在的なソブリン債務の信用悪化及び不履行のリスクにさらされている。当社は、2010年５月31日現在、主にアジ

ア・パシフィック地域の政府により発行された帳簿価額20,060百万米ドルの国債を保有しており、これは当社の本保険契

約者及び株主運用資産の帳簿価額の30.1％に相当する。特に、2010年5月31日現在、当社は、タイ・バーツ建てで発行された

帳簿価額8,714百万米ドルのタイ国債を保有していた。

（中　略）

AIAグループのロゴの商標としての登録は審査中である。

　最終情報確認日現在、当社は、AIAグループが事業を行っている全ての法域（既に登録が取得されているブルネイを除

EDINET提出書類

ＡＩＡグループ・リミテッド(E24847)

訂正有価証券届出書（通常方式）

 50/121



く。）において、現在のAIAのロゴの登録手続を進めている。

　上記の通り、AIAグループのブランド名及び知的財産権はAIAグループの重要な資産であり、当社はアジア・パシフィック

地域全域において様々なAIAのロゴについて従前の商標登録を取得してきた。最終情報確認日現在、当社は当社の知的財産

権の重大な侵害を認識しておらず、また、当社はAIAのロゴに関する第三者の知的財産権の侵害を防止するために全ての合

理的な対策を講じていると信じている。

（中　略）

当社の企業構造に関連するリスク

AIGグループ、FRBNY、米国財務省又はAIGクレジット・ファシリティ・トラストの利益は、投資
家又は当社の利益と合致しない可能性がある。

　グローバル・オファリングの完了直後に、AIAオーロラLLCは、当社の発行済普通株式の約（未定）％（又は、売出規模調整

オプション及びオーバー・アロットメントオプションが全額行使された場合には約 （未定）％）を保有することとなる。

AIAオーロラLLCの議決権付普通投資持分は全てAIGが保有している。その結果、AIAオーロラLLC及びAIGは、当社の事業に対

して重要な影響力を行使することが可能となる。香港上場規則及び当社定款に基づき、当社は、一定の会社関連事項に関し、

株主の承認を求めることが要求されている。AIAオーロラLLCによる議決権行使は、かかる事項についての当社取締役会の決

定と一致しない可能性がある。さらに、香港上場規則又は当社定款に基づき当社取締役会承認のみを要する会社関連事項に

ついても、AIAオーロラLLCが、当社取締役を交替若しくは解任し、且つ／又は当社取締役会の決議を覆すための決議を可決

するため株主総会を招集することにより、当社取締役会の決定を覆し、AIGの決定とは異なる行為を当社に行わせる可能性

がある。AIAオーロラLLCが当社取締役を解任若しくは交替し、又はその他当社取締役会の決定を覆した場合、当社の事業運

営が中断し、当社取締役会が既に承認した取引に関わる第三者より請求を受けることとなる可能性がある。

　グローバル・オファリングの完了後、AIGグループ及びAIAグループの間で様々な利益相反が生じる可能性がある。AIAグ

ループは、過去にAIGグループと様々な取引を行っており、将来においても行う可能性がある。「第二部－第３－５　経営上

の重要な契約等－関連取引」を参照のこと。グローバル・オファリングの後、当社は、関連取引に関して適用ある香港上場

規則（［規定通り香港証券取引所が放棄したものを除く。］）及びその他の規制を遵守する意向である。また、AIGグループ

及びAIAグループは互いに競争することを何ら制限されていない。将来の事業機会に関する利益相反を含め、AIAグループ及

びAIGグループの間に何らの利益相反も生じないとの保証はなく、またかかる利益相反が当社に有利に解決されるとの保証

もない。

　AIGクレジット・ファシリティ・トラストは、AIGのシリーズＣ優先株式及び普通株式を合わせた議決権の約77.9％に当た

るAIGのシリーズＣ優先株式を専ら米国国庫のために保有しており、したがって、AIGグループに影響力を行使することが可

能である。AIGの資本強化が「第二部－第２－３　事業の内容－(４)　AIGグループと当社の関係－AIGの資本強化」に記載さ

れる原則的合意に基づいて実施された場合、米国財務省は、AIGの普通株式のうち約92.1％に相当する持分を有することに

なる。FRBNYはAIGの重要な債権者であり、AIAグループに関する多数の重要事項につきFRBNYの事前承認が条件とされてい

る。FRBNY、米国財務省及びAIGクレジット・ファシリティ・トラストの利益（公共の利益を含む。）は投資家又は当社の利

益と相反する可能性があり、FRBNY、米国財務省及び専ら米国国庫の利益のため行動するAIGクレジット・ファシリティ・ト

ラストは、当社の事業、財政状態若しくは経営成績又は当社普通株式の市場価値に重大な悪影響を及ぼす行動を取る可能性

がある。

（中　略）

当社とAIGグループとの関係に関するリスク

（中　略）

当社は、AIGグループとの競争に直面する可能性がある。

（中　略）

　当社の地域別市場の一部においては、当社は、損害保険商品の取扱いを許可するライセンスを保有している。当社の損害保

険事業は、当社の事業の比較的小さな部分を占めるに過ぎない。2007年度、2008年度、2009年度及び2010年度上半期の当社の

損害保険事業（傷害・疾病保険、自動車保険、並びに対物賠償責任保険及び総合賠償責任保険の事業分野を含む。）から得

た保険料純額は、それぞれ23百万米ドル、25百万米ドル、26百万米ドル及び15百万米ドルであった。比較的小さい当該事業の
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規模に鑑み、当社は、AIAグループ及びAIG保険関係会社の間の競争の程度は当社の事業にとって重要ではないと考えてい

る。当社がこれらの地域別市場又はその他の地域別市場において損害保険商品の取扱いを拡大しようとした場合、当社は、

これらの地域別市場において損害保険事業を提供するAIG保険関係会社からの競争圧力を受ける可能性がある。また、当社

の市場の一部においては、傷害・疾病保険商品は生命保険会社（単独で又は特約として）及び損害保険会社（単独で）の

双方により販売されている。したがって、当社は、傷害・疾病保険商品の販売に関し、AIG保険関係会社からの競争圧力を受

ける可能性がある。特に、チャーティス社は、現在当社の地域別市場の多くで、個人、小企業及び多国籍企業のために広範な

損害保険商品を取り扱っており、その品揃えには傷害・疾病保険及び従業員給付商品が含まれている。

（中　略）

当社とAIGとの関係に起因し、当社は、当社の競争会社が課されていない可能性のある責任、制限
及び費用負担を当社に課す米国の法律を遵守する必要がある。

　当社は、AIG及びその子会社に適用されうる米国連邦証券取引法並びにその他様々な米国の法律、規則及び規制をAIGが遵

守することを可能にすることを主たる目的として、AIG枠組契約を締結した。したがって、AIG枠組契約の条件に従い、当社

は、FCPA、2002年サーベンス・オクスリー法、OFACが施行する貿易制裁に係る法律及び規制、並びにその他の米国の法律、規

則及び規制等、当社の競争会社に影響を与えない可能性のある一定の米国の法律、規則及び規制を遵守し続ける必要があ

る。これらの法律、規則及び規制は、当社の競争会社が課されていない可能性のある責任、コンプライアンス費用の負担及び

当社の事業に対する制約を当社に課すものである。例えば、FCPAは、事業の取得又は維持を目的として米国の会社及びその

仲介者が外国の公務員に対して一定の支払を行うことを一般的に禁止している。当社とAIGとの関係に起因して当社がFCPA

上の要求に従う義務を負う限り、当社は、多額の罰金を科され、また当社に重大な結果をもたらす可能性のあるその他の規

制上の執行措置を受ける可能性がある。当社は一切の適用ある米国の法律、規則及び規制を遵守する意向であり、当社の競

争会社がかかる法律、規則及び規制を遵守することを要しない限度において、当社は、競争上不利な地位に置かれる可能性

がある。また、当社は、AIGがAIAに関して支配権の徴憑を有する限り、これらの米国の法律、規則及び規制に関するAIGのコン

プライアンス方針を遵守することに同意した。グローバル・オファリングの後、当社は、AIGによる継続的な取締役派遣及び

高い持株比率（グローバル・オファリングの直後においては、AIGの完全子会社であるAIAオーロラLLCは、売出規模調整オ

プション及びオーバー・アロットメントオプションが行使されないと仮定した場合、当社普通株式及び議決権の（未定）

％を保有する予定である。）の結果として、AIG枠組契約に基づき、AIGのコンプライアンス方針及び手続の適用を受け続け

ることになる。当社は、これらの法律及び規制並びに類似の法律及び規制の遵守に関する当社の方針が有効であると保証す

ることはできない。当社がかかる法律及び規制に違反したとの判断がなされれば、当社の事業に重大な悪影響を及ぼす可能

性がある。

（中　略）

当社の業界に関するリスク

（中　略）

支払能力要件及びリスク・ベースの自己資本規制を遵守することにより、当社は追加の増資を実
施し、事業戦略を変更し、又は当社の成長を減速させることを余儀なくされる可能性がある。

（中　略）

　インドネシア、シンガポール及びフィリピンにおける規制体系は、現在、リスク・ベースの資本制度を用いている。その他

の市場もかかる制度に移行しつつある。韓国では、2009年４月１日をもって、従前保険会社に適用されていたソルベンシー

・マージン要件に替え、リスク・ベースの資本要件が採用され、現在２年間の移行期間の最中である。マレーシアでは、マ

レーシア中央銀行が最近リスク・ベースの資本体制を導入し、香港では、保険業監理処がリスク・ベースの資本制度を実施

しようとしている。

（中　略）

当社普通株式の所有権に関するリスク

将来の公開市場における当社普通株式の大量売却は、当社普通株式の株価を著しく押し下げる可
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能性がある。

（中　略）

　LLC契約の条件に基づき残余財産分配優先権が全額支払われるまで、「第二部－第２－３　事業の内容－(４)　AIGグループ

と当社の関係」に記載される通り、FRBNYは、FRBNY保有の優先投資持分に付随するその時点で未払の残余財産分配優先権

を、AIAオーロラLLC又はそのいずれかの関係会社がその時点で保有している当社普通株式の同等価値分と引き換えに減額

するよう要求する権利（2010年12月１日まではAIGクレジット・ファシリティ・トラストの事前の同意を要し、2013年12月

１日まではAIGクレジット・ファシリティ・トラストとの事前協議を要し、また2013年12月１日より後には、FRBNYの単独の

裁量による。）を有する。分配要求に服することのできる当社普通株式の価格の上限は、その時々の残余財産分配優先権の

時価に等しい。例示目的のみとして、グローバル・オファリングにおける売出株式の売出しからの純利益の分配を受けて、

（未定）米ドルの残余財産分配優先権が残ると仮定すると、最新情報確認日に分配要求の対象となり得るAIAオーロラLLC

が保有する当社普通株式の最大割合は、（未定）％（AIAオーロラLLCが、グローバル・オファリング直後に当社普通株式

（未定）株を保有し、売出価格を平均最終売値とすると仮定した場合。）の予定である。FRBNYは、分配要求の行使により

FRBNYに分配された当社普通株式の全てを、当該分配と同時に売却する。FRBNYは、AIG又はAIAオーロラLLCが「第一部　証券

情報－第４－２　ロックアップ」に記載されているロックアップに違反することとなるような方法で、分配要求の権利を行

使しないことに合意している。さらに、AIAオーロラLLCの優先投資持分が2013年12月１日までに全額償還されない場合に

は、過半数優先投資主は、保有するAIAオーロラLLCの優先投資持分に付随するその時点で未払の残余財産分配優先権の減額

に関し、類似の権利を行使することができる。

（後　略）

 

＜訂正後＞

（前　略）

当社の事業全体に関するリスク

（中　略）

当社の投資ポートフォリオが特定の資産区分、市場又は経済分野に集中することにより、当社が
投資損失を被るリスクが増加する可能性がある。

　当社の投資ポートフォリオは主に確定利付証券からなっており、当社は、多額の国債及び政府機関債並びに社債を保有し

ている。その結果、当社は、ソブリン及び企業の発行体に対して相当程度の信用エクスポージャーを有している。特に、2010

年５月31日現在、当社は、当社の本保険契約者及び株主運用資産においてタイ・バーツで発行された帳簿価額8,714百万米

ドル相当のタイ国債を保有しており、これは当社の本保険契約者及び株主運用資産の帳簿価額総額の13.1％に相当する。当

社はまた、銀行その他の金融機関に対しても相当程度のリスク・エクスポージャーを有している。特定の業界、資産区分、関

係する業界グループ、国又は地域に対して悪影響を与える事象又は進展は、当社のポートフォリオが集中している限度で、

当社の投資ポートフォリオにより大きな悪影響を与える可能性がある。当社の投資ポートフォリオにおけるこの種の集中

は、当社がこれらの投資のいずれかにおいて多額の損失を被った場合に、当社の財政状態及び経営成績が重大な悪影響を受

けるリスクを増大させる。

（中　略）

当社は、当社の投資ポートフォリオにおいて多額のソブリン債務を保有している。

　当社は、当社の投資ポートフォリオにおいて多額の現地通貨及び外国通貨建てのソブリン債務を保有しており、したがっ

て当社は潜在的なソブリン債務の信用悪化及び不履行のリスクにさらされている。当社は、2010年５月31日現在、当社の本

保険契約者及び株主運用資産において、主にアジア・パシフィック地域の政府により発行された帳簿価額19,742百万米ド

ルの国債を保有しており、これは当社の本保険契約者及び株主運用資産の帳簿価額の29.6％に相当する。特に、2010年5月31

日現在、当社は、タイ・バーツ建てで発行された帳簿価額8,714百万米ドルのタイ国債を保有していた。
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（中　略）

AIAグループのロゴの商標としての登録は審査中である。

　最終情報確認日現在、当社は、AIAグループが事業を行っている全ての法域（既に登録が取得されているブルネイを除

く。）において、現在のAIAのロゴの登録手続を進めている。

　AIAグループが異なるブランドで事業を展開している少数の地域別市場を除き、上記の通り、AIAグループのブランド名及

び知的財産権はAIAグループの重要な資産であり、当社はアジア・パシフィック地域全域において様々なAIAのロゴについ

て従前の商標登録を取得してきた。最終情報確認日現在、当社は当社の知的財産権の重大な侵害を認識しておらず、また、当

社はAIAのロゴに関する第三者の知的財産権の侵害を防止するために全ての合理的な対策を講じていると信じている。

（中　略）

当社の企業構造に関連するリスク

AIGグループ、FRBNY、米国財務省又はAIGクレジット・ファシリティ・トラストの利益は、投資
家又は当社の利益と合致しない可能性がある。

　グローバル・オファリングの完了直後に、AIAオーロラLLCは、当社の発行済普通株式の約51.4％（又は、売出規模調整オプ

ション及びオーバーアロットメント・オプションが全額行使された場合には約32.9％）を保有することとなる。AIAオーロ

ラLLCの議決権付普通投資持分は全てAIGが保有している。その結果、AIAオーロラLLC及びAIGは、当社の事業に対して重要な

影響力を行使することが可能となる。香港上場規則及び当社定款に基づき、当社は、一定の会社関連事項に関し、株主の承認

を求めることが要求されている。AIAオーロラLLCによる議決権行使は、かかる事項についての当社取締役会の決定と一致し

ない可能性がある。さらに、香港上場規則又は当社定款に基づき当社取締役会承認のみを要する会社関連事項についても、

AIAオーロラLLCが、当社取締役を交替若しくは解任し、且つ／又は当社取締役会の決議を覆すための決議を可決するため株

主総会を招集することにより、当社取締役会の決定を覆し、AIGの決定とは異なる行為を当社に行わせる可能性がある。AIA

オーロラLLCが当社取締役を解任若しくは交替し、又はその他当社取締役会の決定を覆した場合、当社の事業運営が中断し、

当社取締役会が既に承認した取引に関わる第三者より請求を受けることとなる可能性がある。

　グローバル・オファリングの完了後、AIGグループ及びAIAグループの間で様々な利益相反が生じる可能性がある。AIAグ

ループは、過去にAIGグループと様々な取引を行っており、将来においても行う可能性がある。「第二部－第３－５　経営上

の重要な契約等－関連取引」を参照のこと。グローバル・オファリングの後、当社は、関連取引に関して適用ある香港上場

規則（規定通り香港証券取引所が放棄したものを除く。）及びその他の規制を遵守する意向である。また、AIGグループ及び

AIAグループは互いに競争することを何ら制限されていない。将来の事業機会に関する利益相反を含め、AIAグループ及び

AIGグループの間に何らの利益相反も生じないとの保証はなく、またかかる利益相反が当社に有利に解決されるとの保証も

ない。

　AIGクレジット・ファシリティ・トラストは、AIGのシリーズＣ優先株式及び普通株式を合わせた議決権の約79.8％に当た

るAIGのシリーズＣ優先株式を専ら米国国庫のために保有しており、したがって、AIGグループに影響力を行使することが可

能である。AIGの資本強化が「第二部－第２－３　事業の内容－(４)　AIGグループと当社の関係－AIGの資本強化」に記載さ

れる原則的合意に基づいて実施された場合、米国財務省は、AIGの普通株式のうち約92.1％に相当する持分を有することに

なる。FRBNYはAIGの重要な債権者であり、AIAグループに関する多数の重要事項につきFRBNYの事前承認が条件とされてい

る。FRBNY、米国財務省及びAIGクレジット・ファシリティ・トラストの利益（公共の利益を含む。）は投資家又は当社の利

益と相反する可能性があり、FRBNY、米国財務省及び専ら米国国庫の利益のため行動するAIGクレジット・ファシリティ・ト

ラストは、当社の事業、財政状態若しくは経営成績又は当社普通株式の市場価値に重大な悪影響を及ぼす行動を取る可能性

がある。

（中　略）

当社とAIGグループとの関係に関するリスク

（中　略）

当社は、AIGグループとの競争に直面する可能性がある。
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（中　略）

　当社の地域別市場の一部においては、当社は、損害保険商品の取扱いを許可するライセンスを保有している。当社の損害保

険事業は、当社の事業の比較的小さな部分を占めるに過ぎない。2007年度、2008年度、2009年度及び2010年度上半期におけ

る、当社の付随的個人保険及び自動車保険についての総加重保険料収入は、それぞれ23百万米ドル、29百万米ドル、27百万米

ドル及び15百万米ドルであった。比較的小さい当該事業の規模に鑑み、当社は、AIAグループ及びAIG保険関係会社の間の競

争の程度は当社の事業にとって重要ではないと考えている。当社がこれらの地域別市場又はその他の地域別市場において

損害保険商品の取扱いを拡大しようとした場合、当社は、これらの地域別市場において損害保険事業を提供するAIG保険関

係会社からの競争圧力を受ける可能性がある。また、当社の市場の一部においては、傷害・疾病保険商品は生命保険会社

（単独で又は特約として）及び損害保険会社（単独で）の双方により販売されている。したがって、当社は、傷害・疾病保

険商品の販売に関し、AIG保険関係会社からの競争圧力を受ける可能性がある。特に、チャーティス社は、現在当社の地域別

市場の多くで、個人、小企業及び多国籍企業のために広範な損害保険商品を取り扱っており、その品揃えには傷害・疾病保

険及び従業員給付商品が含まれている。

（中　略）

当社とAIGとの関係に起因し、当社は、当社の競争会社が課されていない可能性のある責任、制限
及び費用負担を当社に課す米国の法律を遵守する必要がある。

　当社は、AIG及びその子会社に適用されうる米国連邦証券取引法並びにその他様々な米国の法律、規則及び規制をAIGが遵

守することを可能にすることを主たる目的として、AIG枠組契約を締結した。したがって、AIG枠組契約の条件に従い、当社

は、FCPA、2002年サーベンス・オクスリー法、OFACが施行する貿易制裁に係る法律及び規制、並びにその他の米国の法律、規

則及び規制等、当社の競争会社に影響を与えない可能性のある一定の米国の法律、規則及び規制を遵守し続ける必要があ

る。これらの法律、規則及び規制は、当社の競争会社が課されていない可能性のある責任、コンプライアンス費用の負担及び

当社の事業に対する制約を当社に課すものである。例えば、FCPAは、事業の取得又は維持を目的として米国の会社及びその

仲介者が外国の公務員に対して一定の支払を行うことを一般的に禁止している。当社とAIGとの関係に起因して当社がFCPA

上の要求に従う義務を負う限り、当社は、多額の罰金を科され、また当社に重大な結果をもたらす可能性のあるその他の規

制上の執行措置を受ける可能性がある。当社は一切の適用ある米国の法律、規則及び規制を遵守する意向であり、当社の競

争会社がかかる法律、規則及び規制を遵守することを要しない限度において、当社は、競争上不利な地位に置かれる可能性

がある。また、当社は、AIGがAIAに関して支配権の徴憑を有する限り、これらの米国の法律、規則及び規制に関するAIGのコン

プライアンス方針を遵守することに同意した。グローバル・オファリングの後、当社は、AIGによる継続的な取締役派遣及び

高い持株比率（グローバル・オファリングの直後においては、AIGの完全子会社であるAIAオーロラLLCは、売出規模調整オ

プション及びオーバーアロットメント・オプションが行使されないと仮定した場合、当社普通株式及び議決権の約51.4％

を保有する予定である。AIAオーロラLLCは、売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプションが全て行使

されたと仮定した場合、当社普通株式及び議決権の約32.9％を保有する予定である。）の結果として、AIG枠組契約に基づ

き、AIGのコンプライアンス方針及び手続の適用を受け続けることになる。当社は、これらの法律及び規制並びに類似の法律

及び規制の遵守に関する当社の方針が有効であると保証することはできない。当社がかかる法律及び規制に違反したとの

判断がなされれば、当社の事業に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

（中　略）

当社の業界に関するリスク

（中　略）

支払能力要件及びリスク・ベースの自己資本規制を遵守することにより、当社は追加の増資を実
施し、事業戦略を変更し、又は当社の成長を減速させることを余儀なくされる可能性がある。

（中　略）

　インドネシア、シンガポール及びフィリピンにおける規制体系は、現在、リスク・ベースの資本制度を用いている。香港及

びタイなどのその他の市場における監督機関も、同様の制度への移行を検討する可能性がある。韓国では、2009年４月１日

をもって、従前保険会社に適用されていたソルベンシー・マージン要件に替え、リスク・ベースの資本要件が採用され、現
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在２年間の移行期間の最中である。マレーシアでは、マレーシア中央銀行が最近リスク・ベースの資本体制を導入し、香港

では、保険業監理処がリスク・ベースの資本制度を実施しようとしている。

（中　略）

当社普通株式の所有権に関するリスク

将来の公開市場における当社普通株式の大量売却は、当社普通株式の株価を著しく押し下げる可
能性がある。

（中　略）

　LLC契約の条件に基づき残余財産分配優先権が全額支払われるまで、「第二部－第２－３　事業の内容－(４)　AIGグループ

と当社の関係」に記載される通り、FRBNYは、FRBNY保有の優先投資持分に付随するその時点で未払の残余財産分配優先権

を、AIAオーロラLLC又はそのいずれかの関係会社がその時点で保有している当社普通株式の同等価値分と引き換えに減額

するよう要求する権利（2010年12月１日まではAIGクレジット・ファシリティ・トラストの事前の同意を要し、2013年12月

１日まではAIGクレジット・ファシリティ・トラストとの事前協議を要し、また2013年12月１日より後には、FRBNYの単独の

裁量による。）を有する。分配要求に服することのできる当社普通株式の価格の上限は、その時々の残余財産分配優先権の

時価に等しい。例示目的のみとして、グローバル・オファリングにおける売出株式の売出しからの純利益の分配を受けて、

約167億米ドルの残余財産分配優先権が残ると仮定すると、AIAオーロラLLCが保有するグローバル・オファリング直後の全

ての当社普通株式は分配要求の対象となり得る（AIAオーロラLLCが、グローバル・オファリング直後に当社普通株式

6,186,586,201株を保有していると仮定した場合（売出規模調整オプション及びオーバーアロットメント・オプションが

行使されないと仮定した場合）且つ売出価格の中間値（19.03香港ドル）を平均最終売値として使用した場合。）。FRBNY

は、分配要求の行使によりFRBNYに分配された当社普通株式の全てを、当該分配と同時に売却する。FRBNYは、AIG又はAIAオー

ロラLLCが「第一部　証券情報－第４－２　ロックアップ」に記載されているロックアップに違反することとなるような方

法で、分配要求の権利を行使しないことに合意している。さらに、AIAオーロラLLCの優先投資持分が2013年12月１日までに

全額償還されない場合には、過半数優先投資主は、保有するAIAオーロラLLCの優先投資持分に付随するその時点で未払の残

余財産分配優先権の減額に関し、類似の権利を行使することができる。

（後　略）

 

５【経営上の重要な契約等】

＜訂正前＞

重要な契約についての概要

　当社は、香港目論見書の日付の直前２年間に、重要な又は重要なものとなる可能性のある下記の契約（通常の業務過程に

おいて締結する契約を除く。）を締結している。

（ａ）AIGグローバル・サービシズ（マレーシア）SDN. BHD.及びアメリカン・インターナ
ショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッド（シンガポール支店）の間の、AIGグロー
バル・サービシズ（マレーシア）がAIAシンガポールに対して特定の共有サービスを提供する
ことに同意した、2009年１月８日付の暫定サービス契約

（ｂ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー（オーストラリア）リ
ミテッド、ウエストパック・フィナンシャル・サービシズ・グループ・リミテッド、セント・
ジョージ・バンク・リミテッド及びセント・ジョージ・ライフ・リミテッドの間の、2008年７月
31日に締結された提携契約を当事者らが解約し終了した、2009年４月９日付の終了及び免責に関
する証書

（ｃ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッド及びアメ
リカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー（オーストラリア）リミテッドの
間の、アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドがアメリカ
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ン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー（オーストラリア）リミテッドの利益
となるよう一定の補償義務を負った、2009年２月28日付の免責保証契約

（ｄ）AIAタカフル・インターナショナルBHD及びエイジアン・イスラミック・インベストメ
ント・マネジメントSDN BHDの間の、エイジアン・イスラミック・インベストメント・マネジ
メントSDN BHDがAIAタカフル・インターナショナルBHDの利益のために投資運用者として行
動することを約束する、2009年４月21日付の投資運用契約

（ｅ）AIGグローバル・サービシズ（マレーシア）SDN. BHD.、AIAシェアード・サービシズ
SDN. BHD. 及びアメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッド
（シンガポール支店）の間の、アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー
・リミテッド（シンガポール支店）がAIGグローバル・サービシズ（マレーシア）SDN. BHD. 
に対してそれまでに提供した共有サービスについての責任をAIAシェアード・サービシズSDN.
BHD.が負った、2009年８月29日付の更改証書

（ｆ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッド、アメリカ
ン・ライフ・インシュアランス・カンパニー及びアメリカン・インターナショナル・グループ
・インクの間で締結された、アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・
リミテッドがフィリピン・アメリカン・ライフ・アンド・ジェネラル・インシュアランス・カ
ンパニーの全発行済株式資本を総額27,962,420,342.60フィリピン・ペソの対価にてアメリカン・
インターナショナル・グループ・インクから取得した、2009年８月24日付の株式買取契約

（ｇ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドがアメリ
カン・ライフ・インシュアランス・カンパニーから取得したフィリピン・アメリカン・ライフ
・アンド・ジェネラル・インシュアランス・カンパニーの全発行済株式資本の対価として、AIA
が2009年11月３日付でアメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニーに対して発行した
元本金額27,962,420,342.60フィリピン・ペソの約束手形

（ｈ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッド及びアメ
リカン・ライフ・インシュアランス・カンパニーの間の、アメリカン・ライフ・インシュアラン
ス・カンパニーがフィリピン・アメリカン・ライフ・アンド・ジェネラル・インシュアランス
・カンパニーの発行済普通株式199,560,522株を総額27,962,420,342.60フィリピン・ペソの対価に
てAIAに売却した、2009年11月３日付の売買完了契約書

（ｉ）フィリピン・アメリカン・ライフ・アンド・ジェネラル・インシュアランス・カンパ
ニーの全発行済株式資本に付される議決権に関する、アメリカン・インターナショナル・アシュ
アランス・カンパニー・リミテッドを名宛人とする、アメリカン・インターナショナル・アシュ
アランス・カンパニー・リミテッドとアメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニーと
の間の2009年11月３日付の議決権信託契約

（ｊ）フィリピン・アメリカン・ライフ・アンド・ジェネラル・インシュアランス・カンパ
ニーの全発行済株式資本に付された全ての権利、権原及び権益をアメリカン・インターナショナ
ル・グループ・インクがアメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リ
ミテッドに対して譲渡した、アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・
リミテッドとアメリカン・インターナショナル・グループ・インクとの間の2009年11月３日付
の譲渡契約

（ｋ）2009年11月３日付でアメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・
リミテッドがアメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニーに対して発行した元本金額
27,962,420,342.60フィリピン・ペソの約束手形についての及びこれに基づく全ての権利、権原、利
益及び権益をアメリカン・インターナショナル・グループ・インクに対して譲渡した、アメリカ
ン・ライフ・インシュアランス・カンパニーと、アメリカン・インターナショナル・グループ・
インクとの間の2009年11月３日付の譲渡契約

（ｌ）元本金額27,962,420,342.60フィリピン・ペソの約束手形についての及びこれに基づく全て
の権利、権原、利益及び権益をアメリカン・インターナショナル・グループ・インクからAIGラ
イフ・ホールディングス（インターナショナル）LLCに対して2009年11月３日付で譲渡した、ア
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メリカン・インターナショナル・グループ・インクとAIGライフ・ホールディングス（イン
ターナショナル）LLCとの間の2009年11月３日付の譲渡契約

（ｍ）元本金額27,962,420,342.60フィリピン・ペソの約束手形についての及びこれに基づく全て
の権利、権原、利益及び権益がAIGライフ・ホールディングス（インターナショナル）LLCから
アメリカン・インターナショナル・リインシュアランス・カンパニー・リミテッドに対して
2009年11月３日付で譲渡された、AIGライフ・ホールディングス（インターナショナル）LLCと
アメリカン・インターナショナル・リインシュアランス・カンパニー・リミテッドとの間の
2009年11月３日付の譲渡契約

（ｎ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドが2009年
11月３日付で発行した13,963,972,653米ドルの約束手形に基づく全ての負債及び債務について、
アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドが免除及び免責
された、アメリカン・インターナショナル・リインシュアランス・カンパニー・リミテッドとア
メリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドとの間の2009年11
月３日付の免責証書

（ｏ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドを受益者
とする、アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドとセザー
ル・A.・ブエナベントゥーラとの間の2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｐ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドを受益者
とする、アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドとレナル
ド・C.・センテーノとの間の2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｑ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドを受益者
とする、アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドとオマー
ル・T.・クルーズとの間の2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｒ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドを受益者
とする、アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドとホセ・
L.・キュイザ・ジュニアとの間の2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｓ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドを受益者
とする、アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドとフラン
シス・G.・エストラーダとの間の2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｔ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドを受益者
とする、アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドとリカル
ド・J.・ロムロとの間の2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｕ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドを受益者
とする、アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドとワシン
トン・Z.・サイシップとの間の2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｖ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドを受益者
とする、アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドとエドマ
ンド・セー・ウィン・ツェとの間の2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｗ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドを受益者
とする、アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドとマーク
・ウィルソンとの間の2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｘ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドを受益者
とする、アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドとトレ
バー・ブルとの間の2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受
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（ｙ）アメリカン・インターナショナル・グループ・インク、アメリカン・インターナショナル
・リインシュアランス・カンパニー・リミテッド及び当社の間で締結され、これに基づき当社が
アメリカン・インターナショナル・リインシュアランス・カンパニー・リミテッドから総額
13,963,972,653米ドルの対価にてアメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパ
ニー・リミテッドの全発行済株式資本を取得した、2009年11月24日付の株式買取契約

（ｚ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドの全発行
済株式資本を当社が取得することの対価として、当社が2009年11月30日付でアメリカン・イン
ターナショナル・リインシュアランス・カンパニー・リミテッドに対して発行した元本金額
13,963,972,653米ドルの約束手形

（aa）当社がアメリカン・インターナショナル・リインシュアランス・カンパニー・リミテッ
ドに対して2009年11月30日付で発行した13,963,972,653米ドルの約束手形に基づく当社の債務を
消滅及び免除することについての対価の一部として、当社が2009年11月30日付でAIAオーロラ
LLCに対して発行した元本金額50,000,000米ドルの約束手形

（bb）AIAオーロラLLCが当社の株式資本12,000,000,000株を引き受けることに同意し、当社がこ
れをAIAオーロラLLCに対して発行し割り当てることに同意した、当社とAIAオーロラLLCとの
間で締結された2009年11月30日付の引受合意書

（cc）2009年11月30日付で当社がアメリカン・インターナショナル・リインシュアランス・カ
ンパニー・リミテッドに対して発行した13,963,972,653米ドルの約束手形がAIAオーロラLLCに
対して譲渡される、AIAオーロラLLCとアメリカン・インターナショナル・リインシュアランス
・カンパニー・リミテッドとの間で締結された2009年11月30日付の譲渡証書

（dd）当社がアメリカン・インターナショナル・リインシュアランス・カンパニー・リミテッ
ドに対して2009年11月30日付で発行した13,963,972,653米ドルの約束手形に基づく全ての負債及
び債務を、当社が免除及び免責された、当社とAIAオーロラLLCとの間で締結された2009年11月
30日付の免責証書

（ee）アメリカン・インターナショナル・グループ・インクとAIAグループとの間の全ての契
約、合意及びその他の協定は相互に対等な条件で締結されることが合意された、アメリカン・イ
ンターナショナル・グループ・インクと当社との間で締結された2009年11月30日付の分離書簡
契約

（ff）特定の商標及びドメイン名の移転及び譲渡について合意された、アメリカン・インターナ
ショナル・グループ・インクとアメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパ
ニー・リミテッドとの間で締結された2009年11月30日付の商標及びドメイン名移転契約

（gg）特定の知的財産権がアメリカン・インターナショナル・グループ・インクからAIAグ
ループに対してライセンスされた、アメリカン・インターナショナル・グループ・インクとアメ
リカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドとの間で締結された
2009年11月30日付の知的財産権ライセンス契約

（hh）AIGの特定の商標を使用する暫定ライセンスをアメリカン・インターナショナル・グ
ループ・インクがAIAグループに対して付与する、アメリカン・インターナショナル・グループ
・インクとアメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドとの
間で締結された2009年11月30日付の商標及び商号ライセンス契約

（ii）特定の知的財産権がアメリカン・インターナショナル・グループ・インクからAIAグルー
プに対してライセンスされた、アメリカン・インターナショナル・グループ・インクとアメリカ
ン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドとの間で締結された2010
年８月18日付の知的財産権ライセンス契約

（jj）チャウ・タイ・フック・ノミニー・リミテッドが388,000,000香港ドルの当社普通株式を引
き受けることに同意した、チャウ・タイ・フック・ノミニー・リミテッド、ジョイント・グロー
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バル・コーディネーター、AIAオーロラLLC及び当社の間で締結された2010年９月30日付のコー
ナーストーン投資契約

（kk）グオコ・マネジメント・カンパニー・リミテッドが250,000,000米ドル相当の香港ドルの
当社普通株式を引き受けることに同意し、グオライン・キャピタル・リミテッドが100,000,000米
ドル相当の香港ドルの当社普通株式を引き受けることに同意し、ホンレオン・アシュアランス・
ブルハドが20,000,000米ドル相当の香港ドルの当社普通株式を引き受けることに同意した、グオ
コ・マネジメント・カンパニー・リミテッド、グオライン・キャピタル・リミテッド、ホンレオ
ン・アシュアランス・ブルハド、ジョイント・グローバル・コーディネーター、AIAオーロラ
LLC及び当社の間で締結された2010年10月１日付のコーナーストーン投資契約

（ll）クンプラン・ワン・ペルサラン（ディペルバダンカン）が200,000,000米ドル相当の香港ド
ルの当社普通株式を引き受けることに同意した、クンプラン・ワン・ペルサラン（ディペルバダ
ンカン）、ジョイント・グローバル・コーディネーター、AIAオーロラLLC及び当社の間で締結
された2010年10月１日付のコーナーストーン投資契約

（mm）クウェート投資庁が1,000,000,000米ドル相当の香港ドルの当社普通株式を引き受けるこ
とに同意した、クウェート投資庁、ジョイント・グローバル・コーディネーター、AIAオーロラ
LLC及び当社の間で締結された2010年10月１日付のコーナーストーン投資契約

（nn）クウェート投資庁が200,000,000米ドル相当の香港ドルの当社普通株式を引き受けること
に同意した、ロリータ・インベストメンツ・リミテッド、ピーター・ウー・クォン・チン、ジョイ
ント・グローバル・コーディネーター、AIAオーロラLLC及び当社の間で締結された2010年10月
１日付のコーナーストーン投資契約

（oo）NWSフィナンシャル・マネジメント・サービシズ・リミテッドが388,000,000香港ドルの
当社普通株式を引き受けることに同意した、NWSフィナンシャル・マネジメント・サービシズ
・リミテッド、ジョイント・グローバル・コーディネーター、AIAオーロラLLC及び当社の間で
締結された2010年９月30日付のコーナーストーン投資契約

（pp）ウィング・トレード・インベストメンツ・リミテッドが50,000,000米ドル相当の香港ドル
の当社普通株式を引き受けることに同意した、ウィング・トレード・インベストメンツ・リミ
テッド、ホンレオン・フィナンシャル・グループ・ブルハド、ジョイント・グローバル・コー
ディネーター、AIAオーロラLLC及び当社の間で締結された2010年10月１日付のコーナーストー
ン投資契約

（qq）当社、売出株主、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び香港引受人の間で締結
された2010年（未定）日付の香港引受契約

 

関連取引

（中　略）

免除されない継続的関連取引の放棄申請

　本項の「非免除継続的関連取引」に記載される免除されない継続的関連取引に関し、香港上場規則ルール14A.07に規定さ

れる適用ある最高比率が、いずれの場合も年率５％未満となることが予想されるため、かかる取引は、独立株主の承認要件

からは免除されるが、香港上場規則ルール14A.45から14A.47に規定される報告、広告及び年次評価の要件に服する。

　上記に記載される通り、当社はこれらの免除されない継続的関連取引が継続的且つ経常的に実行されると予想している。

それゆえ当社取締役は、香港上場規則に基づく公告要件の厳密な遵守は非実際的であり、不当な負担となり、不必要な管理

費用を当社に加えるものであると考えている。

　したがって、当社は、これらの免除されない継続的関連取引に関し、香港上場規則ルール14A.35に基づく継続的関連取引に

関係する公告要件の厳密な遵守からの放棄を申請し、香港証券取引所はかかる放棄を承認した。

　しかしながら当社は、これらの継続的関連取引に関する香港上場規則ルール14A.35(1)、14A.35(2)、14A.36、14A.37、

EDINET提出書類

ＡＩＡグループ・リミテッド(E24847)

訂正有価証券届出書（通常方式）

 60/121



14A.38、14A.39及び14A.40の適用ある規定を常に遵守する。

　本項で言及される継続的関連取引について、香港目論見書の日付現在よりも、より厳しい要件を課する将来的な改正が香

港上場規則に対してなされた場合、当社はかかる新しい要件の遵守を確実なものにするために即時措置を講じる。

 

＜訂正後＞

重要な契約についての概要

　当社は、香港目論見書の日付の直前２年間に、重要な又は重要なものとなる可能性のある下記の契約（通常の業務過程に

おいて締結する契約を除く。）を締結している。

（ａ）AIGグローバル・サービシズ ― マレーシアとAIAとの間で2009年１月８日付で締結され、
2009年６月12日付の補完契約により修正され、これに基づきAIGグローバル・サービシズ ― マ
レーシアがAIAに対する団体信用保険、コール・センター及び保険契約者向けサービスに関して
６ヶ月間の試行期間（上記の補完契約により2009年８月31日まで延長された。）中、特定の共有
サービスを提供することに同意した、暫定サービス契約。AIAは、AIGグローバル・サービシズ ― 
マレーシアがサービス期間中の共有サービスの提供により負担した実費を同社に払い戻すこと
に同意した。

（ｂ）アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー（オーストラリア）リ
ミテッド、ウエストパック・フィナンシャル・サービシズ・グループ・リミテッド、セント・
ジョージ・バンク・リミテッド及びセント・ジョージ・ライフ・リミテッドの間で締結され、こ
れに基づき当事者らが2008年７月31日又はその前後に締結された特定の金融保険及び再保険
サービスに関する提携契約を解約し終了した、2009年４月９日付の終了及び免責に関する証書

（ｃ）AIAとアメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー（オーストラリ
ア）リミテッドとの間で締結され、これに基づきAIAがアメリカン・インターナショナル・ア
シュアランス・カンパニー（オーストラリア）リミテッドの運転資金の不足分を30,000,000オー
ストラリア・ドルを超えない金額までアメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カ
ンパニー（オーストラリア）リミテッドに対して補償することに同意した、2009年２月28日付の
補償証書

（ｄ）AIAタカフル・インターナショナルBHDとエイジアン・イスラミック・インベストメン
ト・マネジメントSDN BHDとの間で締結され、これに基づきエイジアン・イスラミック・イン
ベストメント・マネジメントSDN BHDがAIAタカフル・インターナショナルBHDの利益のため
に投資運用者として行動することを約束した、2009年４月21日付の投資運用契約

（ｅ）AIGグローバル・サービシズ（マレーシア）SDN. BHD.、AIAシェアード・サービシズ
SDN. BHD. 及びアメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッド
（シンガポール支店）の間で締結され、これに基づきAIAシェアード・サービシズSDN. BHD.が
、アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッド（シンガポール
支店）がAIGグローバル・サービシズ（マレーシア）SDN. BHD. に対してそれまでに提供した
共有サービスについての責任を、金銭的対価なしに負った、2009年８月１日付の更改証書

（ｆ）AIA、ALICO及びAIGの間で締結され、これに基づきAIAがフィラムライフの普通株式
199,560,522株（フィラムライフの発行済株式の約99.78％）を総額27,962,420,342.60フィリピン
・ペソの対価にてALICOから取得した、2009年８月24日付の株式買取契約

（ｇ）AIAとALICOとの間で締結され、これに基づきALICOがフィラムライフの発行済普通株式
199,560,522株（フィラムライフの発行済株式の約99.78％）を総額27,962,420,342.60フィリピン
・ペソの対価にてAIAに売却した、2009年11月３日付の売買完了証書

（ｈ）上記（ｇ）項に記載する通りAIAがALICOからフィラムライフの普通株式199,560,522株
（フィラムライフの発行済株式の約99.78％）を取得することの対価として、AIAが2009年11月３
日付でALICOに対して発行し、証書として締結された、元本金額27,962,420,342.60フィリピン・ペ
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ソの約束手形

（ｉ）AIAとALICOとの間で締結され、これに基づきALICOが金銭的対価なしにフィラムライフ
の株主としての全ての権利及び特権（議決権を含む。）を放棄することに同意した、AIAを名宛
人とする2009年11月３日付の議決権信託契約。この契約は、ALICOがフィラムライフの普通株式
199,560,522株（フィラムライフの発行済株式の約99.78％）についての及びこれに対する所有権
及び権益をAIAに売却及び移転することに同意した、上記（ｇ）項に記載する売買完了証書に
従って締結された。

（ｊ）AIAとAIGとの間で締結され、これに基づきAIGがフィラムライフの普通株式199,560,522
株（フィラムライフの発行済株式の約99.78％）に付された全ての権利、権原及び権益を、上記
（ｆ）項に記載した株式買取契約に基づくAIAからの支払を対価としてAIAに譲渡した、2009年
11月３日付の譲渡契約

（ｋ）ALICOとAIGとの間で締結され、これに基づき2009年11月３日付でAIAがALICOに対して
発行した元本金額27,962,420,342.60フィリピン・ペソの約束手形についての及びこれに基づく全
ての権利、権原、利益及び権益が、対価なしにAIGに対して譲渡された、2009年11月３日付の譲渡
証書

（ｌ）AIGとAIGライフ・ホールディングス（インターナショナル）LLCとの間で締結され、こ
れに基づき元本金額27,962,420,342.60フィリピン・ペソの約束手形についての及びこれに基づく
全ての権利、権原、利益及び権益が、対価なしにAIGからAIGライフ・ホールディングス（イン
ターナショナル）LLCに2009年11月３日付で譲渡された、2009年11月３日付の譲渡証書

（ｍ）AIGライフ・ホールディングス（インターナショナル）LLCとAIRCOとの間で締結され、
これに基づき元本金額27,962,420,342.60フィリピン・ペソの約束手形についての及びこれに基づ
く全ての権利、権原、利益及び権益が、対価なしにAIGライフ・ホールディングス（インターナ
ショナル）LLCからAIRCOに2009年11月３日付で譲渡された、2009年11月３日付の譲渡証書

（ｎ）AIRCOとAIAとの間で締結され、これに基づき、AIAがAIAの普通株式80,000,000株の
AIRCOに対する割当及び発行を対価としてALICOに対して2009年11月３日付で発行した元本金
額27,962,420,342.60フィリピン・ペソの約束手形に基づく全ての負債及び債務について、AIAが
免除及び免責された、2009年11月３日付の免責証書

（ｏ）セザール・A.・ブエナベントゥーラが、AIA並びにその承継人及び譲受人を受益者とする
信託によりフィラムライフ株式１株を保有することを引き受けた、AIAとセザール・A.・ブエナ
ベントゥーラとの間の2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｐ）レナルド・C.・センテーノが、AIA並びにその承継人及び譲受人を受益者とする信託によ
りフィラムライフ株式１株を保有することを引き受けた、AIAとレナルド・C.・センテーノとの
間の2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｑ）オマール・T.・クルーズが、AIA並びにその承継人及び譲受人を受益者とする信託により
フィラムライフ株式１株を保有することを引き受けた、AIAとオマール・T.・クルーズとの間の
2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｒ）ホセ・L.・キュイザ・ジュニアが、AIA並びにその承継人及び譲受人を受益者とする信託
によりフィラムライフ株式１株を保有することを引き受けた、AIAとホセ・L.・キュイザ・ジュ
ニアとの間の2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｓ）フランシス・G.・エストラーダが、AIA並びにその承継人及び譲受人を受益者とする信託
によりフィラムライフ株式１株を保有することを引き受けた、AIAとフランシス・G.・エスト
ラーダとの間の2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｔ）リカルド・J.・ロムロが、AIA並びにその承継人及び譲受人を受益者とする信託により
フィラムライフ株式１株を保有することを引き受けた、AIAとリカルド・J.・ロムロとの間の
2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受
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（ｕ）ワシントン・Z.・サイシップが、AIA並びにその承継人及び譲受人を受益者とする信託に
よりフィラムライフ株式１株を保有することを引き受けた、AIAとワシントン・Z.・サイシップ
との間の2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｖ）エドマンド・S.W.・ツェが、AIA並びにその承継人及び譲受人を受益者とする信託により
フィラムライフ株式１株を保有することを引き受けた、AIAとエドマンド・S.W.・ウィン・ツェ
との間の2009年11月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｗ）マーク・ウィルソンが、AIA並びにその承継人及び譲受人を受益者とする信託によりフィ
ラムライフ株式１株を保有することを引き受けた、AIAとマーク・ウィルソンとの間の2009年11
月３日付の信託宣言及び補償引受

（ｘ）トレバー・ブルが、AIA並びにその承継人及び譲受人を受益者とする信託によりフィラム
ライフ株式１株を保有することを引き受けた、AIAとトレバー・ブルとの間の2009年11月３日付
の信託宣言及び補償引受

（ｙ）AIG、AIRCO及び当社の間で締結され、これに基づき当社がAIRCOから総額13,963,972,653
米ドルの対価（下記（ｚ）項に記載する約束手形の発行により支払われた。）にてAIAの全発行
済株式資本を取得した、2009年11月24日付の株式買取契約

（ｚ）上記（ｙ）項に記載した株式買取契約に基づいて当社がAIAを取得することの対価とし
て、当社が2009年11月30日付でAIRCOに対して発行した元本金額13,963,972,653米ドルの約束手
形。この約束手形は下記（bb）項に記載する通り、その後消滅した。

（aa）AIAオーロラLLCとAIRCOとの間で締結され、これに基づき上記（ｚ）項に記載した約束
手形がAIAオーロラLLCに対して譲渡された、2009年11月30日付の譲渡証書

（bb）AIAオーロラLLCと当社との間で締結され、これに基づき当社が上記（ｚ）項に記載した
約束手形に基づく全ての負債及び債務を免除及び免責され、その結果かかる約束手形が、下記（
cc）項に記載する引受合意書に基づく当社普通株式の発行及び割当並びに下記（dd）項に記載
する約束手形の発行を対価として消滅した、2009年11月30日付の免責証書

（cc）AIAオーロラLLCと当社との間で締結され、これに基づきAIAオーロラLLCが当社普通株
式12,000,000,000株を引き受けることに同意し、当社がこれをAIAオーロラLLCに対して発行し割
り当てることに同意した、2009年11月30日付の引受合意書

（dd）当社が2009年11月30日付でAIAオーロラLLCに対して発行した元本金額50,000,000米ドル
の約束手形。2010年10月８日、本グループは、この約束手形に基づく残存元本金額50,000,000米ド
ルを免責し、その結果この約束手形は消滅した。

（ee）AIGと当社との間で締結され、これに基づきAIGとAIAグループとの間の全ての契約、合意
及びその他の協定は相互に対等な条件で締結されることが合意された、2009年11月30日付の分離
書簡契約

（ff）AIGとAIAとの間で締結され、これに基づき特定の商標及びドメイン名が金銭的対価なし
に移転及び譲渡されることが合意された、2009年11月30日付の商標及びドメイン名移転契約

（gg）AIGとAIAとの間で締結され、これに基づき、金銭的対価なしに、AIGが特定の知的財産権
をAIAグループに対してライセンスすることに同意し、AIAが特定の知的財産権をAIG及びその
関係会社にライセンスすることに同意した、2009年11月30日付の知的財産権契約

（hh）AIGとAIAとの間で締結され、これに基づきAIGがAIGの特定の商標を使用する暫定ライ
センスを金銭的対価なしにAIAグループに対して付与した、2009年11月30日付の商標及び商号ラ
イセンス契約

（ii）AIGとAIAとの間で締結され、これに基づき、AIAグループが、金銭的対価なしに、AIG又は
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その関係会社が所有する特定の知的財産を使用するライセンスを付与された、2010年８月18日付
の知的財産権ライセンス契約

（jj）チャウ・タイ・フック・ノミニー・リミテッド、ジョイント・グローバル・コーディネー
ター、AIAオーロラLLC及び当社の間で締結され、これに基づきチャウ・タイ・フック・ノミ
ニー・リミテッドが388,000,000香港ドルの売出株式を購入することに同意した、2010年９月30日
付のコーナーストーン投資契約

（kk）グオコ・マネジメント・カンパニー・リミテッド、グオライン・キャピタル・リミテッ
ド、ホンレオン・アシュアランス・ブルハド、ジョイント・グローバル・コーディネーター、AIA
オーロラLLC及び当社の間で締結され、これに基づきグオコ・マネジメント・カンパニー・リミ
テッドが250,000,000米ドル相当の香港ドルの売出株式を購入することに同意し、グオライン・
キャピタル・リミテッドが100,000,000米ドル相当の香港ドルの売出株式を購入することに同意
し、ホンレオン・アシュアランス・ブルハドが20,000,000米ドル相当の香港ドルの売出株式を購
入することに同意した、2010年10月１日付のコーナーストーン投資契約

（ll）クンプラン・ワン・ペルサラン（ディペルバダンカン）、ジョイント・グローバル・コー
ディネーター、AIAオーロラLLC及び当社の間で締結され、これに基づきクンプラン・ワン・ペ
ルサラン（ディペルバダンカン）が200,000,000米ドル相当の香港ドルの売出株式を購入するこ
とに同意した、2010年10月１日付のコーナーストーン投資契約

（mm）クウェート投資庁、ジョイント・グローバル・コーディネーター、AIAオーロラLLC及び
当社の間で締結され、これに基づきクウェート投資庁が1,000,000,000米ドル相当の香港ドルの売
出株式を購入することに同意した、2010年10月１日付のコーナーストーン投資契約

（nn）ロリータ・インベストメンツ・リミテッド、ピーター・ウー・クォン・チン、ジョイント
・グローバル・コーディネーター、AIAオーロラLLC及び当社の間で締結され、これに基づきロ
リータ・インベストメンツ・リミテッドが200,000,000米ドル相当の香港ドルの売出株式を購入
することに同意した、2010年10月１日付のコーナーストーン投資契約

（oo）NWSフィナンシャル・マネジメント・サービシズ・リミテッド、ジョイント・グローバ
ル・コーディネーター、AIAオーロラLLC及び当社の間で締結され、これに基づきNWSフィナン
シャル・マネジメント・サービシズ・リミテッドが388,000,000香港ドルの売出株式を購入する
ことに同意した、2010年９月30日付のコーナーストーン投資契約

（pp）ウィング・トレード・インベストメンツ・リミテッド、ホンレオン・フィナンシャル・グ
ループ・ブルハド、ジョイント・グローバル・コーディネーター、AIAオーロラLLC及び当社の
間で締結され、これに基づきウィング・トレード・インベストメンツ・リミテッドが50,000,000
米ドル相当の香港ドルの売出株式を購入することに同意した、2010年10月１日付のコーナース
トーン投資契約

（qq）当社、売出株主、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び香港引受人の間で締結
された2010年10月15日付の香港引受契約

 

関連取引

（中　略）

免除されない継続的関連取引の放棄申請

　本項の「非免除継続的関連取引」に記載される免除されない継続的関連取引に関し、香港上場規則ルール14A.07に規定さ

れる適用ある最高比率が、いずれの場合も年率５％未満となることが予想されるため、かかる取引は、独立株主の承認要件

からは免除されるが、香港上場規則ルール14A.45から14A.47に規定される報告、広告及び年次評価の要件に服する。

　上記に記載される通り、当社はこれらの免除されない継続的関連取引が継続的且つ経常的に実行されると予想している。
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それゆえ当社取締役は、香港上場規則に基づく公告要件の厳密な遵守は非実際的であり、不当な負担となり、不必要な管理

費用を当社に加えるものであると考えている。

　したがって、当社は、これらの免除されない継続的関連取引に関し、香港上場規則ルール14A.35に基づく継続的関連取引に

関係する公告要件の厳密な遵守からの放棄を申請し、香港証券取引所はかかる放棄を承認した。

　しかしながら当社は、これらの継続的関連取引に関する香港上場規則ルール14A.35(1)、14A.35(2)、14A.36、14A.37、

14A.38、14A.39及び14A.40の適用ある規定を常に遵守する。

　本項で言及される継続的関連取引について、香港目論見書の日付現在よりも、より厳しい要件を課する将来的な改正が香

港上場規則に対してなされた場合、当社はかかる新しい要件の遵守を確実なものにするために即時措置を講じる。

 

当社取締役による確認

　当社取締役（当社の独立非執行取締役を含む。）は、上記の関連取引は、一般的な取引条件に基づき且つ当社の通常及び通

例の業務過程において締結されたと理解している。また、当社取締役（当社の独立非執行取締役を含む。）は、上記の非免除

継続的関連取引は、当社の通常及び通例の業務過程において締結され、一般的な取引条件に基づき、公正妥当で当社株主全

体の利益に適っており、さらに本項の「非免除継続的関連取引」に記載されるこれらの取引の年間上限額の案は公正妥当

であると考えている。

 

ジョイント・スポンサーによる確認

　ジョイント・スポンサーは、上記の非免除継続的関連取引は、当社の通常及び通例の業務過程において締結され、一般的な

取引条件に基づき、公正妥当で当社株主全体の利益に適っており、さらに本項の「非免除継続的関連取引」に記載されるこ

れらの取引の年間上限額の案は公正妥当であると考えている。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）財務情報

＜訂正前＞

（前　略）

セグメント情報

（中　略）

全社及びその他

（中　略）

2009年５月31日に終了した６ヶ月間と2010年５月31日に終了した６ヶ月間との比較

　全社及びその他を構成するのは、AIAグループの企業機能、共有サービス及びグループ内の取引の削減である。全社及

びその他は、当社のAIG株式の大部分を保有している。

　2010年度上半期の投資収入（投資関連契約に関する投資収入を除く。）は、2009年度の純費用が10百万米ドルであっ

たのに対し、純費用３百万米ドルであった。これは、同期間中の全社及びその他に帰属する受取利息が増加したことに

よる。

（中　略）

2007年11月30日に終了した事業年度と2008年11月30日に終了した事業年度との比較

（中　略）

　営業費用は、当社の報告セグメントに対して請求されたグループ内のコーポレート・サービス手数料控除後の額が

報告されている。2008年度の営業費用は、AIAグループ内の請求費用の基礎の改善により2007年度の148百万米ドルか

ら29.7％減少し、104百万米ドルとなった。営業損失は、2007年の99百万米ドルから18.2％減少し、81百万米ドルとなっ

た。これは主として、営業費用の削減により一部相殺された投資収入の減少によるものである。

（中　略）

AIAグループ特有の資本及び規制上の命令

（中　略）

香港保険業監理処

　AIA又はAIAバミューダ（これらの全ての支店を含む。）に対して必要に応じて以下を遵守することを要求する2008

年９月17日付の書簡（以下「第35条命令」という。）が保険局からAIA及びAIAバミューダそれぞれに対して出され

た。

（中　略）

　第35条命令においては、「特定の者」は保険会社の支店、取締役、支配株主及び関連会社又はグループ会社を含むが

これらに限られない。

　第35条命令は、特に、AIA及びAIAバミューダが特定の者との間で行うことができる資本関係取引等を制限している。

したがって、第35条命令により、保険局の書面による事前の同意を得ずに、AIA及びAIAバミューダがそれぞれの親会社

に対して配当金を支払うことは制限され、また関係会社間サービス報酬の支払等、特定の者との間で関係会社間取引

を行うことは制限されている。

　さらにAIA及びAIAバミューダに対する2008年９月18日付の書簡により、保険局は、AIA及びAIAバミューダが保険局の

書面による事前の同意を得ずに、両社の株主総会又は両社の親会社の株主総会で議決権の15％以上を行使する新たな

統括者を取得しないことを要求している。

　保険業監理処は、「第二部－第２－３　事業の内容－(３)　監督及び規制－規制体系―香港－第35条命令」に記載さ

れる約束のために香港証券取引所における当社普通株式の取引初日に、第35条命令が撤回される予定であることを当

社に通知している。とりわけ、第35条命令の撤回により、当社は本項の「配当政策」に記載されるグローバル・オファ

リング後の配当金支払方針を実施すること等が可能となる。
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（中　略）

債務

（中　略）

2010年５月31日より後における流動性及び負債状況の変動

　2010年８月31日現在、当社の現金及び現金同等物は3,062百万米ドルであった。2010年８月31日現在、AIAグループの

借入金残高は、主に銀行借入残高の増価及び当座借越を反映し、711百万米ドルであった。

 

業務上の借入金

（中　略）

・2010年５月31日現在、AIAグループ・リミテッド株主に帰属する資本合計の割合としてのAIA
グループの業務上の借入の比率は8.2％まで増加したが、これは主に買戻契約に基づく債務の増
加（2009年11月30日現在の284百万米ドルに対して2010年５月31日現在670百万米ドル）による
ものである。同じ期間中、AIAグループ・リミテッド株主に帰属する資本合計は、2009年11月30日
現在の14,908百万米ドルに対して2010年５月31日現在16,547百万米ドルまで増加したが、これは
2010年度上半期に配当金の分配が行われなかったこと及び売却可能金融商品に関する公正価値
準備金が増加したことによる。

 

偶発事象

（中　略）

　当社は、オーストラリアの住宅モーゲージを対象とした住宅モーゲージ信用再保険契約における再保険会社である。

法律の改定により、当該契約に基づく追加の出再は2008年７月に終了し、この再保険はAIGの子会社に全額出再（再々

保険）された。当社は相手方相手である再々保険の引受保険会社が債務を引き受けることができない場合、損失リス

クにさらされる。再保険契約に関連したモーゲージ・ローンの元本の残高は、2010年５月31日現在約2,977百万米ドル

（2009年11月30日現在3,588百万米ドル、2008年11月30日現在3,147百万米ドル、2007年11月30日現在4,507百万米ド

ル）であった。これらの契約により発生する負債及び関連する再保険資産は、2010年５月31日現在総額15百万米ドル

（2009年11月30日現在24百万米ドル、2008年11月30日現在32百万米ドル、2007年11月30日現在31百万米ドル）であり、

当社の会計方針に従って、総額ベースで表示されている。当社は当該契約の条項により、2010年５月31日現在の残高の

全額を再々保険の引受保険会社から回収することを見込んでいる。一方の当事者の支配関係に変更がある場合には、

他方当事者が再々保険を解約する権利を有し、AIGグループはランオフ基準又はクリーンカット基準のいずれかによ

る解約を選択する。

　当社は、主に1970年代及び1980年代に引き受けた損害保険の再保険及び再々保険を提供している。2009年11月30日に

終了した３年間及び2010年５月31日までの期間において、通知された重大な保険金請求はないため、当社は今後重大

な負債は発生しないと考えている。AIAバミューダがAIAグループに移転された際、AIAバミューダの元の所有者である

AIRCOは、2009年２月28日より前にAIAバミューダのバミューダ事業所が引き受けた保険により発生し2010年11月１日

より前になされた保険金請求に関して、損失に対する無制限の補償をAIAに提供している。

　2010年５月31日現在、当社は、元本保証及び債務保証を約２百万米ドル、並びに累積価額か約1,282百万米ドル（2009

年11月30日現在1,260百万米ドル、2008年11月30日現在1,232百万米ドル、2007年11月30日現在1,272百万米ドル）であ

る年金基金の受益権保有者に対して０％から５％の範囲の最低収益率を保証する契約を締結している。当社は、該当

する監督機関の承認を得ることを条件に、保証収益率を引き下げることができる。

（中　略）

配当政策

（中　略）
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　AIGは、AIGが直接的又は間接的にAIAグループ・リミテッドの法定又は実質持分をAIAグループ・リミテッドの発行

済株式資本の10％を超えて保有する間、AIAグループ・リミテッドのAIGの持分を保有し、またAIGによって支配されて

いるAIGグループのメンバーが、株主投票においてAIAグループ・リミテッドの株主に対する配当分配について票を投

じないことをAIGが保証する旨、保険局に約束をした。このAIGによる約束に関する詳細は「第二部－第２－３　事業の

内容－(３)　監督及び規制－規制体系－第35条に基づく命令」を参照のこと。

（中　略）

不動産権

　2010年８月31日現在、当社は、14の法域において合計547の不動産賃借権を保有し、合計133の不動産を所有していた。

2010年８月31日現在、当社の不動産権の市場価値総額は2,634百万米ドルであったが、これは当社の資産合計の３％に

満たない。また、当社の不動産権の価値総額の90％超は10の建物、すなわち香港所在のAIAセントラル、香港のヘッドラ

ンド・ロード所在の不動産、香港所在のAIAビルディング、シンガポール所在のAIAタワー、シンガポール所在のAIAア

レクサンドラ、シンガポール所在のAIAタンピン、マレーシア所在のメナラAIA・アンド・チャーティス・ハウス、フィ

リピン所在のフィラムライフ・タワー、タイ所在のラチャダピセーク・ランド・プロット及びタイ所在のセント・ル

イス・ランド・プロットに帰する。

（中　略）

正味有形固定資産

（中　略）

（２）当社普通株式１株当たり正味有形固定資産価値は、2010年５月31日現在における発行済株
式数12,044百万株を前提として算定した。

（中　略）

2010年11月30日に終了する事業年度に係る利益予測

（中　略）

基準及び前提条件

（中　略）

　除外された営業外項目は本グループの純利益の重要な構成要素であるが、本グループは、連結営業利益及びAIAグ

ループ・リミテッド株主に帰属する税引後営業利益の公開は、業績及び事業セグメントの理解度及び比較可能性を高

めると考えている。本グループは、その多くが市場要因に大きく依存している営業外項目の流動的な影響のないほう

が、傾向を明確に確認することができると考えている。

（後　略）

 

＜訂正後＞

（前　略）

セグメント情報

（中　略）

全社及びその他

（中　略）

2009年５月31日に終了した６ヶ月間と2010年５月31日に終了した６ヶ月間との比較

　全社及びその他を構成するのは、AIAグループの企業機能、共有サービス及びグループ内の取引の削減である。全社及
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びその他は、当社のAIG株式の大部分を保有している。

　2010年度上半期の投資収入（投資関連契約に関する投資収入を除く。）は、2009年度上半期の純費用が10百万米ドル

であったのに対し、純費用３百万米ドルであった。これは、同期間中の全社及びその他に帰属する受取利息が増加した

ことによる。

（中　略）

2007年11月30日に終了した事業年度と2008年11月30日に終了した事業年度との比較

（中　略）

　営業費用は、当社の報告セグメントに対して請求されたグループ内のコーポレート・サービス手数料控除後の額が

報告されている。2008年度の営業費用は、AIAグループ内の請求費用の基礎の改善により2007年度の148百万米ドルか

ら29.7％減少し、104百万米ドルとなった。2008年度の営業損失は、2007年の99百万米ドルから18.2％減少し、81百万米

ドルとなった。これは主として、営業費用の削減により一部相殺された投資収入の減少によるものである。

（中　略）

AIAグループ特有の資本及び規制上の命令

（中　略）

香港保険業監理処

　AIA又はAIAバミューダ（これらの全ての支店を含む。）に対して必要に応じて以下を遵守することを要求する2008

年９月17日付の書簡（以下「第35条隔離命令」という。）が保険局からAIA及びAIAバミューダそれぞれに対して出さ

れた。

（中　略）

　第35条隔離命令においては、「特定の者」は保険会社の支店、取締役、支配株主及び関連会社又はグループ会社を含

むがこれらに限られない。

　第35条隔離命令は、特に、AIA及びAIAバミューダが特定の者との間で行うことができる資本関係取引等を制限してい

る。したがって、第35条隔離命令により、保険局の書面による事前の同意を得ずに、AIA及びAIAバミューダがそれぞれ

の親会社に対して配当金を支払うことは制限され、また関係会社間サービス報酬の支払等、特定の者との間で関係会

社間取引を行うことは制限されている。

　さらにAIA及びAIAバミューダに対する2008年９月18日付の書簡（以下「第35条統括者命令」という。）により、保険

局は、AIA及びAIAバミューダが保険局の書面による事前の同意を得ずに、両社の株主総会又は両社の親会社の株主総

会において単独で若しくは関連会社とともに又は議決権行使代理人を通じて議決権の15％以上を行使する（又は行

使を支配する）権利のある新たな統括者を取得しないことを要求している。

　保険局は、「第二部－第２－３　事業の内容－(３)　監督及び規制－規制体系―香港－第35条命令」に記載される約

束のために香港証券取引所における当社普通株式の取引初日に、第35条隔離命令が撤回される予定であることを当社

に通知している。とりわけ、第35条隔離命令の撤回により、当社は本項の「配当政策」に記載されるグローバル・オ

ファリング後の配当金支払方針を実施すること等が可能となる。保険局はまた、「第二部－第２－３　事業の内容－

(３)　監督及び規制－規制体系―香港－第35条命令」に記載の通り、第35条統括者命令を変更する。

（中　略）

債務

（中　略）

2010年５月31日より後における流動性及び負債状況の変動

　2010年８月31日現在、買戻契約に基づく借入金残高及び債務残高は約1,369百万米ドルであった。2010年８月31日現

在、当社の現金及び現金同等物は3,062百万米ドルであった。2010年８月31日現在、AIAグループの借入金残高は、主に

銀行借入残高の増価及び当座借越を反映し、711百万米ドルであった。2010年８月31日現在、帳簿価額が758百万米ドル

で公正価格が1,556百万米ドルである不動産並びに現金及び現金同等物66百万米ドルが銀行借入の担保に供されてい

る。
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業務上の借入金

（中　略）

・2010年５月31日現在、AIAグループ・リミテッド株主に帰属する資本合計の割合としてのAIA
グループの業務上の借入の比率は8.2％まで増加したが、これは主に買戻契約に基づく債務の増
加（2009年11月30日現在の284百万米ドルに対して2010年５月31日現在670百万米ドル）による
ものである。同じ期間中、AIAグループ・リミテッド株主に帰属する資本合計は、2009年11月30日
現在の14,908百万米ドルに対して2010年５月31日現在16,547百万米ドルまで増加したが、これは
2010年度上半期に配当金の分配が行われなかったこと及び売却可能金融商品に関する公正価値
準備金が増加したことによる。

・業務上の借入金は、2010年５月31日付で1,364百万米ドルだったが、2010年８月31日現在1,369百
万米ドルに増加した。

 

偶発事象

（中　略）

　当社は、オーストラリアの住宅モーゲージを対象とした住宅モーゲージ信用再保険契約における再保険会社である。

法律の改定により、当該契約に基づく追加の出再は2008年７月に終了し、この再保険はAIGの子会社に全額出再（再々

保険）された。当社は相手方相手である再々保険の引受保険会社が債務を引き受けることができない場合、損失リス

クにさらされる。再保険契約に関連したモーゲージ・ローンの元本の残高は、2010年８月31日現在約2,899百万米ドル

（2010年５月31日現在2,977百万米ドル、2009年11月30日現在3,588百万米ドル、2008年11月30日現在3,147百万米ド

ル、2007年11月30日現在4,507百万米ドル）であった。これらの契約により発生する負債及び関連する再保険資産は、

2010年８月31日現在総額13百万米ドル（2010年５月31日現在15百万米ドル、2009年11月30日現在24百万米ドル、2008

年11月30日現在32百万米ドル、2007年11月30日現在31百万米ドル）であり、当社の会計方針に従って、総額ベースで表

示されている。当社は当該契約の条項により、2010年８月31日現在の残高の全額を再々保険の引受保険会社から回収

することを見込んでいる。一方の当事者の支配関係に変更がある場合には、他方当事者が再々保険を解約する権利を

有し、AIGグループはランオフ基準又はクリーンカット基準のいずれかによる解約を選択する。

　当社は、主に1970年代及び1980年代に引き受けた損害保険の再保険及び再々保険を提供している。2009年11月30日に

終了した３年間及び2010年８月31日までの期間において、通知された重大な保険金請求はないため、当社は今後重大

な負債は発生しないと考えている。AIAバミューダがAIAグループに移転された際、AIAバミューダの元の所有者である

AIRCOは、2009年２月28日より前にAIAバミューダのバミューダ事業所が引き受けた保険により発生し2010年11月１日

より前になされた保険金請求に関して、損失に対する無制限の補償をAIAに提供している。

　2010年８月31日現在、当社は、元本保証及び債務保証を約1.8百万米ドル、並びに累積価額か約1,298百万米ドル（

2010年５月31日現在1,282百万米ドル、2009年11月30日現在1,260百万米ドル、2008年11月30日現在1,232百万米ドル、

2007年11月30日現在1,272百万米ドル）である年金基金の受益権保有者に対して０％から５％の範囲の最低収益率を

保証する契約を締結している。当社は、該当する監督機関の承認を得ることを条件に、保証収益率を引き下げることが

できる。

（中　略）

配当政策

（中　略）

　AIGは、AIGが直接的又は間接的にAIAグループ・リミテッドの法定又は実質持分をAIAグループ・リミテッドの発行

済株式資本の10％を超えて保有する間、AIAグループ・リミテッドのAIGの持分を保有するか、又はAIGがAIAグループ

・リミテッドの総会において議決権の10％以上を行使若しくは支配する権利を直接若しくは間接的に有し、またAIG

によって支配されているAIGグループのメンバーが、株主投票においてAIAグループ・リミテッドの株主に対する配当

分配について票を投じないことをAIGが保証する旨、保険局に約束をした。このAIGによる約束に関する詳細は「第二

部－第２－３　事業の内容－(３)　監督及び規制－規制体系－第35条命令」を参照のこと。

（中　略）
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不動産権

　2010年８月31日現在、当社は、14の法域において合計547の不動産賃借権を保有し、合計133の不動産を所有していた。

2010年８月31日現在、当社の不動産権の市場価値総額は2,634百万米ドルであったが、これは当社の資産合計の３％に

満たない。また、当社の不動産権の価値総額の90％超は10の建物、すなわち香港所在のAIAセントラル、香港のヘッドラ

ンド・ロード所在の不動産、香港所在のAIAビルディング、シンガポール所在のAIAタワー、シンガポール所在のAIAア

レクサンドラ、シンガポール所在のAIAタンピン、マレーシア所在のメナラAIA・アンド・チャーティス・ハウス、フィ

リピン所在のフィラムライフ・タワー、タイ所在のラチャダピセーク・ランド・プロット及びタイ所在のセント・ル

イス・ランド・プロットに帰する。

　以下の表は、2010年８月31日現在のAIAグループの不動産権の総額を、シービー・リチャードエリスの不動産評価報

告書で言及されている2010年５月31日現在の価値と突き合わせたものである。

 

 単位：百万米ドル

2010年５月31日現在のAIAグループの不動産権の正味帳簿価額 1,157

2010年８月31日に終了した３ヶ月間における変動 -

取得 56

売却 (1)

減価償却 (4)

振替 -

為替変動額 12

2010年８月31日現在の正味帳簿価額 1,220

2010年８月31日現在の正味帳簿価額を超える評価額 1,529

シービー・リチャードエリスの不動産評価報告書で言及されている
2010年８月31日現在の評価

2,749

（中　略）

正味有形固定資産

（中　略）

（２）当社普通株式１株当たり正味有形固定資産価値は、2010年５月31日現在における発行済株
式数12,044,000,001株を前提として算定した。

（中　略）

2010年11月30日に終了する事業年度に係る利益予測

（中　略）

基準及び前提条件

（中　略）

　除外された営業外項目は本グループの連結純利益の重要な構成要素であるが、本グループは、連結営業利益及びAIA

グループ・リミテッド株主に帰属する税引後営業利益の公開は、業績及び事業セグメントの理解度及び比較可能性を

高めると考えている。本グループは、その多くが市場要因に大きく依存している営業外項目の流動的な影響のないほ

うが、傾向を明確に確認することができると考えている。

（後　略）

 

（３）保険数理コンサルタント報告書（以下「本報告書」という。）

＜訂正前＞
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タワーズワトソン Suite 2106-8, Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai, 香港
中国
 
電話：+852 2593 4588
towerswatson.com

米国、ペンシルベニア州で設立されたタワーズ・ワトソングループの有限責任会社であるタワーズ・ワトソン・ペンシルベニア・インク

親展

 

［日付］

（中　略）

保険数理コンサルタント報告書

（中　略）

7.　タワーズワトソンの評価

（中　略）

7.2　評価の前提条件

　2010年５月31日現在のエンベディッド・バリュー及び2010年５月31日に先立つ12ヶ月間の新規契約高を算定するた

めに使用された営業上の前提条件は、営業上の、過去及び現在の実績並びに将来の予測統計データを考慮して、該当す

る本ビジネス・ユニットにより選定されている。経済上の前提条件は、評価日現在における経済状態に関して設定さ

れている。我々の審査には、AIAグループにより設定された前提条件設定ガイドラインの各本ビジネス・ユニットによ

る遵守状況の評価、選定された営業上の前提条件が基礎となる算定結果調査の結果及び将来の見通しを踏まえて妥当

であるか否かの判断、並びにAIAグループの全体的なエンベディッド・バリュー及び新規契約高における個別の本ビ

ジネス・ユニットの算定結果の重要性の評価が含まれる。我々の作業範囲には、2008年12月１日から2009年５月31日

までの６ヶ月間及び2010年６月１日から2010年８月31日までの３ヶ月間における新規契約高を決定するために使用

された前提条件の審査が含まれていなかった。

　本ビジネス・ユニットは、各領域内における「最も可能性が高い」将来の統計データに関する観点から財務予測を

策定しているが、実際の将来の算定結果は予測と異なるものになると認識しておくべきである。そのため、我々は、本

報告書の読者に対し、各前提条件の重要度の評価、及び代替的な前提条件を使用した結果として価値に生じる潜在的

影響の評価のため、提示されたセンシティビティ・テストの結果を検討することを推奨する。

（中　略）

付属書類A－算定結果

（中　略）

 

表A.7

AIAグループの四半期別の新規契約高の概要

（単位：百万米ドル）

  
リスク割引率による新規契約高
（必要資本維持費用控除後）

四半期  低  中  高

2009年８月31日に終了した３ヶ月間  209 144 95

2009年11月30日に終了した３ヶ月間  241 170 118

2010年２月28日に終了した３ヶ月間  204 151 111
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2010年５月31日に終了した３ヶ月間  211 152 109

前年度の価額       

2009年２月28日に終了した３ヶ月間  141 95 63

2009年５月31日に終了した３ヶ月間  194 136 95

 

　表A.8は、AIAグループの四半期ごとの年換算新規契約保険料及び新規契約利益率を示したものである。新規契約利益

率とは、企業年金契約を除く新規契約高の年換算新規契約保険料に対する比率を％で表示したものである。

 

表A.8

AIAグループの四半期別の年換算新規契約保険料及び新規契約利益率の概要（単位：百万米ド
ル）

四半期  リスク割引率による新規契約利益率

  

年換算新規
契約保険料
（注１）  低  中  高

2009年８月31日に終了した３ヶ月間 552 37％ 26％ 17％

2009年11月30日に終了した３ヶ月間 553 43％ 30％ 21％

2010年２月28日に終了した３ヶ月間 437 46％ 34％ 25％

2010年５月31日に終了した３ヶ月間 450 46％ 34％ 24％

前年度の価額         

2009年２月28日に終了した３ヶ月間 355 38％ 25％ 16％

2009年５月31日に終了した３ヶ月間 418 45％ 31％ 22％

__________________

（注１）企業年金契約を除く。

（中　略）
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表A.10

2010年８月31日に終了した３ヶ月間における年換算新規契約保険料及び新規契約利益率

（単位：百万米ドル）

本ビジネス・ユニット  

新規契約高
（必要資本
維持費用
控除後）  

企業年金
を除く新
規契約高  

年換算
新規契約
保険料
（注１）  

新規契約
利益率
（注２）

AIA香港  45 44 100 44％

AIAタイ  48 48 107 45％

AIAシンガポール  25 25 75 35％

AIAマレーシア  10 10 29 36％

AIA中国  18 18 49 36％

AIA韓国  12 12 63 19％

その他の市場  24 24 83 28％

合計（グループ事務費控除前。現地の法
定基準）

 182 181 503 36％

香港の準備金要件及び自己資本要件を
反映した調整額

 (12) (12)    

税引後グループ事務費  (10) (10)    

合計  160 159 503 32％

（後　略）

 

＜訂正後＞

タワーズワトソン Suite 2106-8, Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai, 香港
中国
 
電話：+852 2593 4588
towerswatson.com

米国、ペンシルベニア州で設立されたタワーズ・ワトソングループの有限責任会社であるタワーズ・ワトソン・ペンシルベニア・インク

親展

 

2010年10月18日

（中　略）

保険数理コンサルタント報告書

（中　略）

7.　タワーズワトソンの評価

（中　略）

7.2　評価の前提条件

　2010年５月31日現在のエンベディッド・バリュー及び2010年５月31日に先立つ12ヶ月間の新規契約高を算定するた

めに使用された営業上の前提条件は、営業上の、過去及び現在の実績並びに将来の予測統計データを考慮して、該当す

る本ビジネス・ユニットにより選定されている。経済上の前提条件は、評価日現在における経済状態に関して設定さ

れている。我々の審査には、AIAグループにより設定された前提条件設定ガイドラインの各本ビジネス・ユニットによ

る遵守状況の評価、選定された営業上の前提条件が基礎となる算定結果調査の結果及び将来の見通しを踏まえて妥当

であるか否かの判断、並びにAIAグループの全体的なエンベディッド・バリュー及び新規契約高における個別の本ビ

ジネス・ユニットの算定結果の重要性の評価が含まれる。我々の作業範囲には、2008年12月１日から2009年５月31日

までの６ヶ月間及び2010年６月１日から2010年８月31日までの３ヶ月間における新規契約高を決定するために使用
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された前提条件の審査が含まれていなかった。但し、2009年５月31日までの６ヶ月間における新規契約高について使

用された経済上及び営業上の前提条件は2009年11月30日までの６ヶ月間における新規契約高を決定するために使用

された前提条件と同一のものである。

　本ビジネス・ユニットは、各領域内における「最も可能性が高い」将来の統計データに関する観点から財務予測を

策定しているが、実際の将来の算定結果は予測と異なるものになると認識しておくべきである。そのため、我々は、本

報告書の読者に対し、各前提条件の重要度の評価、及び代替的な前提条件を使用した結果として価値に生じる潜在的

影響の評価のため、提示されたセンシティビティ・テストの結果を検討することを推奨する。

（中　略）

付属書類A－算定結果

（中　略）

表A.7

AIAグループの四半期別の新規契約高の概要

（単位：百万米ドル）

  
リスク割引率による新規契約高
（必要資本維持費用控除後）

四半期  低  中  高

2009年８月31日に終了した３ヶ月間  209 144 95

2009年11月30日に終了した３ヶ月間  241 170 118

2010年２月28日に終了した３ヶ月間  204 151 111

2010年５月31日に終了した３ヶ月間  211 152 109

前年度の価額       

2009年２月28日に終了した３ヶ月間  141 95 63

2009年５月31日に終了した３ヶ月間  194 136 95

 

　表A.8は、AIAグループの四半期ごとの年換算新規契約保険料及び新規契約利益率を示したものである。新規契約利益

率とは、企業年金契約を除く新規契約高の年換算新規契約保険料に対する比率を％で表示したものである。

 

表A.8

AIAグループの四半期別の年換算新規契約保険料及び新規契約利益率の概要（単位：百万米ド
ル）

四半期  リスク割引率による新規契約利益率

  

年換算新規
契約保険料
（注１）  低  中  高

2009年８月31日に終了した３ヶ月間 552 37％ 26％ 17％

2009年11月30日に終了した３ヶ月間 553 43％ 30％ 21％

2010年２月28日に終了した３ヶ月間 437 46％ 34％ 25％

2010年５月31日に終了した３ヶ月間 450 46％ 34％ 24％

前年度の価額         

2009年２月28日に終了した３ヶ月間 355 38％ 25％ 16％

2009年５月31日に終了した３ヶ月間 418 45％ 31％ 22％

__________________

（注１）企業年金契約を除く。

（中　略）
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表A.10

2010年８月31日に終了した３ヶ月間における年換算新規契約保険料及び新規契約利益率

（単位：百万米ドル）

本ビジネス・ユニット  

新規契約高
（必要資本
維持費用
控除後）  

企業年金
を除く新
規契約高  

年換算
新規契約
保険料
（注１）  

新規契約
利益率
（注２）

AIA香港  45 44 100 44％

AIAタイ  48 48 107 45％

AIAシンガポール  25 25 72 35％

AIAマレーシア  10 10 29 36％

AIA中国  18 18 49 36％

AIA韓国  12 12 63 19％

その他の市場  24 24 83 28％

合計（グループ事務費控除前。現地の法
定基準）

 182 181 503 36％

香港の準備金要件及び自己資本要件を
反映した調整額

 (12) (12)    

税引後グループ事務費  (10) (10)    

合計  160 159 503 32％

（後　略）

 

EDINET提出書類

ＡＩＡグループ・リミテッド(E24847)

訂正有価証券届出書（通常方式）

 76/121



第５【提出会社の状況】
 

１【株式等の状況】

（４）【大株主の状況】

＜訂正前＞

（前　略）

　当社取締役が認識する限りにおいて、グローバル・オファリング（売出規模調整オプションの行使、オーバーアロッ

トメント・オプションの行使、又はRSU制度に基づき授与されるRSU報奨の付与に基づき発行される当社普通株式若し

くは株式オプション制度に基づき授与されるオプションの行使に基づき発行される当社普通株式を考慮しない。）の

完了後直ちに、下記の者は、SFO第15部第２章及び第３章の規定に基づき当社及び香港証券取引所に対して開示する必

要のある、当社普通株式若しくは原資産株式についての持分若しくは売持（ショート・ポジション）を有するか、又

は、当社の総会においてあらゆる場合に議決権を有するいずれかのクラスの株式資本の額面金額の10％以上について

直接若しくは間接の持分を有する。

 

氏名 持分の内容

グローバル・オファ
リング直後に有する
当社普通株式数
（株）

グローバル・オファ
リング直後の当社に
ついての持分概算比

率（％）

AIAオーロラLLC（注１）法的及び実質的持分 （未定） （未定）

AIG 被支配会社についての持分 （未定） (未定）

AIGクレジット・ファシリ
ティ・トラスト（注２）

被支配会社についての持分 （未定） （未定）

注１：AIGは、AIAオーロラLLCの普通投資持分の100％を保有している。

注２：AIGクレジット・ファシリティ・トラストは、米国財務省を唯一の受益者とする
信託で、３つの独立した受託者により監視されており、シリーズC優先株式の全発
行済株式を保有する。

 

　本項に開示された場合を除き（但し、売出規模調整オプションの行使、オーバーアロットメント・オプションの行使

及びRSU制度に基づき授与されるRSU報奨の付与に基づき発行される可能性がある当社普通株式、又は株式オプション

制度に基づき授与されるオプションの行使に基づき発行される当社普通株式を考慮しない。）、当社取締役は、グロー

バル・オファリングの完了後直ちに、いずれかの他の者が、SFO第15部第２章及び第３章の規定に基づき当社及び香港

証券取引所に対して開示する必要のある、当社普通株式若しくは原資産株式についての持分若しくは売持（ショート

・ポジション）を有するか、又は、当社の総会においてあらゆる場合に議決権を有するいずれかのクラスの株式資本

の額面金額の10％以上について直接若しくは間接の持分を有し、それらのことにより香港上場規則に基づき当社の実

質株主とみなされるとは認識していない。

 

＜訂正後＞

（前　略）

　当社取締役が認識する限りにおいて、グローバル・オファリング（RSU制度に基づき授与されるRSU報奨の付与に基

づき発行される当社普通株式、又は株式オプション制度に基づき授与されるオプションの行使に基づき発行される当

社普通株式を考慮しない。）の完了後直ちに、下記の者は、SFO第15部第２章及び第３章の規定に基づき当社及び香港

証券取引所に対して開示する必要のある、当社普通株式若しくは原資産株式についての持分若しくは売持（ショート

・ポジション）を有するか、又は、当社の総会においてあらゆる場合に議決権を有するいずれかのクラスの株式資本

の額面金額の10％以上について直接若しくは間接の持分を有する。
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 AIAオーロラLLC*AIG（注１）+

AIGクレジット・
ファシリティ・
トラスト
（注２）+

グローバル・オファリングの完了直後に
直接保有される当社普通株式数

（売出規模調整オプション又はオーバー
アロットメント・オプションのいずれも

行使されない場合）

6,186,586,201*6,186,586,201+6,186,586,201+

グローバル・オファリングの完了直後の
当社の持分概算比率

（売出規模調整オプション又はオーバー
アロットメント・オプションのいずれも

行使されない場合）

51.4％ 51.4％ 51.4％

グローバル・オファリングの完了直後に
直接保有される当社普通株式数

（売出規模調整オプションのみが全て行
使され、オーバーアロットメント・オプ

ションが行使されない場合）

5,015,103,601*5,015,103,601+5,015,103,601+

グローバル・オファリングの完了直後の
当社の持分概算比率

（売出規模調整オプションのみが全て行
使され、オーバーアロットメント・オプ

ションが行使されない場合）

41.6％ 41.6％ 41.6％

グローバル・オファリングの完了直後に
直接保有される当社普通株式数

（オーバーアロットメント・オプション
のみが全て行使され、売出規模調整オプ

ションが行使されない場合）

5,307,974,201*5,307,974,201+5,307,974,201+

グローバル・オファリングの完了直後の
当社の持分概算比率

（オーバーアロットメント・オプション
のみが全て行使され、売出規模調整オプ

ションが行使されない場合）

44.1％ 44.1％ 44.1％

グローバル・オファリングの完了直後に
直接保有される当社普通株式数

（売出規模調整オプション及びオーバー
アロットメント・オプションの両方が全

て行使された場合）

3,960,769,201*3,960,769,201+3,960,769,201+

グローバル・オファリングの完了直後の
当社の持分概算比率

（売出規模調整オプション及びオーバー
アロットメント・オプションの両方が全

て行使された場合）

32.9％ 32.9％ 32.9％

 

注１：AIGは、AIAオーロラLLCの普通投資持分の100％を保有している。AIGは、当社普
通株式を直接保有しない。

注２：AIGクレジット・ファシリティ・トラストは、米国国庫を唯一の受益者とする信
託で、３つの独立した受託者により監視されており、香港目論見書の日付現在にお
いてシリーズC優先株式の全発行済株式を保有する。AIGクレジット・ファシリ
ティ・トラストは、当社普通株式を直接保有しない。

*　AIAオーロラLLCの当社普通株式に対する持分の性質は、法的及び実質的持分であ
る。

+　AIG及びAIGクレジット・ファシリティ・トラストの当社普通株式に対する持分の
性質は、各々の非支配企業に対する持分による。

　本項に開示された場合を除き（但し、RSU制度に基づき授与されるRSU報奨の付与に基づき発行される可能性がある

当社普通株式、又は株式オプション制度に基づき授与されるオプションの行使に基づき発行される当社普通株式を考
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慮しない。）、当社取締役は、グローバル・オファリングの完了後直ちに、いずれかの他の者が、SFO第15部第２章及び

第３章の規定に基づき当社及び香港証券取引所に対して開示する必要のある、当社普通株式若しくは原資産株式につ

いての持分若しくは売持（ショート・ポジション）を有するか、又は、当社の総会においてあらゆる場合に議決権を

有するいずれかのクラスの株式資本の額面金額の10％以上について直接若しくは間接の持分を有し、それらのことに

より香港上場規則に基づき当社の実質株主とみなされるとは認識していない。

 

４【役員の状況】

（１）取締役・役員

＜訂正前＞

概要

（中　略）

　以下の表は、上場日現在の当社取締役に関する情報を記載している。

 

氏名 年齢 生年月日  

マーク・エドワード・タッカー氏 52 1957年12月29日 執行取締役

エドマンド・セー・ウィン・ツェ氏 72 1938年１月２日 非執行取締役

ジャック・チャク-クォン・ソー氏 65 1945年３月12日 非執行取締役

ジェフリー・ジョイ・ハード氏 43 1966年12月３日 非執行取締役

ジェイ・スティーブン・ウィントロブ
氏

53 1957年３月29日 非執行取締役

チャン-コン（CK）・チョウ卿 60 1950年９月９日 独立非執行取締役

ラファエル・シャー・ファイ氏 62 1948年２月８日 独立非執行取締役

チン・シャオ博士 63 1947年４月25日 独立非執行取締役

 

取締役

執行取締役

　マーク・エドワード・タッカー（Mark Edward Tucker）氏（52歳）は執行取締役兼当社のグループ最高経営責任者

である。同氏は2010年７月にAIAグループに入社し、また、AIAバミューダ及びAIAの取締役である。同氏は、AIAグループ

の戦略指揮及び業務全般の責任者である。AIAグループに入社する以前、タッカー氏は、2005年から2009年までプルー

デンシャル・ピーエルシーのグループ最高執行役員を務めており、2004年から2005年はエイチビーオーエス・ピーエ

ルシーのグループ財務取締役だった。同氏は、1994年から2003年まで、プルーデンシャル・コーポレーション・アジア

・リミテッドの最高執行役員だった。タッカー氏は、1980年からプライスウォーターハウス（英国）の税務コンサル

タントとしてキャリアを開始した。同氏は、プルーデンシャル・ポートフォリオ・マネージャーズ・リミテッド（英

国）の北米投資運用担当の統括者として1986年にプルーデンシャル・ピーエルシーに入社した後、引き続き1986年か

ら1987年までプルーデンシャル・ベンチャー・マネージャーズ・リミテッド（英国）の財務統括者となった。同氏

は、1987年から1989年まで、プルーデンシャル・ピーエルシーのアシスタント・ディレクターだった。タッカー氏は

1989年から1992年までプルーデンシャル・アシュアランス・カンパニー・リミテッド（香港）の統括マネージャー

となり、1992年から1993年はジャクソン・ナショナル・ライフ・インシュアランス・カンパニー（米国、ランシン

グ）の業務担当シニア・バイス・プレジデント、1999年から2003年まではプルーデンシャル・ピーエルシーの取締役

となった。タッカー氏は、2009年より、バンク・オブ・イングランドの役員会の非執行取締役及び同社の財務安定委員

会のメンバーである。同氏は、ベトナムの金融サービス部門の発展に貢献したことを評価され、2009年に、ベトナム大

統領より権威あるベトナム政府の友好メダルを授与された。タッカー氏は、2007年より英国勅許管理機関の会員であ

り、2005年よりエジンバラ国際フェスティバル協会の非執行取締役である。タッカー氏は、1985年に勅許会計士協会の

資格者となった。同氏は、1980年に、英国のリーズ大学で学士号を優等で取得している。

（中　略）
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非執行取締役

（中　略）

　ジェイ・スティーブン・ウィントロブ（Jay Steven Wintrob）氏（53歳）は、非執行取締役である。ウィントロブ氏

は、2002年より、アメリカン・インターナショナル・グループ・インクのリタイヤメント・サービス担当のエグゼク

ティブ・バイス・プレジデントを務めている。同氏は、また、1999年から2004年までAIGの取締役を務めていた。2009

年、ウィントロブ氏は、米国を拠点とし、同時に日本で２つの生命保険事業を営んでいるAIGの生命及びリタイヤメン

ト・サービス事業であるサンアメリカ・フィナンシャル・グループのプレジデント兼最高経営責任者に指名された。

ウィントロブ氏は、1987年に会長補佐役としてサンアメリカ・インクに入社し、1989年にシニア・バイス・プレジデ

ント、1991年にエグゼクティブ・バイス・プレジデント、1995年に副会長に選任され、また1997年から1998年まで取締

役を務めた。AIGによるサンアメリカの買収後、ウィントロブ氏は、1998年から2005年までAIGリタイヤメント・サービ

ス・インク（現SAFGリタイヤメント・サービス・インク）の副会長及び1998年から2001年まで最高業務執行役員を

務め、2000年にプレジデント及び2001年に最高経営責任者に指名された。サンアメリカに入社する以前、ウィントロブ

氏は、オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所のアソシエイト弁護士として企業法務を行っていた。ウィント

ロブ氏はまた、ベット・ツェデク・リーガル・サービス、ブロード財団、カリフォルニア工科大学、シダーズ－サイナ

イ医療センター、ポール・ゲッティ・トラスト、ロサンゼルス世界問題協議会及びスカーボール文化センターを含む

複数の非営利団体の取締役を務めている。同氏は、2001年にロサンゼルス大司教区よりキリスト者会議指導者賞を、

2002年にベット・ツェデク・リーガル・サービスよりルイーズ・ラニアー創立者賞を受領した。ウィントロブ氏は、

1982年にカリフォルニア大学バークレー校ボールト・ホール法科大学院より法学士号（全米優等法学生会資格）を

取得し、1979年にカリフォルニア大学バークレー校より政治科学の学士号を取得した。ウィントロブ氏は、2010年９月

28日に、当社の非執行取締役に任命された。

（中　略）

独立非執行取締役

（中　略）

　チン・シャオ（泰曉）博士（63歳）は、独立非執行取締役である。チン博士は、2001年から2010年９月まで、チャイナ

・マーチャント・バンク・カンパニー・リミテッドの会長を務めた。同氏は、2000年12月から2010年８月までチャイ

ナ・マーチャント・グループ・リミテッドの会長、1995年から2000年まで中国中信集団公司のプレジデント及び副会

長を務め、また1998年から2000年まで中信実業銀行の会長を務めた。チン博士は、2009年より香港興業国際集団有限公

司の独立非執行取締役、また2008年よりチャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッドの監査委員会のメン

バーを務めた。また、同氏は、とりわけ、これらの国有企業の財務諸表を検討し、且つ当該国営企業の財務システム及び

内部統制手続を監督する責任を負う立場にあり、また、関連する規則及び要請を遵守することを確実にするため、これ

ら国営企業の財務諸表の完全性を監視する業務にも従事している。同氏は、2008年より中国人民政治協商会議第11回

総会の会員であり、2007年よりラファージュ国際諮問委員会の会員であり、また2009年よりアジア・ビジネス評議会

の会長を務めている。同氏はまた、2001年にはAPECビジネス諮問委員会の会長を務めた。同氏は、1997年から2005年ま

で、トヨタ国際諮問委員会の会員だった。チン博士は、2003年にケンブリッジ大学より経済学の博士号を取得し、1983

年に中国礦業大学より経済経営学部の修士号を取得した。チン博士は、2010年９月28日に当社の独立非執行取締役に

任命された。

 

 

上席経営陣

　以下の表は、上場日現在の当社の上席経営陣に関する情報を記載している。

 

氏名 年齢 地位/役職

マーク・エドワード・タッカー氏 52 グループ最高経営責任者

マルク・ジョセフ・ド・キュール氏 52
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グ
ループ最高財務担当役員
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ジョン・タイ・ウォー・チュウ氏 71
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グ
ループ最高投資担当役員

ヌガ・ケン・ホーイ氏 55
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼地域
担当マネージング・ディレクター

タン・フォーン・ヒューン氏 44
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼地域
担当マネージング・ディレクター

ウィリアム・ライル氏 45
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グ
ループ最高販売担当役員候補

ニティンバイ・バブバイ・マガンバイ・
アミン氏

54
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グ
ループ最高総務責任者

クリストファー・ブライアン・ウェイ氏 43
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グ
ループ最高マーケティング担当役員

マーガレット・クック・クエン・チウ氏 51
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グ
ループ最高人事担当役員

シメオン・プレストン氏 40
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グ
ループ事業戦略主任

ケネス・ジョセフ・ジュノー氏 53
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼AIA
シンガポール最高経営責任者

ホック・スオン・コール氏 51
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼上席
地域担当執行役員

レイ・ヒン・タン氏 43
シニア・バイス・プレジデント兼グループ・オ
ルタナティブ販売主任

（中　略）

　ヌガ・ケン・ホーイ氏（黄經輝）氏（55歳）は、当社のエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼地域担当マネー

ジング・ディレクターの一員である。同氏は、代理店、（保険）銀行窓販及びダイレクト・マーケティングを通じてさ

らなる利益成長へ到達することに注力し、地域別展望からの当社の事業の様々な側面についての監督責任者である。

同氏は、2010年10月にAIAグループに入社し、規制当局の承認に従い、AIAの統括者として任命される。AIAグループに入

社する以前、ヌガ氏は2008年12月よりグレート・イースタン・ホールディングス・リミテッドの取締役及びグループ

最高執行役員を務めていた。同氏は、1989年よりプルーデンシャルに勤務し、2005年から2008年までアジア保険担当の

マネージング・ディレクターを務め、マレーシア、シンガポール、インドネシア及びフィリピンにおける責任者だっ

た。同氏は、1995年にプルーデンシャル・アシュアランス・マレーシア・ブルハドの統括マネージャーに、1998年に最

高経営責任者となった。ヌガ氏はまた、AIAマレーシアの保険数理、システム及び運用部門にて６年間を過ごした。同氏

は、1985年よりアクチュアリー協会の会員である。ヌガ氏は、1979年にラファイエット・カレッジ（米国、ペンシル

ヴェニア）より機械工学の理学士号を取得した。

 

　タン・フォーン・ヒューン（Thanh Phong Huynh）氏（44歳）は、当社のエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼

地域担当マネージング・ディレクターの一員である。同氏は、AIAグループ全体としてもグループ内の特定の業務にも

同様に利益となる様々な戦略の陣頭指揮をとる責任者である。同氏は、AIAグループに2010年10月に入社した。AIAグ

ループに入社する以前、ヒューン氏は、2009年より、シンガポールのフラートン・フィナンシャル・ホールディングス

の保険担当エグゼクティブ・バイス・プレシデントを務めていた。同氏は、1996年よりプルーデンシャルに勤務し、

2005年から2008年までプルーデンシャル・コーポレーション・アジアの取締役及び保険担当のマネージング・ディ

レクターを務めた。同氏は、1999年から2005年までプルーデンシャル・ベトナム・アシュアランス・リミテッドの創

立者兼最高経営責任者だった。ヒューン氏は、1986年にトロントのクラウン・ライフ・インシュアランス、その後カナ

ダのマニュライフ・フィナンシャルにて保険業のキャリアを開始した。同氏は、2005年にクイーン・エリザベス二世

より大英勲章第４位（OBE）の称号を授与された。ヒューン氏は、米国アクチュアリー協会及びカナダのアクチュア

リー協会の双方共において、保険数理人及び会員の有資格者である。同氏は、1986年に、アルバータ大学（カナダ）よ

り理学士号を取得した。

 

　ウィリアム・ライル（William Lisle）氏（45歳）は、当社のエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グループ最

高販売担当役員候補である。同氏は、地域代理店販売チーム及びオルタナティブ販売チームを含む、全てのAIAグルー

プ営業所の販売を支援する資源の責任者となる。同氏は2010年12月にAIAグループに入社することが期待されている。

AIAグループに入社する以前は、同氏は、2009年５月からアヴィヴァの発展途上市場担当主任（アジア・パシフィッ

ク）を務め、香港、シンガポール、マレーシア、韓国、インド及びスリランカの事業を監督した。同氏は2001年に代理店

開発担当ディレクター（南アジア）としてプルーデンシャル・コーポレーション・アジアに入社し、その後2002年か
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ら2004年まで、ICICIプルーデンシャルの最高代理店担当役員を務めた。同氏はその後、2005年には韓国の、2008年には

マレーシアの最高経営責任者に昇進した。同氏は2001年にはAIAシンガポールの代理店開発担当主任であった。同氏は

2004年にインド、ムンバイの国立経営大学院で経営学修士号（優等）を取得した。

（中　略）

　ホック・スオン・コール（ ）氏（51歳）は、当社のエグゼクティブ・バイス・プレジデントであり、当社の上

席地域担当執行役員の一人である。同氏はAIAマレーシアの最高経営責任者でもあり、AIAマレーシアの事業の監督責

任者である。同氏は生命保険業界において28年以上の経験を有する。2006年２月にAIAグループに入社する以前は、マ

ニュライフ・インシュアランス（マレーシア）ブルハド（旧ジョン・ハンコック・ライフ・インシュアランス（マ

レーシア）ブルハド）においてマネージング・ディレクター、プレジデント及び最高経営責任者などの一連の上級職

に就いた。同氏はマレーシア生命保険協会の管理委員会のメンバーである。コール氏は1982年にオーストラリアの

マッコーリー大学で文学士号を取得した。同氏は、1987年に英国のアクチュアリー協会で、保険数理を修了した。

 

　レイ・ヒン・タン（ ）氏（43歳）は、当社のシニア・バイス・プレジテント兼グループ・オルタナティブ販

売主任である。同氏は、オルタナティブ・チャネル（すなわち（保険）銀行窓販及びダイレクト・マーケティング）

を通じての販売促進及び拡大の陣頭指揮をとる責任者である。同氏は、2010年９月にAIAグループに入社した。AIAグ

ループに入社する以前、タン氏は、2003年よりスタンダード・チャータード・バンクの、シンガポールを基盤とするコ

ンシューマー・バンキング・グローバル・オフィスにて（保険）銀行窓販担当のグローバル主任だった。同氏は、

1999年から2003年までワコビア国立銀行（ノース・カロライナ州シャーロッテ及び香港）にてバイス・プレジデン

ト兼グローバル販売担当（アジア及び中東）の取締役だった。タン氏は、1997年から1999年までアイエヌジー・グ

ループにてフィナンシャル・サービス・インターナショナル・アイエヌジー・ライフの保険数理マネージャーとし

て勤務し、引き続きアイエヌジー・インベストメント・マネジメントの上級調査分析者として勤務した。タン氏は、

2007年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校にて経営管理学の修士号を取得した。同氏はまた、1993年に保険数理科

学修士号をジョージア州立大学より取得した。

（中　略）

　クレメント・カ－チェン・ホー（何家存）氏（48歳）は、当社のシニア・バイス・プレジデント兼グループ最高リ

スク担当役員である。同氏は、AIAグループ全体にわたる効果的なエンタープライズ・リスク管理及びリスク・ガバナ

ンスを全ての業種について確実にするための責任者である。同氏は、リスクの様々なポートフォリオ（保険、流動性、

信用、市場及び資産負債管理並びに運営を含む。）を監督している。ホー氏は、2010年２月にAIAグループに入社した。

同氏は、大手金融企業にて25年以上にわたり、キャピタル・マーケット、資産管理及びリスク管理の経験を有してい

る。AIAグループに入社する前、同氏は、2007年７月から2010年１月までの間、ハンセン・インベストメント・マネジメ

ント・リミテッドの取締役兼最高投資担当役員及びハンセン・バンクの資産管理担当の主任だった。ホー氏はまた、

1995年から2007年までの12年間にわたり香港金融管理局に勤務し、最終的にリスク管理及びコンプライアンス局長の

地位を有していた。ホー氏は、1984年に、香港の中文大学にて経済学専攻の学士号を取得した。同氏は、2002年に勅許金

融アナリストとなった。ホー氏は、2010年２月にグループ最高リスク担当役員に任命された。

（後　略）

 

＜訂正後＞

概要

（中　略）

　以下の表は、上場日現在の当社取締役に関する情報を記載している。

 

氏名 年齢 生年月日  

マーク・エドワード・タッカー氏 52 1957年12月29日 執行取締役

エドマンド・セー・ウィン・ツェ氏 72 1938年１月２日 非執行取締役
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ジャック・チャク-クォン・ソー氏 65 1945年３月12日 非執行取締役

ジェフリー・ジョイ・ハード氏 43 1966年12月３日 非執行取締役

ジェイ・スティーブン・ウィントロブ
氏

53 1957年３月29日 非執行取締役

チャン-コン（CK）・チョウ卿 60 1950年９月９日 独立非執行取締役

ラファエル・シャー・ファイ氏 62 1948年２月８日 独立非執行取締役

チン・シャオ博士 63 1947年４月25日 独立非執行取締役

 

　当社の監督機関により定められたガイダンス及び、ベスト・プラクティスの実行を目的として、当社は、2010年11月

30日当日又はそれ以前に、独立非執行取締役を非執行役会長として任命する予定である。当該非執行役会長には、現在

の独立非執行取締役か、又は新たに任命される独立非執行取締役がなる可能性もある。マーク・エドワード・タッ

カー氏は当社のグループ執行役会長として任命されている。同氏のグループ執行役会長としての役割は、2010年11月

30日当日又はそれ以前に非執行役会長として任命された時点で終了する。当社は原則として、将来的に、独立非執行取

締役が取締役会の過半数を構成するに達することを意図している。

 

取締役

執行取締役

　マーク・エドワード・タッカー（Mark Edward Tucker）氏（52歳）は執行取締役兼当社のグループ最高経営責任者

である。同氏はまた、本項の「概要」に記載される基準をもって任命されたグループ執行役会長である。同氏は2010年

７月にAIAグループに入社し、また、AIA及びAIAバミューダの取締役である。同氏は、AIAグループの戦略指揮及び業務

全般の責任者である。AIAグループに入社する以前、タッカー氏は、2005年から2009年までプルーデンシャル・ピーエ

ルシーのグループ最高執行役員を務めており、2004年から2005年はエイチビーオーエス・ピーエルシーのグループ財

務取締役だった。同氏は、1994年から2003年まで、プルーデンシャル・コーポレーション・アジア・リミテッドの最高

執行役員だった。タッカー氏は、1980年からプライスウォーターハウス（英国）の税務コンサルタントとしてキャリ

アを開始した。同氏は、プルーデンシャル・ポートフォリオ・マネージャーズ・リミテッド（英国）の北米投資運用

担当の統括者として1986年にプルーデンシャル・ピーエルシーに入社した後、引き続き1986年から1987年までプルー

デンシャル・ベンチャー・マネージャーズ・リミテッド（英国）の財務統括者となった。同氏は、1987年から1989年

まで、プルーデンシャル・ピーエルシーのアシスタント・ディレクターだった。タッカー氏は1989年から1992年まで

プルーデンシャル・アシュアランス・カンパニー・リミテッド（香港）の統括マネージャーとなり、1992年から1993

年はジャクソン・ナショナル・ライフ・インシュアランス・カンパニー（米国、ランシング）の業務担当シニア・バ

イス・プレジデント、1999年から2003年まではプルーデンシャル・ピーエルシーの取締役となった。タッカー氏は、

2009年より、バンク・オブ・イングランドの役員会の非執行取締役及び同社の財務安定委員会のメンバーである。同

氏は、ベトナムの金融サービス部門の発展に貢献したことを評価され、2009年に、ベトナム大統領より権威あるベトナ

ム政府の友好メダルを授与された。タッカー氏は、2007年より英国勅許管理機関の会員であり、2005年よりエジンバラ

国際フェスティバル協会の非執行取締役である。タッカー氏は、1985年に勅許会計士協会の資格者となった。同氏は、

1980年に、英国のリーズ大学で学士号を優等で取得している。

（中　略）

非執行取締役

（中　略）

　ジェイ・スティーブン・ウィントロブ（Jay Steven Wintrob）氏（53歳）は、非執行取締役である。ウィントロブ氏

は、2002年より、アメリカン・インターナショナル・グループ・インクのリタイヤメント・サービス担当のエグゼク

ティブ・バイス・プレジデントを務めており、また2010年にAIGの国内生命保険及びリタイヤメント・サービスのエ

グゼクティブ・バイス・プレジデントに任命された。同氏は、また、1999年から2004年までAIGの取締役を務めていた。

2009年、ウィントロブ氏は、米国を拠点とし、同時に日本で２つの生命保険事業を営んでいるAIGの生命及びリタイヤ

メント・サービス事業であるサンアメリカ・フィナンシャル・グループのプレジデント兼最高経営責任者に指名さ

れた。ウィントロブ氏は、1987年に会長補佐役としてサンアメリカ・インクに入社し、1989年にシニア・バイス・プレ

ジデント、1991年にエグゼクティブ・バイス・プレジデント、1995年に副会長に選任され、また1997年から1998年まで
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取締役を務めた。AIGによるサンアメリカの買収後、ウィントロブ氏は、1998年から2005年までAIGリタイヤメント・

サービス・インク（現SAFGリタイヤメント・サービス・インク）の副会長及び1998年から2001年まで最高業務執行

役員を務め、2000年にプレジデント及び2001年に最高経営責任者に指名された。サンアメリカに入社する以前、ウィン

トロブ氏は、オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所のアソシエイト弁護士として企業法務を行っていた。

ウィントロブ氏はまた、ベット・ツェデク・リーガル・サービス、ブロード財団、カリフォルニア工科大学、シダーズ

－サイナイ医療センター、ポール・ゲッティ・トラスト、ロサンゼルス世界問題協議会及びスカーボール文化セン

ターを含む複数の非営利団体の取締役を務めている。同氏は、2001年にロサンゼルス大司教区よりキリスト者会議指

導者賞を、2002年にベット・ツェデク・リーガル・サービスよりルイーズ・ラニアー創立者賞を受領した。ウィント

ロブ氏は、1982年にカリフォルニア大学バークレー校ボールト・ホール法科大学院より法学士号（全米優等法学生会

資格）を取得し、1979年にカリフォルニア大学バークレー校より政治科学の学士号を取得した。ウィントロブ氏は、

2010年９月28日に、当社の非執行取締役に任命された。

（中　略）

独立非執行取締役

（中　略）

　チン・シャオ（泰曉）博士（63歳）は、独立非執行取締役である。チン博士は、2001年４月から2010年９月まで、チャ

イナ・マーチャント・バンク・カンパニー・リミテッドの会長を務めた。同氏は、2000年12月から2010年８月まで

チャイナ・マーチャント・グループ・リミテッドの会長、1995年４月から2000年７月まで中国中信集団公司のプレジ

デント、2000年７月から2001年12月まで中国中信集団公司の副会長を務め、また1998年から2000年まで中信実業銀行

の会長を務めた。チン博士は、2009年より香港興業国際集団有限公司の独立非執行取締役、また2008年よりチャイナ・

テレコム・コーポレーション・リミテッドの監査委員会のメンバーを務めた。また、同氏は、とりわけ、これらの国有

企業の財務諸表を検討し、且つ当該国営企業の財務システム及び内部統制手続を監督する責任を負う立場にあり、ま

た、関連する規則及び要請を遵守することを確実にするため、これら国営企業の財務諸表の完全性を監視する業務に

も従事している。同氏は、2008年より中国人民政治協商会議第11回総会の会員であり、2007年よりラファージュ国際諮

問委員会の会員であり、また2009年よりアジア・ビジネス評議会の会長を務めている。同氏はまた、2001年にはAPECビ

ジネス諮問委員会の会長を務めた。同氏は、1997年から2005年まで、トヨタ国際諮問委員会の会員だった。チン博士は、

2003年にケンブリッジ大学より経済学の博士号を取得し、1983年に中国礦業大学より経済経営学部の修士号を取得し

た。チン博士は、2010年９月28日に当社の独立非執行取締役に任命された。

 

上席経営陣

　以下の表は、上場日現在の当社の上席経営陣に関する情報を記載している。

 

氏名 年齢 地位/役職

マーク・エドワード・タッカー氏 52 グループ執行役会長兼グループ最高経営責任者

マルク・ジョセフ・ド・キュール氏 52
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グ
ループ最高財務担当役員

ジョン・タイ・ウォー・チュウ氏 71
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グ
ループ最高投資担当役員

ケン・ホーイ・ヌガ氏 55
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼地域
担当マネージング・ディレクター

タン・フォーン・ヒューン氏 44
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼地域
担当マネージング・ディレクター

ウィリアム・ライル氏 45
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グ
ループ最高販売担当役員候補

ニティンバイ・バブバイ・マガンバイ・
アミン氏

54
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グ
ループ最高総務責任者

クリストファー・ブライアン・ウェイ氏 43
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グ
ループ最高マーケティング担当役員

マーガレット・クック・クエン・チウ氏 51
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グ
ループ最高人事担当役員

シメオン・プレストン氏 40
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グ
ループ事業戦略主任
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ケネス・ジョセフ・ジュノー氏 53
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼AIA
シンガポール最高経営責任者

ホック・スオン・コール氏 51
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼上席
地域担当執行役員

ジェームス・レイ・ヒン・タン氏 43
シニア・バイス・プレジデント兼グループ・オ
ルタナティブ販売主任

（中　略）

　ケン・ホーイ・ヌガ（Keng Hooi Ng）氏（55歳）は、当社のエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼地域担当マ

ネージング・ディレクターの一員である。同氏は、代理店、（保険）銀行窓販及びダイレクト・マーケティングを通じ

てさらなる利益成長へ到達することに注力し、地域別展望からの当社の事業の様々な側面についての監督責任者であ

る。同氏は、2010年10月にAIAグループに入社し、規制当局の承認に従い、AIAの統括者として任命される。AIAグループ

に入社する以前、ヌガ氏は2008年12月よりグレート・イースタン・ホールディングス・リミテッドの取締役及びグ

ループ最高執行役員を務めていた。同氏は、1989年よりプルーデンシャル・ピーエルシーに勤務し、2005年から2008年

までアジア保険担当のマネージング・ディレクターを務め、マレーシア、シンガポール、インドネシア及びフィリピン

における責任者だった。同氏は、1995年にプルーデンシャル・アシュアランス・マレーシア・ブルハドの統括マネー

ジャーに、1998年に最高経営責任者となった。ヌガ氏はまた、AIAマレーシアの保険数理、システム及び運用部門にて６

年間を過ごした。同氏は、1985年よりアクチュアリー協会の会員である。ヌガ氏は、1979年にラファイエット・カレッ

ジ（米国、ペンシルヴェニア）より機械工学の理学士号を取得した。

 

　タン・フォーン・ヒューン（Thanh Phong Huynh）氏（44歳）は、当社のエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼

地域担当マネージング・ディレクターの一員である。同氏は、AIAグループ全体としてもグループ内の特定の業務にも

同様に利益となる様々な戦略の陣頭指揮をとる責任者である。同氏は、AIAグループに2010年10月に入社した。AIAグ

ループに入社する以前、ヒューン氏は、2009年より、シンガポールのフラートン・フィナンシャル・ホールディングス

の保険担当エグゼクティブ・バイス・プレシデントを務めていた。同氏は、1996年よりプルーデンシャル・ピーエル

シーに勤務し、2005年から2008年までプルーデンシャル・コーポレーション・アジアの取締役及び保険担当のマネー

ジング・ディレクターを務めた。同氏は、1999年から2005年までプルーデンシャル・ベトナム・アシュアランス・リ

ミテッドの創立者兼最高経営責任者だった。ヒューン氏は、1986年にトロントのクラウン・ライフ・インシュアラン

ス、その後カナダのマニュライフ・フィナンシャルにて保険業のキャリアを開始した。同氏は、2005年にクイーン・エ

リザベス二世より大英勲章第４位（OBE）の称号を授与された。ヒューン氏は、米国アクチュアリー協会及びカナダの

アクチュアリー協会の双方共において、保険数理人及び会員の有資格者である。同氏は、1986年に、アルバータ大学

（カナダ）より理学士号を取得した。

 

　ウィリアム・ライル（William Lisle）氏（45歳）は、当社のエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グループ最

高販売担当役員候補である。同氏は、地域代理店販売チーム及びオルタナティブ販売チームを含む、全てのAIAグルー

プ営業所の販売を支援する資源の責任者となる。同氏は2010年12月にAIAグループに入社することが期待されている。

AIAグループに入社する以前は、同氏は、2009年５月からアヴィヴァの南アジア担当マネージング・ディレクターを務

め、香港、シンガポール、マレーシア、韓国、インド及びスリランカの事業を監督した。同氏は2001年に代理店開発担当

ディレクター（南アジア）としてプルーデンシャル・コーポレーション・アジアに入社し、その後2002年から2004年

まで、ICICIプルーデンシャルの最高代理店担当役員を務めた。同氏はその後、2005年には韓国の、2008年にはマレーシ

アの最高経営責任者に昇進した。同氏は2004年にインド、ムンバイの国立経営大学院で経営学修士号（優等）を取得

した。

（中　略）

　ホック・スオン・コール（Hock Seng Khor）氏（51歳）は、当社のエグゼクティブ・バイス・プレジデントであり、

当社の上席地域担当執行役員の一人である。同氏はAIAマレーシアの最高経営責任者でもあり、AIAマレーシアの事業

の監督責任者である。同氏は生命保険業界において28年以上の経験を有する。2006年２月にAIAグループに入社する以

前は、マニュライフ・インシュアランス（マレーシア）ブルハド（旧ジョン・ハンコック・ライフ・インシュアラン

ス（マレーシア）ブルハド）においてマネージング・ディレクター、プレジデント及び最高経営責任者などの一連の

上級職に就いた。同氏はマレーシア生命保険協会の管理委員会のメンバーである。コール氏は1982年にオーストラリ

アのマッコーリー大学で文学士号を取得した。同氏は、1987年に英国のアクチュアリー協会で、保険数理を修了した。
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　ジェームス・レイ・ヒン・タン（James Lai Hing Tan）氏（43歳）は、当社のシニア・バイス・プレジテント兼グ

ループ・オルタナティブ販売主任である。同氏は、オルタナティブ・チャネル（すなわち（保険）銀行窓販及びダイ

レクト・マーケティング）を通じての販売促進及び拡大の陣頭指揮をとる責任者である。同氏は、2010年９月にAIAグ

ループに入社した。AIAグループに入社する以前、タン氏は、2003年よりスタンダード・チャータード・バンクの、シン

ガポールを基盤とするコンシューマー・バンキング・グローバル・オフィスにて（保険）銀行窓販担当のグローバ

ル主任だった。同氏は、1999年から2003年までワコビア国立銀行（ノース・カロライナ州シャーロッテ及び香港）に

てバイス・プレジデント兼国際販売担当（アジア及び中東）の取締役だった。タン氏は、1997年から1999年までアイ

エヌジー・グループにてフィナンシャル・サービス・インターナショナル・アイエヌジー・ライフの保険数理マ

ネージャーとして勤務し、引き続きアイエヌジー・インベストメント・マネジメントの上級調査分析者として勤務し

た。タン氏は、2007年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校にて経営管理学の修士号を取得した。同氏はまた、1993年

に保険数理科学修士号をジョージア州立大学より取得した。

（中　略）

　クレメント・カ－チェン・ホー（何家存）氏（48歳）は、当社のシニア・バイス・プレジデント兼グループ最高リ

スク担当役員である。同氏は、AIAグループ全体にわたる効果的なエンタープライズ・リスク管理及びリスク・ガバナ

ンスを全ての業種について確実にするための責任者である。同氏は、リスクの様々なポートフォリオ（保険、流動性、

信用、市場及び資産負債管理並びに運営を含む。）を監督している。ホー氏は、2010年２月にAIAグループに入社した。

同氏は、大手金融企業にて25年以上にわたり、キャピタル・マーケット、資産管理及びリスク管理の経験を有してい

る。AIAグループに入社する前、同氏は、2007年７月から2010年１月までの間、ハンセン・インベストメント・マネジメ

ント・リミテッドの取締役兼最高投資担当役員及びハンセン・バンクの資産管理担当の主任だった。ホー氏はまた、

1995年から2007年までの12年間にわたり香港金融管理局に勤務し、最終的にリスク管理及びコンプライアンス局長の

地位を有していた。ホー氏は、1984年に、香港の中文大学にて経済学専攻の学士号を取得した。同氏は、2002年に勅許金

融アナリストとなった。

（後　略）

 

（２）報酬その他の事項

＜訂正前＞

（前　略）

利害関係

（中　略）

２.当社の株式及び原資産株式についての実質株主の持分及び売持（ショート・ポジション）

　当社取締役が認識し、且つグローバル・オファリングにおいて引き受けられる株式について考
慮しない限りにおいて、下記の者は、グローバル・オファリングの完了後直ちに、SFO第15部第２
章及び第３章の規定に基づき当社に対して開示する必要のある、当社普通株式又は当社の原資産
株式についての持分及び売持（ショート・ポジション）を有する。

 

株主氏名 持分の内容
有価証券の

数及びクラス（注１）

グローバル・オファリ
ング直後の当社につい
ての持分概算比率

AIAオーロラLLC 実質的保有者 （未定）（L） （未定）％

AIG（注２）
被支配会社について

の持分
（未定）（L） （未定）％

AIGクレジット・
ファシリティ・ト
ラスト（注３）

被支配会社について
の持分

（未定）（L） （未定）％
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注１：「L」は、当社普通株式における当該株主の買持（ロング・ポジション）を示している。

注２：AIGはAIAオーロラLLCの普通投資持分の100％を保有している。

注３：AIGクレジット・ファシリティ・トラストは、米国財務省を唯一の受益者とす
る信託で、３つの独立した受託者により監視されており、シリーズC優先株式の
全発行済株式を保有する。

（後　略）

 

＜訂正後＞

（前　略）

利害関係

（中　略）

２.当社の株式及び原資産株式についての実質株主の持分及び売持（ショート・ポジション）

「第二部－第５－１株式等の状況－（４）大株主の状況」を参照のこと。

（後　略）

 

５【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①コーポレート・ガバナンスに関する記載

＜訂正前＞

（前　略）

取締役及び上席経営陣の報酬

（中　略）

　現行の協定に基づき、当社は、2010年度に取締役に支払うべき総報酬額（裁量ボーナスを除
く。）及び株式を含む現物給付額を3,200,960米ドルと推計する。執行取締役は、復興法を含む適用
ある法律及び関係法令に従い、給与、ボーナス、年金制度への拠出額、長期インセンティブ、住宅手
当及びその他手当の形で報酬及び現物給付を受領する。ボーナス及び長期インセンティブ（株式
に基づく報酬を含む。）は、執行取締役の報酬の可変部分給に相当し、AIAグループ及び執行取締
役個人の業績に関連している。執行取締役は現在、雇用の終了に伴う法定給付金に加えて退職給
付金を受領する資格を有している。独立非執行取締役は、当社から謝礼及び現物給付を受領する。
全ての当社取締役は、当社にサービスを提供するために、又は当社の業務に関する事柄を遂行す
る際に必要であり且つ合理的に生じた費用について、当社から払戻金を受領する。当該払戻金は、
取締役の役務費用（もしあれば）として、当社取締役が随時決定する金額（その他未払い金（例
えば、雇用報酬。）を除いた年額（総額）を超えないものとする。）又は当社が普通決議により決
定することのできる金額のうち、大きい方の金額が当社の積立金から支払われる。上記に開示さ
れた場合を除き、当社取締役は、当社からいかなる特別の給付を受領する権利も有さない。当社取
締役会は上場後に、復興法を含む適用ある法律及び関係法令を考慮に入れた報酬委員会からの勧
告を受けたうえで、取締役の報酬を決定する。復興法は、AIGグループ（AIAグループを含む。）の
従業員に支払うべきボーナス、インセンティブ報酬、退職報酬及びその他報酬に対する制約を含
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んでいる。復興法を遵守するためのAIAグループの義務は、規制に従い、50％保有基準を使用する
米国内国歳入法において当社がAIGと同じ「雇用者」として扱われなくなるとき、又はAIGが
TARPに基づき受領した経済支援総額の100％を返済したときのいずれか早い時点で終了する。
「第二部－第３－４　事業等のリスク－リスク要因－当社とAIGグループとの関係に関するリス
ク－当社とAIGとの関係に起因し、当社は、当社の競争会社が課されていない可能性のある責任、
制限及び費用負担を当社に課す米国の法律を遵守する必要がある。」を参照のこと。

（中　略）

　上記に開示したものを除き、2009年度及び2010年５月30日に終了した当初６ヶ月間について、当
社又は当社の子会社から取締役に対して支払われた又は支払われるべき報酬は存在しない。

（後　略）

 

＜訂正後＞

（前　略）

取締役及び上席経営陣の報酬

（中　略）

　現行の協定に基づき、当社は、2010年度に取締役に支払うべき総報酬額（裁量ボーナスを除
く。）及び株式を含む現物給付額を3,200,960米ドルと推計する。執行取締役は、復興法を含む適用
ある法律及び関係法令に従い、給与、ボーナス、年金制度への拠出額、長期インセンティブ、住宅手
当及びその他手当の形で報酬及び現物給付を受領する。ボーナス及び長期インセンティブ（株式
に基づく報酬を含む。）は、執行取締役の報酬の可変部分給に相当し、AIAグループ及び執行取締
役個人の業績に関連している。執行取締役は現在、雇用の終了に伴う法定給付金に加えて退職給
付金を受領する資格を有している。執行取締役の報酬についての詳細は、「第二部－第５－４　役
員の状況－(２)　報酬その他の事項－利害関係－３．　サービス契約」を参照のこと。独立非執行
取締役は、当社から謝礼を受領する。全ての当社取締役は、当社にサービスを提供するために、又
は当社の業務に関する事柄を遂行する際に必要であり且つ合理的に生じた費用について、当社か
ら払戻金を受領する。当該払戻金は、取締役の役務費用（もしあれば）として、当社取締役が随時
決定する金額（その他未払い金（例えば、雇用報酬。）を除いた年額（総額）を超えないものと
する。）又は当社が普通決議により決定することのできる金額のうち、大きい方の金額が当社の
積立金から支払われる。上記に開示された場合を除き、当社取締役は、当社からいかなる特別の給
付を受領する権利も有さない。当社取締役会は上場後に、復興法を含む適用ある法律及び関係法
令を考慮に入れた報酬委員会からの勧告を受けたうえで、取締役の報酬を決定する。復興法は、
AIGグループ（AIAグループを含む。）の従業員に支払うべきボーナス、インセンティブ報酬、退
職報酬及びその他報酬に対する制約を含んでいる。復興法を遵守するためのAIAグループの義務
は、規制に従い、50％保有基準を使用する米国内国歳入法において当社がAIGと同じ「雇用者」
として扱われなくなるとき、又はAIGがTARPに基づき受領した経済支援総額の100％を返済した
ときのいずれか早い時点で終了する。「第二部－第３－４　事業等のリスク－リスク要因－当社
とAIGグループとの関係に関するリスク－当社とAIGとの関係に起因し、当社は、当社の競争会社
が課されていない可能性のある責任、制限及び費用負担を当社に課す米国の法律を遵守する必要
がある。」を参照のこと。

（中　略）

　上記に開示したものを除き、2009年度及び2010年５月31日に終了した当初６ヶ月間について、当
社又は当社の子会社から取締役に対して支払われた又は支払われるべき報酬は存在しない。

（後　略）
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第６【経理の状況】

 

＜訂正前＞

1． AIAグループ・リミテッドは、2009年８月24日に香港において設立され、第1期決算期は2009年11月30日であった。

 以下に掲げるAIAグループ・リミテッドとその子会社（以下「AIAグループ」と総称する。）の財務情報は、香港目

論見書の付属書類Iに組み込むことを目的として作成された会計士報告書に記載されるものであり、国際会計基準

審議会が公表した国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）及び香港公認会計士協会が公表した香港財務報告

基準（以下「香港財務報告基準」という。）に準拠して作成された。本書記載の財務情報の作成においてAIAグ

ループが採用した企業会計基準、会計慣行及び表示方法と、日本において一般に公正妥当と認められているそれら

との間の主な相違点に関しては、「４　香港と日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」に説明されてい

る。

 以下に掲げる会計士報告書に含まれるAIAグループの財務情報は、AIAグループ・リミテッドがAIAグループの会計

士報告書を香港会社登記所に登録し、香港証券取引所への上場申請を経た後に、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第129条第１項の適用を受

ける予定である。

2． 以下に掲げる会計士報告書に含まれる2007年、2008年、2009年の各11月30日の連結財政状態計算書、2009年11月30

日及び2010年５月31日現在のAIAグループ・リミテッドの財政状態計算書、並びに2007年、2008年、2009年の各11月

30日に終了した事業年度に係る連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結資本変動表及び連結キャッシュ・フ

ロー計算書は、独立公認会計士であり、且つ外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号）第１条

の３第７項に規定されている外国監査法人等をいう。）であるプライスウォーターハウスクーパース（以下「PWC

香港」という。）から監査を受ける予定であり、PWC香港が行う監査は、「金融商品取引法」（昭和23年法律第25

号）第193条の２第１項第１号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明となる予定である。会計士

報告書は以下に記載されている。

3． 以下に掲げる2010年５月31日に終了した６ヶ月間のAIAグループの中間財務情報は、IFRS及び香港財務報告基準に

基づき作成された。当該中間財務情報は、AIAグループ・リミテッドがAIAグループの会計士報告書を香港会社登記

所に登録し、香港証券取引所への上場申請を経た後に、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第１項の適用を受ける予定である。2010年５月31日に終了した６ヶ月間

の中間財務情報は、独立監査人による監査を受けていないが、2010年10月中旬にPWC香港より監査を受ける予定で

ある。

4． 会計士報告書に記載されているAIAグループの原文連結財務情報（英語）は、香港証券取引所への上場申請及び

2010年10月中旬に予定されている香港会社登記所への登録を経た後、香港において開示されるものと同一のもの

であり、日本語版はその翻訳である。

（中　略）

6. 円換算額及び「２　主な資産・負債及び収支の内容」から「４　香港と日本における会計原則及び会計慣行の主要

な相違」までの記載事項は、AIAグループの原文財務情報には含まれておらず、当該事項における財務情報への参

照事項を除き、上記2．の会計監査の対象にもなっていない。

7． 本書記載の会計士報告書中の未定事項は、2010年10月中旬頃に決定される予定である。
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＜訂正後＞

1． AIAグループ・リミテッドは、2009年８月24日に香港において設立され、第1期決算期は2009年11月30日であった。

 以下に掲げるAIAグループ・リミテッドとその子会社（以下「AIAグループ」と総称する。）の財務情報は、香港目

論見書の付属書類Iに組み込むことを目的として作成された会計士報告書に記載されたものであり、国際会計基準

審議会が公表した国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）及び香港公認会計士協会が公表した香港財務報告

基準（以下「香港財務報告基準」という。）に準拠して作成された。本書記載の財務情報の作成においてAIAグ

ループが採用した企業会計基準、会計慣行及び表示方法と、日本において一般に公正妥当と認められているそれら

との間の主な相違点に関しては、「４　香港と日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」に説明されてい

る。

 以下に掲げる会計士報告書に含まれるAIAグループの財務情報は、AIAグループ・リミテッドがAIAグループの会計

士報告書を香港会社登記所に登録し、香港証券取引所への上場申請を経て香港において開示された後に、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第

129条第１項の適用を受けるものである。

2． 以下に掲げる会計士報告書に含まれる2007年、2008年、2009年の各11月30日の連結財政状態計算書、2009年11月30

日及び2010年５月31日現在のAIAグループ・リミテッドの財政状態計算書、並びに2007年、2008年、2009年の各11月

30日に終了した事業年度に係る連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結資本変動表及び連結キャッシュ・フ

ロー計算書は、独立公認会計士であり、且つ外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号）第１条

の３第７項に規定されている外国監査法人等をいう。）であるプライスウォーターハウスクーパース（以下「PWC

香港」という。）から監査を受けたものであり、PWC香港が行う監査は、「金融商品取引法」（昭和23年法律第25

号）第193条の２第１項第１号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明である。会計士報告書は以

下に記載されている。

3． 以下に掲げる2010年５月31日に終了した６ヶ月間のAIAグループの中間財務情報は、IFRS及び香港財務報告基準に

基づき作成された。当該中間財務情報は、AIAグループ・リミテッドがAIAグループの会計士報告書を香港会社登記

所に登録し、香港証券取引所への上場申請を経て香港において開示された後に、「中間財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第１項の適用を受けるものである。2010年５月31

日に終了した６ヶ月間の中間財務情報は、独立監査人による監査を受けていないが、2010年10月18日付にてPWC香

港より監査を受けている。

4． 会計士報告書に記載されているAIAグループの原文連結財務情報（英語）は、2010年10月18日付の香港会社登記所

への登録及び香港証券取引所への上場申請を経て、2010年10月18日に香港において開示されたものと同一のもの

であり、日本語版はその翻訳である。

（中　略）

6. 円換算額及び「２　主な資産・負債及び収支の内容」から「４　香港と日本における会計原則及び会計慣行の主要

な相違」までの記載事項は、AIAグループの原文財務情報には含まれておらず、当該事項における財務情報への参

照事項を除き、上記2．の会計監査の対象にもなっていない。
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１【財務書類】

 

＜訂正前＞

(訳文)

会計士報告書

 

　以下は、香港目論見書に組み入れる目的で当社の報告会計士である公認会計士のプライスウォーターハウスクー

パース　香港から受領した報告書の本文である。これは、香港公認会計士協会が公表した監査ガイドライン3.340「目

論見書及び報告会計士」の要件に準拠して、当社の取締役及びジョイント・スポンサーに向けて作成されたもので

ある。

 

プライスウォーターハウスクーパース

プリンスズ　ビルディング　22階

セントラル、香港

2010年(未定)月(未定)日

 

AIAグループ・リミテッド

取締役　各位

 

シティグループ・グローバル・マーケット・アジア・リミテッド

ドイチェバンク・アーゲー　香港支店

ゴールドマン・サックス(アジア)エルエルシー

モルガン・スタンレー・アジア・リミテッド

御中

 

私どもは、AIAグループ・リミテッド(以下「会社」という。)及びその子会社(以下「グループ」と総称する。)の財務情報(以下
「本財務情報」という。)について報告する。本財務情報は、2007年、2008年及び2009年11月30日並びに2010年５月31日現在の連結
財政状態計算書、2009年11月30日及び2010年５月31日現在の会社の財政状態計算書、及び2007年、2008年及び2009年11月30日に終
了した各事業年度並びに2010年５月31日に終了した６ヶ月間(以下「関連期間」という。)における連結損益計算書、連結包括利益
計算書、連結資本変動表及び連結キャッシュ・フロー計算書並びに重要な会計方針の要約及びその他の注記で構成されている。
この財務情報は会社の取締役により作成され、会社の株式の香港証券取引所のメインボードへの新規上場に関連した会社の(未
定)日付の目論見書(以下「香港目論見書」という。)の付属書類Iに含めるために、以下のセクションⅠからⅢに記載されるもので
ある。

 

(中　略)

 

Ⅱ　財務情報に対する注記

 

(中　略)

 

２　重要な会計方針

 

(中　略)

 

2.2　営業利益

当グループの事業の多くが長期的な性質を有していることから、経営者の意思決定及び内部の業
績管理の目的上、当グループは、当グループの営業成績及び事業セグメントの評価にあたり「営
業利益」を財務業績の基準として用いている。当グループは税引前営業利益及び税引後営業利益
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を、それぞれ以下の営業外項目を除いた利益として定義している。

・　投資実績(実現損益、為替差損益、減損及び損益を通じて公正価値で測定する投資に係る
未実現損益からなる。)

・　投資関連契約に関する投資収入(配当金、受取利息及び賃料収入からなる。)

・　投資関連契約に関する投資運用費用

・　上記に対応する投資関連契約及び有配当型ファンド(注記2.3参照)に関する保険契約及
び投資契約負債の変動、並びに上記の保険契約及び投資契約負債の変動に係る税金に
おける保険契約者の持分による連結投資ファンドの第三者持分の変動、及び

・　経営陣が営業外収益及び費用と判断する他の重要な項目

 

(中　略)

 

2.6　金融商品

2.6.1　金融商品の分類及び指定

 

(中　略)

 

売却可能金融資産

損益を通じて公正価値で測定するもの以外の金融資産並びに貸付金及び債権は売却可能として
分類される。

保険契約及び投資契約負債並びに株主資本を裏付ける投資が公正価値ベースで管理されていな
い場合には、売却可能カテゴリーが使用される。これは主に当グループの負債証券(有配当型ファ
ンド及び投資関連契約を裏付けるもの以外)及び当グループが保有するAIG株式で構成されてい
る。売却可能金融資産は公正価値に取引費用を加えた価額で当初認識される。売却可能負債証券
の取得原価と額面価額との差額は償却される。売却可能金融資産はその後は公正価値で測定され
る。売却可能として分類される負債証券からの受取利息は、連結損益計算書の投資収入に実効金
利法を用いて認識される。

売却可能として分類される有価証券に係る未実現損益の内訳は、為替換算差額とその他の公正価
値の変動である。負債証券のような貨幣性の売却可能投資に係る為替換算差額は、連結損益計算
書に投資実績として認識される。売却可能金融資産の減損については、「その他の金融資産の減
損」のセクションを参照のこと。

 

(中　略)

 

36　当グループの資本構造

 

(中　略)

 

香港保険業監理処

AIA又はAIAバミューダの各社（適当であればこれらの支店全てを含む。）に対して下記の事項
を要求する2008年９月17日付の書簡（以下「第35条命令」という。）が、HK OCIよりAIA及び
AIAバミューダ各社に対して交付された。

(１)全ての保険事業及び「特定の者」（支店、取締役、統括者、株主及び関連会社又はグ
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ループ会社が含まれるが、これらに限らない。）との全ての取引を、一般的な取引条件
に基づいて行うこと。

(２)AIA又はAIAバミューダは、HK OCIから最初に書面による同意を得ずに、特定の者に
対して預け入れ又は資産の移転を行わず（通常の保険取引の場合を除く。）、又は経
済支援を提供しないこと。

(３)保険契約者又は潜在的保険契約者の利益をリスクにさらすおそれのある状況につい
て、実務上可能な限り速やかにHK OCIに報告すること。

第35条命令は、とりわけAIA及びAIAバミューダが特定の者との間で資本関連取引を行う能力を
制限する。したがって、第35条命令は、AIA及びAIAバミューダが、HK OCIから最初に書面による
同意を得ずに、親会社に配当金を支払う能力を制限し、また関係会社間サービス手数料の支払等、
特定の者との間で関係会社間取引を行う能力を制限する。

さらに、香港保険局は、AIA及びAIAバミューダに対する2008年９月18日付の書簡により、AIA及
びAIAバミューダが、香港保険局から最初に書面による同意を得ずに、両社の株主総会又は両社
の親会社の株主総会で議決権の15％以上を行使する新たな統括者を就任させないように要求し
ている。

保険局は、2010年〔未定〕付の書簡により、下記の約束を考慮して、香港証券取引所におけるAIA
グループ・リミテッド株式の取引の初日に、第35条命令を撤回する旨を当社に通知している。

AIGは、保険局に対し、第35条命令の撤回日を効力発生日として、且つAIGが直接的又は間接的に
AIAグループ・リミテッドの発行済株式資本の10％を超える法定又は実質的持分を保有する
（又はAIGが直接的若しくは間接的にAIAグループ・リミテッドの株主総会において議決権の
10％以上を行使し若しくは行使を支配する権利を有する）限り、AIGは確実に以下の通りにする
ことを約束した（保険局の書面による事前の同意を得た場合を除く。）。

（中　略）

また、AIAグループ・リミテッドは、保険局に対して、下記の事項を約束した。

(ⅰ)AIAグループ・リミテッドは、(a)AIA及びAIAバミューダが、個々の保険会社ベース
及びAIA／AIAバミューダ連結ベースの両方において、150％以上のソルベンシー・
マージン比率を常に維持すること、(b)AIAグループ・リミテッドが、AIA又はAIAバ
ミューダのいずれからも、AIA又はAIAバミューダのソルベンシー・マージンを150％
未満とするような資本の引き上げ又は資金若しくは資産の移転を行わないこと（但
し、いずれかの場合において、保険局の書面による事前の同意を得た場合を除く。）、及
び(c）AIA又はAIAバミューダのいずれかのソルベンシー比率が150％未満となった場
合、AIAグループ・リミテッドが、保険局が受諾可能な方法で、可能な限り速やかに当
該ソルベンシー比率を最低150％まで回復させるための対策を講じることを保証する。

(ⅱ)AIAグループ・リミテッドは、AIGが直接的又は間接的にAIAグループ・リミテッド
の発行済株式資本のうち10％を超える法的又は実質的持分を保有する（又はAIGが直
接的若しくは間接的にAIAグループ・リミテッドの株主総会において議決権の10％以
上を行使し若しくは行使を支配する権利を有する）限り、AIA及びAIAバミューダが、
保険局から最初に書面による同意を得ずに、(a)AIAグループのメンバーからの預金を、
AIG及び／又はAIGの支配下にあるAIGグループのメンバー（AIAグループ・リミテッ
ド、その子会社及び支店を除く。）に預金しないこと、(b)一般的な保険取引又は約束
（その更新を含む。）の日付現在有効な一般的な取引条件に基づく取決めを除き、AIG
及び／又はAIGの支配下にあるAIGグループのメンバー（AIAグループ・リミテッド、
その子会社及び支店を除く。）に資産を移転しないこと、又は(c)AIG及び／又はAIGの
支配下にあるAIGグループのメンバー（AIAグループ・リミテッド、その子会社及び支
店を除く。）に経済支援を提供しないことを保証する。
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(ⅲ)AIAグループ・リミテッドは、AIAグループが保険局の監督に服すること及びAIAグ
ループ・リミテッドがICO第８条(2)に基づく統括者の「適切且つ相当」な基準に関す
る保険局のガイダンスの継続的な遵守を義務付けられることを確認する、保険局から
AIAグループ・リミテッドへの2010年［未定］付の書簡に述べるガイダンスを遵守す
る。これらの基準は、持株会社の財源の十分性；持株会社が自ら管理する保険会社を対
象とした事業計画の実現可能性；持株会社の法律上、経営上及び運営上の構造の明瞭
性；他の持株会社又は管理する主要子会社の詳細；持株会社、その取締役又は統括者
が管財人の管理下、行政管理下、清算中又はその他同様の手続中にあるか否か；グルー
プのコーポレート・ガバナンスの健全性；グループのリスク管理の枠組の健全性；適
用ある法令、規則及び規制を遵守した管理を行うための、持株会社が自ら管理する保険
会社からの情報の受領；持株会社が自ら管理する保険会社の監督及び運営管理におけ
る役割等である。

(ⅳ)AIAグループ・リミテッドは、上記(ⅲ)に述べるガイダンスの全ての強化又は改善、
及び保険局が随時公表する行政措置若しくは保険局がICOに従って定める可能性のあ
る要件、ICOに基づく規制又は保険局が随時公表するガイダンス・ノートを履行する。

 

(中　略)

 

41　関連当事者取引

 

(中　略)

 

デリバティブ金融商品については、注記22に開示されている。

 

(中　略)

 

44　直接的及び最終的な支配会社

2009年11月30日より前において、AIAの直接支配会社は、バミューダの会社であるAIRCOであり、
AIRCOの最終的な親会社は、米国の保険及び金融サービス・グループであるAIGであった。

2008年９月、AIGはFRBNYとの間に850億米ドルのリボルビング・クレジット契約(以下「クレ
ジット契約」という。)並びに保証及び担保契約を締結した。クレジット契約に関連して、AIGは、
米国財務省の利益のみを目的として設立されるトラスト(以下「AIGクレジット・ファシリティ
・トラスト」という。)に対して、有配当型転換優先株式のシリーズ(以下「シリーズC優先株式」
という。)を発行することに合意した。2009年３月４日、AIGクレジット・ファシリティ・トラス
トに対してシリーズC優先株式が発行された。シリーズC優先株式にはあらゆる議題について
AIG普通株式と同様の議決権が付されており、転換後ベースで、議決権を有するAIG株式の約
79.8％を占める。AIGクレジット・ファシリティ・トラストには３社の独立した受託会社が指定
されている。トラスト契約の条件に準拠して、受託会社は優先株式に対して絶対的な裁量権と最
終的な支配権を有しており、AIG株主の全権利、権限及び特権を行使する。

 

(中　略)

 

45　報告期間後の後発事象

2010年８月20日、当グループはAIG株式をAIGに対し約81百万米ドルで売却し、約73百万米ドルの
実現利益を計上することになった。
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2010年10月（未定）日に、当グループはAIGからの借入金50百万米ドルを返済した。

 

Ⅲ　当社の財務情報

 

(後　略)
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＜訂正後＞

(訳文)

会計士報告書

 

　以下は、香港目論見書に組み入れる目的で当社の報告会計士である公認会計士のプライスウォーターハウスクー

パース　香港から受領した報告書の本文である。これは、香港公認会計士協会が公表した監査ガイドライン3.340「目

論見書及び報告会計士」の要件に準拠して、当社の取締役及びジョイント・スポンサーに向けて作成されたもので

ある。

 

プライスウォーターハウスクーパース

プリンスズ　ビルディング　22階

セントラル、香港

2010年10月18日

 

AIAグループ・リミテッド

取締役　各位

 

シティグループ・グローバル・マーケット・アジア・リミテッド

ドイチェバンク・アーゲー　香港支店

ゴールドマン・サックス(アジア)エルエルシー

モルガン・スタンレー・アジア・リミテッド

御中

 

私どもは、AIAグループ・リミテッド(以下「会社」という。)及びその子会社(以下「グループ」と総称する。)の財務情報(以下
「本財務情報」という。)について報告する。本財務情報は、2007年、2008年及び2009年11月30日並びに2010年５月31日現在の連結
財政状態計算書、2009年11月30日及び2010年５月31日現在の会社の財政状態計算書、及び2007年、2008年及び2009年11月30日に終
了した各事業年度並びに2010年５月31日に終了した６ヶ月間(以下「関連期間」という。)における連結損益計算書、連結包括利益
計算書、連結資本変動表及び連結キャッシュ・フロー計算書並びに重要な会計方針の要約及びその他の注記で構成されている。
この財務情報は会社の取締役により作成され、会社の株式の香港証券取引所のメインボードへの新規上場に関連した会社の2010
年10月18日付の目論見書(以下「香港目論見書」という。)の付属書類Iに含めるために、以下のセクションⅠからⅣに記載される
ものである。

 

(中　略)

 

Ⅱ　財務情報に対する注記

 

(中　略)

 

２　重要な会計方針

 

(中　略)

 

2.2　営業利益

当グループの事業の多くが長期的な性質を有していることから、経営者の意思決定及び内部の業
績管理の目的上、当グループは、当グループの営業成績及び事業セグメントの評価にあたり「営
業利益」を財務業績の基準として用いている。当グループは税引前営業利益及び税引後営業利益
を、それぞれ以下の営業外項目を除いた利益として定義している。
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・　投資実績(実現損益、為替差損益、減損及び損益を通じて公正価値で測定する投資に係る
未実現損益からなる。)

・　投資関連契約に関する投資収入(配当金、受取利息及び賃料収入からなる。)

・　投資関連契約に関する投資運用費用

・　上記に対応する投資関連契約及び有配当型ファンド(注記2.3参照)に関する保険契約及
び投資契約負債の変動、並びに上記の保険契約及び投資契約負債の変動に係る税金に
おける保険契約者の持分による連結投資ファンドの第三者持分の変動

・　保険契約及び投資契約負債の変動に係る税金における保険契約者の持分、及び

・　経営陣が営業外収益及び費用と判断する他の重要な項目

 

(中　略)

 

2.6　金融商品

2.6.1　金融商品の分類及び指定

 

(中　略)

 

売却可能金融資産

損益を通じて公正価値で測定するもの以外の金融資産並びに貸付金及び債権は売却可能として
分類される。

保険契約及び投資契約負債並びに株主資本を裏付ける投資が公正価値ベースで管理されていな
い場合には、売却可能カテゴリーが使用される。これは主に当グループの負債証券(有配当型ファ
ンド及び投資関連契約を裏付けるもの以外)及び当グループが保有するAIG株式で構成されてい
る。売却可能金融資産は公正価値に取引費用を加えた価額で当初認識される。売却可能負債証券
の取得原価と額面価額との差額は償却される。売却可能金融資産はその後は公正価値で測定され
る。売却可能として分類される負債証券からの受取利息は、連結損益計算書の投資収入に実効金
利法を用いて認識される。

売却可能として分類される有価証券に係る未実現損益の内訳は、為替換算差額とその他の公正価
値の変動である。負債証券のような貨幣性の売却可能投資に係る為替換算差額は、連結損益計算
書に投資実績として認識される。売却可能金融資産の減損については、「金融資産の減損」のセ
クションを参照のこと。

 

(中　略)

 

36　当グループの資本構造

 

(中　略)

 

香港保険業監理処

AIG事由発生後に、AIA又はAIAバミューダの各社（適当であればこれらの支店全てを含む。）に
対して下記の事項を要求する2008年９月17日付の書簡（以下「第35条隔離命令」という。）が、
保険局よりAIA及びAIAバミューダ各社に対して交付された。
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(１)全ての保険事業及び「特定の者」との全ての取引を、一般的な取引条件に基づいて
行うこと。

(２)AIA又はAIAバミューダは、保険局から最初に書面による同意を得ずに、「特定の者
」に対して預け入れ又は資産の移転を行わず（通常の保険取引の場合を除く。）、又
は経済支援を提供しないこと。

(３)保険契約者又は潜在的保険契約者の利益をリスクにさらすおそれのある状況につい
て、実務上可能な限り速やかに保険局に報告すること。

第35条隔離命令において、「特定の者」には、保険会社の支店、取締役、統括者、株主及び関連会社
又はグループ会社が含まれるが、これらに限らない。

第35条隔離命令は、とりわけAIA及びAIAバミューダが特定の者との間で資本関連取引を行う能
力を制限する。したがって、第35条隔離命令は、AIA及びAIAバミューダが、保険局から最初に書面
による同意を得ずに、親会社に配当金を支払う能力を制限し、また関係会社間サービス手数料の
支払等、特定の者との間で関係会社間取引を行う能力を制限する。

さらに、保険局は、AIA及びAIAバミューダに対する2008年９月18日付の書簡（以下「第35条統括
者命令」という。）により、AIA及びAIAバミューダが、保険局から最初に書面による同意を得ず
に、両社の株主総会又は両社の親会社の株主総会で単独で若しくは関連会社とともに又は議決権
行使代理人を通じて議決権の15％以上を行使する（又は行使を支配する）権利のある新たな統
括者を就任させないように要求している。

保険局は、香港証券取引所における当社普通株式の取引の初日に、且つ下記の約束を考慮して、第
35条隔離命令が撤回されること、及びある者が香港証券取引所において取引される当社普通株式
の取得を通じてAIA及びAIAバミューダの（ICO第９条(1)(c)(ⅱ)の意味における）統括者となる
場合に、保険局による事前の同意が要求されないよう、保険局が第35条統括者命令を変更する旨
を当社に通知している。

AIGは、保険局に対し、第35条隔離命令の撤回日を効力発生日として、且つAIGが直接的又は間接
的にAIAグループ・リミテッドの発行済株式資本の10％を超える法定又は実質的持分を保有す
る（又はAIGが直接的若しくは間接的にAIAグループ・リミテッドの株主総会において議決権の
10％以上を行使し若しくは行使を支配する権利を有する）限り、AIGは確実に以下の通りにする
ことを約束した（保険局の書面による事前の同意を得た場合を除く。）。

（中　略）

また、AIAグループ・リミテッドは、保険局に対して、下記の事項を約束した。

(ⅰ)AIAグループ・リミテッドは、(a)AIA及びAIAバミューダが、個々の保険会社ベース
及びAIA／AIAバミューダ連結ベースの両方において、150％以上のソルベンシー比率
を常に維持すること、(b)AIAグループ・リミテッドが、AIA又はAIAバミューダのいず
れからも、AIA又はAIAバミューダのソルベンシー・マージンを150％未満とするよう
な資本の引き上げ又は資金若しくは資産の移転を行わないこと（但し、いずれかの場
合において、保険局の書面による事前の同意を得た場合を除く。）、及び(c）AIA又は
AIAバミューダのいずれかのソルベンシー比率が150％未満となった場合、AIAグルー
プ・リミテッドが、保険局が受諾可能な方法で、可能な限り速やかに当該ソルベン
シー比率を最低150％まで回復させるための対策を講じることを保証する。

(ⅱ)AIAグループ・リミテッドは、AIGが直接的又は間接的にAIAグループ・リミテッド
の発行済株式資本のうち10％を超える法的又は実質的持分を保有する（又はAIGが直
接的若しくは間接的にAIAグループ・リミテッドの株主総会において議決権の10％以
上を行使し若しくは行使を支配する権利を有する）限り、AIA及びAIAバミューダが、
保険局から最初に書面による同意を得ずに、(a)預金を、AIG及び／又はAIGの支配下に
あるAIGグループのメンバー（当社、その子会社及び支店を除く。）に預金しないこ
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と、(b)一般的な保険取引ｘ又は約束（その更新を含む。）の日付現在有効な一般的な取
引条件に基づく取決めを除き、AIG及び／又はAIGの支配下にあるAIGグループのメン
バー（当社、その子会社及び支店を除く。）に資産を移転しないこと、又は(c)AIG及
び／又はAIGの支配下にあるAIGグループのメンバー（当社、その子会社及び支店を除
く。）に経済支援を提供しないことを保証する。

(ⅲ)AIAグループ・リミテッドは、ある者が(a)香港証券取引所において取引される当社普
通株式の取得を通じてAIA及びAIAバミューダの（ICO第９条(1)(c)(ⅱ)の意味におけ
る）統括者となったことを知った時、又は(b)香港証券取引所において取引される当社
普通株式の処分を通じてAIA及びAIAバミューダの（ICO第９条(1)(c)(ⅱ)の意味におけ
る）統括者でなくなったことを知った時は、保険局に書面で速やかに通知する。

(ⅳ)AIAグループ・リミテッドは、AIAグループが保険局の監督に服すること及びAIAグ
ループ・リミテッドがICO第８条(2)に基づく統括者の「適切且つ相当」な基準に関す
る保険局のガイダンスの継続的な遵守を義務付けられることを確認する、保険局から
AIAグループ・リミテッドへのガイダンスを遵守する。保険局は、ある者が認可された
保険会社の統括者又は取締役として適切且つ相当でないと思われる場合には異議を申
し立てる権限を、ICOにより与えられている。これらの基準は、持株会社の財源の十分
性；保険局の規制を受ける保険子会社を対象とした、持分会社の事業計画の実現可能
性；持株会社の法律上、経営上及び運営上の構造の明瞭性；他の持株会社又は管理す
る主要子会社の詳細；持株会社、その取締役又は統括者が管財人の管理下、行政管理
下、清算中又はその他同様の手続中であるか、又は裁判所の命令に基づく判決債務の履
行を怠っているか又は刑事上の有罪判決を受けているか、又は法定の若しくは規制上
の要件に違反しているか否か；グループのコーポレート・ガバナンスの健全性；グ
ループのリスク管理の枠組の健全性；適用ある法令、規則及び規制を遵守した管理を
行うための、保険局の規制を受ける保険子会社からの情報の受領；保険局の規制を受
ける保険子会社の監督及び運営管理における役割等である。

(ⅴ)AIAグループ・リミテッドは、上記(ⅳ)に述べるガイダンスの全ての強化又は改善、
及び保険局が随時公表する行政措置若しくは保険局がICOに従って定める可能性のあ
る要件、ICOに基づく規制又は保険局が随時公表するガイダンス・ノートを履行する。

 

(中　略)
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41　関連当事者取引

 

(中　略)

 

デリバティブ金融商品については、注記22に開示されている。

2010年10月８日に、当グループはAIGからの借入金50百万米ドルを返済した。

 

(中　略)

 

44　直接的及び最終的な支配会社

2009年11月30日より前において、AIAの直接支配会社は、バミューダの会社であるAIRCOであり、
AIRCOの最終的な親会社は、米国の保険及び金融サービス・グループであるAIGであった。

2008年９月、AIGはFRBNYとの間に850億米ドルのリボルビング・クレジット契約(以下「クレ
ジット契約」という。)並びに保証及び担保契約を締結した。クレジット契約に関連して、AIGは、
米国国庫の利益のみを目的として設立されるトラスト(以下「AIGクレジット・ファシリティ・
トラスト」という。)に対して、有配当型転換優先株式のシリーズ(以下「シリーズC優先株式」と
いう。)を発行することに合意した。2009年３月４日、AIGクレジット・ファシリティ・トラスト
に対してシリーズC優先株式が発行された。シリーズC優先株式にはあらゆる議題についてAIG
普通株式と同様の議決権が付されており、転換後ベースで、議決権を有するAIG株式の約79.8％を
占める。AIGクレジット・ファシリティ・トラストには３社の独立した受託会社が指定されてい
る。トラスト契約の条件に準拠して、受託会社は優先株式に対して絶対的な裁量権と最終的な支
配権を有しており、AIG株主の全権利、権限及び特権を行使する。

 

(中　略)

 

45　報告期間後の後発事象

2010年８月20日、当グループはAIG株式をAIGに対し約81百万米ドルで売却し、約73百万米ドルの
実現利益を計上することになった。

 

Ⅲ　当社の財務情報

 

(後　略)
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